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国立大学法人筑波大学事業報告書 
 
「国立大学法人筑波大学の概要」 
１．目標 

先端的・独創的な知の創出と個性輝く人材の育成を通じて世界に貢献することを使命とし、以下の
項目を基本的な目標とする。 
 １ 学群においては広い視野、豊かな人間性及び確かな学力を備えた人材の育成 
 ２ 大学院においては深い専門性に裏付けられた独創性と柔軟性を兼ね備えた研究者及びグロー 

バルな視野と専門的実務能力を併せ持つ高度専門職業人の養成 
３ 筑波研究学園都市の充実した研究環境を活かし、卓越した研究成果と有為な人材を産み出す 
新たな教育研究拠点の創出 

４ 学術的・社会的意義のある基礎研究及び応用研究の重点的な推進並びに学術文化の継承発展 
に資する基礎研究及び展開研究の推進 

５ 開かれた大学として、国際社会、地域社会、産業界との連携により、積極的に社会に貢献 
６ 常に時代をリードする大胆な大学改革の率先により、我が国の高等教育及び学術研究全体の 
改革を強力に推進 

 
２．業務 

  本学は、「開かれた大学」、「教育と研究の新しい仕組み」、「新しい大学自治」を特色とした総合
大学として、大学改革の先導的役割を果たしつつ、教育研究の高度化、大学の個性化、大学運営の
活性化など、活力に富み、国際競争力のある大学づくりを推進している。 

 
３．事業所等の所在地 
    大学本部         茨城県つくば市天王台１丁目１－１ 
    春日地区         茨城県つくば市春日１丁目２ 
    附属病院         茨城県つくば市天久保 2丁目１－１ 
    附属学校教育局      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    大学院夜間課程      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    ビジネス研究科法曹専攻  東京都千代田区外神田１丁目１８－１３ 
    東京サテライト      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    附属小学校        東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    附属中学校        東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場中学校      東京都世田谷区池尻 4丁目７－１ 
    附属高等学校       東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場高等学校     東京都世田谷区池尻 4丁目７－１ 
    附属坂戸高等学校     埼玉県坂戸市千代田 1丁目２４－１ 
    附属盲学校        東京都文京区目白台 3丁目２７－６ 
    附属聾学校        千葉県市川市国府台 2丁目２－１ 
    附属大塚養護学校     東京都文京区春日 1丁目５－５ 
    附属桐が丘養護学校    東京都板橋区小茂根 2丁目１－１２ 
    附属久里浜養護学校    神奈川県横須賀市野比 5丁目１－２ 

 
４．資本金の状況 

 ２３２，９６４，３０２，８７３円（全額 政府出資） 
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５．役員の状況（平成 17年 5月 1 日現在） 
役員の定数は、国立大学法人法第 10 条により、学長 1人、理事 8人、監事 2人。任期は国立大学法人

法第 15 条の規定及び国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の定めるところによる。 
役職 氏名 就任年月日 主な経歴 
学 長 岩崎 洋一 平成 16 年 4 月 1 日 昭和 59 年 8 月 筑波大学物理学系教授 

平成 4 年 4 月 筑波大学計算物理学研究センター長 

               （～平成 10年 3月） 

平成 10 年 4 月 筑波大学副学長（～平成 14年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学長 

理 事 
 
 

 

工藤 典雄 
 

平成 16 年 4 月 1 日 昭和 62 年 9 月 筑波大学基礎医学系教授 
平成 6 年 4 月 筑波大学副学長（～平成 8年 3月） 

平成 14 年 4 月 筑波大学医学専門学群長（～平成 16年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事 副学長兼務 

理 事 腰塚 武志 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 2 年 11 月 筑波大学社会工学系教授 
平成 11 年 4 月 筑波大学社会工学系長（～平成 12年 3月） 

平成 12 年 4 月 筑波大学副学長（～平成 14年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事 副学長兼務 

理 事 磯田 文雄 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 11年 7月 文部省教育助成局地方課長 
平成 13年 1月 文部科学省科学技術・学術政策局政策課長 
平成 14年 4月 文部科学省大臣官房総括会計官 
平成 16年 4月 国立大学法人筑波大学理事 副学長兼務 

理 事 林  史典 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 3 年 4 月 筑波大学文芸・言語学系教授 
平成 13 年 4 月 筑波大学大学院人文社会科学研究科長 

               （～平成 15年 3月） 

平成 15 年 4 月 筑波大学附属図書館長（～平成 16年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事 副学長兼務 

理 事 油田 信一 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 4 年 8 月 筑波大学電子・情報工学系教授 
平成 12 年 4 月 筑波大学第三学群工学システム学類長 

               （～平成 14年 3月） 

平成 14 年 4 月 筑波大学機能工学系長（～平成 16年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事 副学長兼務 

理 事 山口  巖 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 11 年 1 月 筑波大学臨床医学系教授 
平成 15 年 4 月 筑波大学附属病院長（～平成 16年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事  

附属病院長兼務 

理 事 谷川 彰英 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 6 年 4 月 筑波大学教育学系教授 
平成 15 年 4 月 筑波大学学校教育部長（～平成 16年 3月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事 

            附属学校教育局教育長兼務 

理 事 
(非常勤) 

岸  輝雄 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 9 年 4 月 通商産業省工業技術院 
         産業技術融合領域研究所長 

平成 13 年 1 月 経済産業省産業技術総合研究所 

         産業技術融合領域研究所長 

平成 13 年 4 月 独立行政法人物質・材料研究機構理事長 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学理事（非常勤） 
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監 事 西村  暹 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 7 年 6 月 萬有製薬株式会社つくば研究所長 
                  専務取締役 

平成 11 年 4 月 萬有製薬株式会社つくば研究所 

             名誉所長 専務取締役 

平成 12 年 6 月 萬有製薬株式会社つくば研究所 

                  名誉所長 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学監事 

監 事 
(非常勤) 

吉井  毅 
 

平成 16 年 4 月 1 日 平成 9 年 4 月 新日本製鐵株式会社代表取締役副社長 
平成 12 年 6 月 新日本製鐵株式会社常任監査役 

平成 13 年 10 月 社団法人日本監査役協会会長（～平成16年10月） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人筑波大学監事（非常勤） 

平成 16 年 6 月 新日本製鐵株式会社常任顧問 

 
６． 職員の状況（平成 17 年 5月 1日現在） 
 教員   2,951 人（うち常勤 2,197 人、非常勤  754 人） 
 職員   3,709 人（うち常勤 1,716 人、非常勤 1,993 人） 

 
７．学部等の構成  

博士課程研究科 
 人文社会科学研究科 
 ビジネス科学研究科 
 数理物質科学研究科 
 システム情報工学研究科 
生命環境科学研究科 
 人間総合科学研究科 
 図書館情報メディア研究科 
修士課程研究科 
 地域研究研究科 
 教育研究科 
環境科学研究科 
医科学研究科 
体育研究科 
芸術研究科 

学群 
  第一学群 
  第二学群 
  第三学群 
  医学専門学群 

   体育専門学群 
   芸術専門学群 
   図書館情報専門学群 
 
 
 
 
 

 
８．学生の状況（平成 17年 5月 1 日現在） 
  総学生数                15,601 人 
   学群学生数               9,988  人 
   修士課程学生数             1,393  人 
   博士課程学生数                         4,177  人 
      専門職学位課程学生数                    40  人 
   医療技術短期大学部                         3  人 
  附属学校幼児・児童・生徒数               4,313  人 

 
９．設立の根拠となる法律名 

  国立大学法人法 

 
１０．主務大臣 

  文部科学大臣 
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１１．沿革 
 1962. 9  東京教育大学、５学部の統合移転候補地の調査を決定 
 1970. 5  筑波研究学園都市建設法成立 
 1973. 10  国立学校設置法等の一部を改正する法律により筑波大学を設置 
       第一学群、医学専門学群、体育専門学群及び附属図書館をもって開学 
 1975. 4  第二学群、芸術専門学群、大学院修士課程及び大学院博士課程を設置 
 1976. 10  附属病院を開院 
 1977. 4  第三学群を設置 
 1978. 3  東京教育大学を閉学 
 1978. 10  医療技術短期大学部を併設 
 1992. 4  大学院博士課程において連携大学院方式を実施 
 2000. 4  大学院博士課程の改組・再編に伴い、数理物質科学研究科、システム情報工学研究科

及び生命環境科学研究科を設置 
 2001. 4  大学院博士課程の改組・再編に伴い、人文社会科学研究科、ビジネス科学研究科及び

人間総合科学研究科を設置 
 2002. 4  大学院修士課程において連携大学院方式を実施 
 2002. 10  国立学校設置法の一部を改正する法律（平成 14年法律第 23 号）により図書館情報大

学と統合 
       図書館情報専門学群及び大学院博士課程図書館情報メディア研究科を設置 
 2004. 3  図書館情報大学を閉学 
 2004. 4  国立大学法人筑波大学発足 
 2006. 3  医療技術短期大学部を廃止 

 
１２．経営協議会・教育研究評議会 
○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関） 

氏名 現職 

岩崎 洋一 学 長 

工藤 典雄 理 事 

腰塚 武志 理 事 

磯田 文雄 理 事 

林  史典 理 事 

油田 信一 理 事 

山口  巌 理 事 

谷川 彰英 理 事 

高橋 健夫 副学長 

吉武 博通 学長特別補佐 

笹井 弘之 調整官 

秋元 勇巳 三菱マテリアル株式会社名誉顧問 

安西 祐一郎 慶應義塾長 

石田 瑞穂 独立行政法人防災科学技術研究所研究主監 

鵜川  昇 社団法人茗渓会理事長 

大﨑  仁 大学共同利用機関法人人間文化研究機構非常勤理事 

大竹 美喜 アメリカンファミリー生命保険会社最高顧問 
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古賀 正一 株式会社東芝顧問 

合志 陽一 
独立行政法人国立環境研究所参与 
（国立大学法人筑波大学監事(平成 18年 4月 1 日～)）        

柴崎 信三 日本経済新聞社論説委員 

末松 安晴 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構国立情報学研究所顧問 

西野 虎之介 株式会社常陽銀行顧問 

 

○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関） 

氏名 現職 

岩崎 洋一 学 長 

工藤 典雄 理 事 

腰塚 武志 理 事 

磯田 文雄 理 事 

林  史典 理 事 

油田 信一 理 事 

山口  巌 理 事 

谷川 彰英 理 事 

波多野 澄雄 人文社会科学研究科長 

鈴木 久敏 ビジネス科学研究科長 

水林  博 数理物質科学研究科長 

熊谷 良雄 システム情報工学研究科長 

井上  勲 生命環境科学研究科長 

後藤 勝年 人間総合科学研究科長 

磯谷 順一 図書館情報メディア研究科長 

藤井 宏一 修士課程長 

山田 宣夫 第一学群長 

林  純一 第二学群長 

海老原 義彦 第三学群長 

中山 凱夫 医学専門学群長 

永井  純 体育専門学群長 

西川  潔 芸術専門学群長 

小高 和己 図書館情報専門学群長 

植松 貞夫 附属図書館長 

高橋 健夫 副学長 

板野 肯三 学術情報メディアセンター長 

宇川  彰 計算科学研究センター長 

岡本 健一 環境安全管理室長 

頭川 昭子 教授 
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瀧田 宏樹 先端学際領域研究センター長 

深水 昭吉 研究戦略室長 

守屋 正彦 学生担当教員室長 

吉武 博通 学長特別補佐 

Stefan KAISER 留学生センター長 

 
 
 
「事業の実施状況」                     

Ⅰ．大学の教育研究との質の向上              
 １．教育に関する実施状況 
  （１）教育の成果に関する実施状況 ･････別添 1参照   
  （２）教育内容等に関する実施状況 ･････別添２参照 
（３）教育の実施体制等に関する実施状況     ･･････････別添３参照 

  （４）学生への支援に関する実施状況       ･･････････別添４参照 
 ２．研究に関する実施状況 
  （１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況 ･･････････別添５参照 
  （２）研究の実施体制等の整備に関する実施状況  ･･････････別添６参照 
 ３．その他の実施状況 
  （１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況 ･･････････別添７参照 
  （２）附属病院に関する実施状況         ･･････････別添８参照 
  （３）附属学校等に関する実施状況        ･･････････別添９参照 
 
Ⅱ．業務運営の改善及び効率化 
 １．運営体制の改善に関する実施状況        ･･････････別添 10 参照 
 ２．教育研究組織の見直しに関する実施状況     ･･････････別添 11 参照 
 ３．人事の適正化に関する実施状況         ･･････････別添 12 参照 
 ４．総人件費改革に関する実施状況         ･･････････別添 13 参照 
 ５．事務等の効率化・合理化に関する実施状況    ･･････････別添 14 参照 
   
Ⅲ．財務内容の改善 
１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況･･････別添 15 参照 
２．経費の抑制に関する実施状況            ･･････別添 16 参照 
３．資産の運用管理の改善に関する実施状況       ･･････別添 17 参照 

 
Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 
１．評価の充実に関する実施状況            ･･････別添 18 参照 
２．情報公開等の推進に関する実施状況         ･･････別添 19 参照 

 
Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項 
１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況      ･･････別添 20 参照 
２．安全管理に関する実施状況             ･･････別添 21 参照 

 
 
 
 

以下、別添１～24に関しては、平成 
17 事業年度に係る業務の実績に関す 
る報告書を参照のこと。 
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Ⅵ．予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画 

 １．予算  （平成１７年度）   （単位：百万円） 

 差額 
 

区     分 予 算 額 決 算 額 
(決算－予算) 

 収     入       
   運営費交付金 42,890 42,764 △126 
   施設整備費補助金 4,297 4,311 14 
   船舶建造費補助金 0 0 0 

   
施設整備資金貸付金償還時補助金 
補助金等収入 

3,733 
0 

11,200 
203 

7,467 
203 

   国立大学財務・経営センター施設費交付金 168 168 0 
   自己収入 23,799 25,441 1,642 
    授業料、入学金及び検定料収入 9,683 9,166 △517 
    附属病院収入 13,411 15,450 2,039 
    財産処分収入 0 0 0 
    雑収入 705 825 120 
   産学連携等研究収入及び寄附金収入等 2,841 6,232 3,391 

   

長期借入金収入 
貸付回収金 
承継剰余金 
旧法人承継積立金 
目的積立金取崩 

60,127 
0 
73 
0 
0 

60,127 
0 
87 
0 

190 

0 
0 
14 
0 

190 

 計 137,928 150,723 12,795 

 支     出       
   業務費 52,415 54,169 1,754 
   教育研究経費 40,232 40,426 194 
   診療経費 12,183 13,743 1,560 
   一般管理費 13,118 11,259 △1,859 
   施設整備費 64,592 64,606 14 

   
船舶建造費 
補助金等 

0 
0 

0 
203 

0 
203 

   
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 
貸付金 

2,841 
0 

3,535 
0 

694 
0 

   長期借入金償還金 3,733 11,200 7,467 
   国立大学財務・経営センター施設費納付金 1,229 1,229 0 

 計 137,928 146,201 8,273 

  
２．人件費 

  
 

（単位：百万円） 

 差額 
 

区     分 予 算 額 決 算 額 
(決算－予算) 

 人件費（退職手当は除く） 37,847 38,240 393 
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３．収支計画  
（単位：百万円） 

 差額 
 

区     分 予 算 額 決 算 額 
(決算－予算) 

 費用の部       
 経常費用 72,866 71,483 △1,383 
   業務費 61,060 63,399 2,339 
 教育研究経費 10,155 11,533 1,378 

 
診療経費 

  受託研究経費等 
7,597 
2,146 

8,422 
2,155 

825 
9 

 

 

  役員人件費 181 215 34 
    教員人件費 27,406 26,550 △856 
    職員人件費 13,575 14,524 949 
   一般管理費 6,582 2,628 △3,954 
   財務費用 318 472 154 
   雑損 0 8 8 
   減価償却費 4,906 4,976 70 
  臨時損失 0 80 80 
     
 収益の部    
   経常収益 70,858 72,442 1,584 
   運営費交付金収益 42,403 40,388 △2,015 
   授業料収益 7,998 8,181 183 
   入学金収益 1,337 1,313 △24 
   検定料収益 347 286 △61 
   附属病院収益 13,331 15,611 2,280 
   受託研究等収益 2,146 2,323 177 
   寄附金収益 528 683 155 
   施設費収益 0 194 194 
   補助金等収益 0 164 164 
   財務収益 0 3 3 
   雑益 778 1,123 345 
   資産見返運営費交付金等戻入 84 198 114 
   資産見返補助金等戻入 0 1 1 
   資産見返寄附金戻入 83 177 94 
   資産見返物品受贈額戻入 1,823 1,797 △26 
   臨時利益 0 80 80 
 純利益 △2,008 959 2,967 
 目的積立金取崩益 0 51 51 
 総利益 △2,008 1,010 3,018 
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４．資金計画                                （単位：百万円） 

区   分 予算額 決算額 
差額 

（決算－予算） 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 
 
資金収入                  
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料及び入学金検定料による収入 
  附属病院収入 
  受託研究等収入 
    補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
 投資活動による収入 
  施設費による収入 
  その他の収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

 
139,967 
67,640 
65,326 
4,962 
2,039 

 
139,967 
69,221 
42,581 
9,683 
13,411 
2,146 

0 
695 
705 

8,622 
8,622 

0 
59,703 
2,421 

 

 
176,718 
65,883 
100,298 
3,053 
7,484 

           
176,718 
72,636 
42,581 
9,166 
15,450 
2,553 
211 

1,242 
1,433 
32,280 
4,479 
27,801 
60,127 
11,675 

 

 
36,751 
△1,757 
34,972 
△1,909 
5,445 

 
36,751 
3,415 

0 
△517 
2,039 
407 
211 
547 
728 

23,658 
△4,143 
27,801 
424 

9,254 
 

 
 
Ⅶ．短期借入金の限度額                ･･････････別添 22参照 
 
Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画      ･･････････別添 22参照 
 
Ⅸ．剰余金の使途                   ･･････････別添 22参照 
 
Ⅹ．その他 
１．施設・設備に関する状況             ･･････････別添 23 参照 

 ２．人事に関する状況                ･･････････別添 24参照 
 ３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細  
（１）運営費交付金の増減額の明細 

                                       （単位：百万円） 
当期振替額  

交付年度 
 

 
期首残高 

 
交付金当 
期交付金 

運営費交
付金収益

資産見返
運営費交
付金 

建設仮勘
定見返運
営費交付
金 

資本 
剰余金 

 
小計 

 
期末残高

平成 16年度 183 0 183 0 0 0 183 0 
平成 17年度 0 42,581 40,205 1,092 692 3 41,992 589 
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（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 
  ①平成１６年度交付分                           （単位：百万円） 

区  分 金 額 内      訳 
運営費交付金
収益 

    0 

資産見返運営
費交付金 

    0 

資本剰余金 
 

    0 

成果進行基
準による振
替額 

計 
 

    0 

 
 
 
該当なし 

運営費交付金
収益 

    0 

資産見返運営
費交付金 

    0 

資本剰余金 
 

    0 

期間進行基
準による振
替額 
 
 
 

計 
 

    0 

 
 
 
該当なし 
 
 
 
 

運営費交付金
収益 

   183 

資産見返運営
費交付金 

    0 

資本剰余金 
 

    0 

費用進行基
準による振
替額 

計 
 

   183 

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当 
②当該業務に係る損益等 
 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：183 
 （退職給付費用：183） 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 
 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 183百万円を収
益化 
 

国立大学法
人会計基準
第 77第３
項による振
替額 

 
 
 
 
 

    0  
 
該当なし 

合計     183  

  
 
 
  ②平成１７年度交付分                           （単位：百万円） 

区  分 金 額 内      訳 
運営費交付金
収益 

   286 

資産見返運営
費交付金 

   115 

建設仮勘定 
見返運営費 
交付金 
 

   667 

成果進行基
準による振
替額 

資本剰余金 
 

    0 
 

①成果進行基準を採用した事業等：特別教育研究経費（教育改
革、研究推進、拠点形成、連携融合事業、特別支援事業） 
②当該業務に関する損益等 
 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：286 
 (教育経費：127、研究経費：111、診療経費：48) 
 ｲ)固定資産の取得：115 
 (教育機器：13、研究機器：102) 
 ｳ)建設仮勘定見返運営費交付金の計上 
 (３年契約による研究機器の取得に係る部分払い：667) 
③運営費交付金収益化額の積算根拠 
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計 
 

  1,068  特別教育研究経費（教育改革、研究推進、拠点形成、連携融
合事業、特別支援事業）については、平成１７年度に計画され
た事業が実施されたと認められることから全額収益化。 
 特別教育研究経費（国費留学生支援事業）については、予定
した在籍者を満たしたため全額収益化。 
特別教育研究経費（卒後臨床研修必修化に伴う研修支援事業
については、予定した在籍者を満たしたため全額収益化。 

運営費交付金
収益 

33,463 

資産見返運営
費交付金 

782 

建設仮勘定 
見返運営費 
交付金 

25 

資本剰余金 
 

        3 

期間進行基
準による振
替額 
 
 
 

計 
 

  34,273 

①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及び費用進行
基準を採用した業務以外の全ての業務 
②当該業務に関する損益等 
ｱ)損益計算書に計上した費用の額：33,463 
(人件費：32,902、教育研究経費等：561) 
 ｲ)固定資産の取得額：782 
 (教育研究設備等：782) 
 ｳ)建設仮勘定見返運営費交付金の額：25 
 (特許権取得等に係る申請費用：25) 
 ｴ)資本剰余金の額：3 
 (美術品・収蔵品：3) 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 
 学生収容定員が一定数（85％）を満たしていたため、期間進
行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。 
 

運営費交付金
収益 

6,457 

資産見返運営
費交付金 

194 

資本剰余金 
 

        0 

費用進行基
準による振
替額 

計 
 

  6,651 

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、国際派遣等派遣
職員給与、一般施設借料、その他 
②当該業務に係る損益等 
 ｱ）損益計算書に計上した費用の額：6,457 
 (教育経費：154、研究費：65、人件費：2,589、土地建物借
料：3,649) 
ｲ）固定資産の取得：194 
 (教育機器：179、研究機器：15) 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 
 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 6,457百万円を
収益化。    
 
 
 

国立大学法
人会計基準
第 77第３
項による振
替額 
 

 
 
 
 
 
 

    ０  
 
該当なし 

合計  41,992  
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（３）運営費交付金債務残高の明細 
                                         （単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 
成果進行基準
を採用した業
務に係る分 

    ０ 
 

 
該当なし 

期間進行基準
を採用した業
務に係る分 

    ０  
該当なし 

費用進行基準
を採用した業
務に係る分 

 
589 

退職手当(420) 
・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。
一般施設借料（土地建物借料）(169) 
・大学用地の購入を計画より早く実施したことによる残額。 
 

平成 17年度 

計 
 

   589  

 
ＸI．関連会社及び関連公益法人等 
 １．特定関連会社 

特定関連会社名 代表者名 

該当なし  

 
 ２．関連会社 

関連会社名 代表者名 

該当なし  

 
 ３．関連公益法人等 

関連公益法人等名 代表者名 

財団法人 桐仁会 理事長 五十嵐 耕一 

財団法人 筑波学都資金財団 理事長 鵜川 昇 

筑波大学交通安全会 会長 工藤 典雄 
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【１６】 

 

 

 

 

 

 

平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書 

 

 

 

 
平成１８年６月 

 
国 立 大 学 法 人 
筑 波 大 学 

 



筑波大学 

 1 

 
 
 
 
（１）現況 
  ①大学名 
    国立大学法人筑波大学 
 
  ②所在地 
    大学本部         茨城県つくば市天王台１丁目１－１ 
    春日地区         茨城県つくば市春日１丁目２ 
    附属病院         茨城県つくば市天久保 2丁目１－１ 
    附属学校教育局      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    大学院夜間課程      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    ビジネス研究科法曹専攻  東京都千代田区外神田１丁目１８－１３ 
    東京サテライト      東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    附属小学校        東京都文京区大塚 3丁目２９－１ 
    附属中学校        東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場中学校      東京都世田谷区池尻 4丁目７－１ 
    附属高等学校       東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場高等学校     東京都世田谷区池尻 4丁目７－１ 
    附属坂戸高等学校     埼玉県坂戸市千代田 1丁目２４－１ 
    附属盲学校        東京都文京区目白台 3丁目２７－６ 
    附属聾学校        千葉県市川市国府台 2丁目２－１ 
    附属大塚養護学校     東京都文京区春日 1丁目５－５ 
    附属桐が丘養護学校    東京都板橋区小茂根 2丁目１－１２ 
    附属久里浜養護学校    神奈川県横須賀市野比 5丁目１－２ 
    
  ③役員の状況 
    学長  岩崎 洋一 （平成１６年 4月 1日～平成１９年３月３１日） 
    理事   ８名 
    監事   ２名 
 
  ④学部等の構成 
    右表のとおり 
 
  ⑤学生数及び教職員数 
    学生数             １５，６０１人（９２３人） 
     学群学生数           ９，９８８人（１２７人） 
     大学院学生数          ５，６１０人（７９６人） 
     医療技術短期大学部           ３人 
                            ※（ ）は留学生数で内数。 
    附属学校幼児・児童・生徒数    ４，３１３人 
    教員数              ２，１９７人 
    職員数              １，７１６人 
 
 
 

大学院

学群

博士課程研究科 
 人文社会科学研究科 

   ビジネス科学研究科 
   数理物質科学研究科 
   システム情報工学研究科 
   生命環境科学研究科 
   人間総合科学研究科 
   図書館情報メディア研究科 
 
修士課程研究科 

   地域研究研究科 
   教育研究科 
   環境科学研究科 
   医科学研究科 
   体育研究科 
   芸術研究科 
 

  第一学群 
  第二学群 
  第三学群 
  医学専門学群 
  体育専門学群 
  芸術専門学群 
  図書館情報専門学群 

センター

 計算科学研究センター※ 
 プラズマ研究センター 
 先端学際領域研究センター 
 外国語センター 
 体育センター 
 農林技術センター 
 陸域環境研究センター 
 生命科学動物資源センター 
 下田臨海実験センター 
 菅平高原実験センター 
 留学生センター 
 遺伝子実験センター 
 大学研究センター 
 陽子線医学利用研究センター 
 アドミッションセンター 
 産学リエゾン共同研究センター 
 教育開発国際協力研究センター 
 知的コミュニティ基盤研究センター 
 学際物質科学研究センター 
 特別支援教育研究センター 
 北アフリカ研究センター 
 学術情報メディアセンター 
 研究基盤総合センター 
 保健管理センター 
 
※は、全国共同の機能を有する附置
研究所等を示す。 

○ 大 学 の 概 要 



筑波大学 

 2 

 
 
 
 
 
（２）大学の基本的な目標等 
 

先端的・独創的な知の創出と個性輝く人材の育成を通じて世界に貢献することを 
使命とし、以下の項目を基本的な目標とする。 

 
１ 学群においては広い視野、豊かな人間性及び確かな学力を備えた人材の育成 

 
２ 大学院においては深い専門性に裏付けられた独創性と柔軟性を兼ね備えた研究 
者及びグローバルな視野と専門的実務能力を併せ持つ高度専門職業人の養成 

 
３ 筑波研究学園都市の充実した研究環境を活かし、卓越した研究成果と有為な人 
材を産み出す新たな教育研究拠点の創出 

 
４ 学術的・社会的意義のある基礎研究及び応用研究の重点的な推進並びに学術文 
化の継承発展に資する基礎研究及び展開研究の推進 

 
５ 開かれた大学として、国際社会、地域社会、産業界との連携により、積極的に 

   社会に貢献 
 
  ６ 常に時代をリードする大胆な大学改革の率先により、我が国の高等教育及び学 
   術研究全体の改革を強力に推進 
 
（３）大学の機構図 
 
   次頁参照 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副 学 長 （理 事 ） 

学  長 

副学長（理 事） 組織・人事部長（副学長補佐） 
人事課、組織・定員課、 

環境安全管理室 

【環境安全管理室】 

人 文 社会科 学研究 科 長

哲 学 ・ 思 想 専 攻

歴 史 ・ 人 類 学 専 攻

文 芸 ・ 言 語 専 攻

現 代 文 化 ・ 公 共 政 策 専 攻

社 会 科 学 専 攻

人文社会科学等支援室

（総務・企画） 

（組織・人事） 

学生生活支援室 

キャリア支援室

入 学 室

学 群 教 育 室 

【教育・学生支援機構】 

総務課、企画課、広報課、 

国際交流推進課、 

情報化推進室 

総務・企画部長（副学長補佐） 

監 査 室 

副学長（理 事） 学 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 学務課、入試課、大学院課 

（教 育） 

副学長（理 事） 財 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

財務企画課、経営分析室、 

資金管理課、経理事務改革室、 

契約課、資産管理課 （財務、施設） 

施 設 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 
施設企画課、施設整備課、 

施設サービス課、施設環境課 

副 学 長 学 生 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 学生生活課、就職課 

（学生生活） 

学 生 担 当 教 員 室 

学 長 特 別 補 佐

学 長 補 佐

調 整 官

研究事業課、産学連携課 

【知的財産統括本部】 

副学長（理 事） 研究事業部長（副学長補佐） 

（研 究） 

国 際 政 治 経 済 学 専 攻

ビ ジ ネ ス 科 学 研 究 科 長

経 営 シ ス テ ム 科 学 専 攻

企 業 法 学 専 攻

企 業 科 学 専 攻

法 曹 専 攻

ビジネス科学等支援室

国 際 経 営 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 専 攻

数 理 物 質 科 学 研 究 科 長 数理物質科学等支援室

数 学 専 攻

物 理 学 専 攻

物 質 創 成 先 端 科 学 専 攻

電 子 ・ 物 理 工 学 専 攻

物 性 ・ 分 子 工 学 専 攻

副 学 長 （理 事 ） 

学  長 

副学長（理 事） 組織・人事部長（副学長補佐） 
人事課、組織・定員課、 

環境安全管理室 

【環境安全管理室】

人文社 会科 学研究 科 長

哲 学 ・ 思 想 専 攻

歴 史 ・ 人 類 学 専 攻

文 芸 ・ 言 語 専 攻

現 代 文 化 ・ 公 共 政 策 専 攻

社 会 科 学 専 攻

人文社会科学等支援室 

（総務・企画、広報担当） 

（組織・人事、学術情報、環境安全管理担当） 

学生生活支援室 

キャリア支援室 

入 学 室

学 群 教 育 室

【教育・学生支援機構】 

総務課、企画課、広報課、 

情報化推進室 
総務・企画部長（副学長補佐） 

副学長（理 事） 学群・学生部長（副学長補佐） 
学務課、入試課、学生生活課、

就職課 
（教育、学生生活担当） 

副学長（理 事） 財 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

財務企画課、資金管理課、 

経理事務改革室、契約課、

資産管理課 
（財務、施設担当） 

施 設 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 
施設企画課、施設整備課、 

施設サービス課、施設環境課 

学 長 特 別 補 佐

学 長 補 佐

調 整 官

研究事業課、産学連携課 

【知的財産統括本部】

副学長（理 事） 研究事業部長（副学長補佐） 

（研究、産学官連携、社会貢献、国際連携担当） 

国 際 政 治 経 済 学 専 攻

ビ ジ ネ ス 科 学 研 究 科 長

経 営 シ ス テ ム 科 学 専 攻

企 業 法 学 専 攻

企 業 科 学 専 攻

ビジネス科学等支援室 

数 理 物 質 科 学 研 究 科 長 数理物質科学等支援室

国立大学法人筑波大学組織図 
平成１８年３月現在 

東 京 連 絡 調 整 官 

大 学 院 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 大学院課 

数 学 専 攻

物 理 学 専 攻

化 学 専 攻

物 質 創 成 先 端 科 学 専 攻

電 子 ・ 物 理 工 学 専 攻

物 性 ・ 分 子 工 学 専 攻

物 質 ・ 材 料 工 学 専 攻

平成１７年３月現在 

化 学 専 攻

物 質 ・ 材 料 工 学 専 攻

国 際 連 携 室 

学 長 室

研 究 戦 略 室 

広 報 戦 略 室 

情 報 化 戦 略 室 

施 設 計 画 室 

国 際 連 携 室

学 長 室

研 究 戦 略 室

広 報 戦 略 室

情 報 化 戦 略 室

施 設 計 画 室

学 生 担 当 教 員 室 
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システム情報工学研究科長

社 会 シ ス テ ム 工 学 専 攻

経 営 ・ 政 策 科 学 専 攻

社 会 シ ス テ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト 専 攻

リ ス ク 工 学 専 攻

コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻

システム情報工学等支援室

知 能 機 能 シ ス テ ム 専 攻

構 造 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻
生 命 環 境 科 学 研 究 科長

生 物 科 学 専 攻

生 物 資 源 科 学 専 攻

地 球 環 境 科 学 専 攻

地 球 進 化 科 学 専 攻

構 造 生 物 科 学 専 攻

生命環境科学等支援室

情 報 生 物 科 学 専 攻

生 命 共 存 科 学 専 攻

国 際 地 緑 技 術 開 発 科 学 専 攻

生 物 圏 資 源 科 学 専 攻

生 物 機 能 科 学 専 攻

生 命 産 業 科 学 専 攻

先 端 農 業 技 術 科 学 専 攻

人 間 総 合科 学 研究 科長

教 育 学 専 攻

学 校 教 育 学 専 攻

心 理 学 専 攻

心 身 障 害 学 専 攻

人間総合科学等支援室

教育・心理・心障支援室

体 芸 支 援 室

医 学 支 援 室

副 研 究 科 長

ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 科 学 専 攻

感 性 認 知 脳 科 学 専 攻

ス ポ ー ツ 医 学 専 攻

体 育 科 学 専 攻

芸 術 学 専 攻

副 研 究 科 長

先 端 応 用 医 学 専 攻

分 子 情 報 ・ 生 体 統 御 医 学 専 攻

病 態 制 御 医 学 専 攻

機 能 制 御 医 学 専 攻

社 会 環 境 医 学 専 攻

副 研 究 科 長

図書館情報メディア研究科長

図 書 館 情 報 メ デ ィ ア 専 攻

図書館情報等支援室

体 育 研 究 科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻

美 術 専 攻

デ ザ イ ン 専 攻

世 界 遺 産 専 攻

ス ポ ー ツ 科 学 専 攻

修 士 課 程 長

地 域 研 究 研 究 科 

教 育 研 究 科

環 境 科 学 研 究 科 

地 域 研 究 専 攻

障 害 児 教 育 専 攻

教 科 教 育 専 攻

カ ウ ン セ リ ン グ 専 攻

環 境 科 学 専 攻

システム情報工学研究科長

社 会 シ ス テ ム 工 学 専 攻

計量ファイナンス・マネジメント専攻

リ ス ク 工 学 専 攻

コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻

システム情報工学等支援室

知 能 機 能 シ ス テ ム 専 攻

構 造 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻

生 命 環境 科 学研 究 科長

地 球 環 境 科 学 専 攻

地 球 進 化 科 学 専 攻

構 造 生 物 科 学 専 攻

生命環境科学等支援室 

情 報 生 物 科 学 専 攻

生 命 共 存 科 学 専 攻

国 際 地 緑 技 術 開 発 科 学 専 攻

生 物 圏 資 源 科 学 専 攻

生 物 機 能 科 学 専 攻

人 間 総 合 科 学 研究 科 長

教 育 学 専 攻

学 校 教 育 学 専 攻

心 理 学 専 攻

心 身 障 害 学 専 攻

人間総合科学等支援室

教育・心理・心障支援室

体 芸 支 援 室 

医 学 支 援 室 

副 研 究 科 長

ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 科 学 専 攻

感 性 認 知 脳 科 学 専 攻

ス ポ ー ツ 医 学 専 攻

体 育 科 学 専 攻

芸 術 学 専 攻

副 研 究 科 長

先 端 応 用 医 学 専 攻

分 子 情 報 ・ 生 体 統 御 医 学 専 攻

病 態 制 御 医 学 専 攻

機 能 制 御 医 学 専 攻

社 会 環 境 医 学 専 攻

副 研 究 科 長

図書館情報メディア研究科長

図 書 館 情 報 メ デ ィ ア 専 攻

図書館情報等支援室

体 育 研 究 科

コ ー チ 学 専 攻

美 術 専 攻

デ ザ イ ン 専 攻

世 界 遺 産 専 攻

体 育 方 法 学 専 攻

修 士 課 程 長

地 域 研 究 研 究 科

教 育 研 究 科

環 境 科 学 研 究 科

地 域 研 究 専 攻

障 害 児 教 育 専 攻

教 科 教 育 専 攻

カ ウ ン セ リ ン グ 専 攻

環 境 科 学 専 攻

芸 術 研 究 科

医 科 学 研 究 科 医 科 学 専 攻

経 営 ・ 政 策 科 学 研 究 科 経 営 ・ 政 策 科 学 専 攻

理 工 学 研 究 科 理 工 学 専 攻

バ イ オ シ ス テ ム 研 究 科 バ イ オ シ ス テ ム 専 攻

医 科 学 研 究 科 医 科 学 専 攻

芸 術 研 究 科

健 康 教 育 学 専 攻

ス ポ ー ツ 健 康 科 学 専 攻

スポーツ健康システム・マネジメント専攻
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第 三 学 群 長

社 会 工 学 類

国 際 総 合 学 類

情 報 学 類

工 学 シ ス テ ム 学 類

工 学 基 礎 学 類

医 学 専 門 学 群 長

医 学 類 

看 護 ・ 医 療 科 学 類 

体 育 専 門 学 群 長

芸 術 専 門 学 群 長

図 書 館 情 報専 門 学群 長

第 二 学 群 長

比 較 文 化 学 類 

日 本 語 ・ 日 本 文 化 学 類

人 間 学 類

生 物 学 類 

生 物 資 源 学 類

第 一 学 群 長

人 文 学 類

社 会 学 類

自 然 学 類

（学 系） 

計算科学研究センター 

哲学・思想学系、歴史・人類学系、文芸・言語学系、現代語・現代文化学系、教育学系、心理学系、心身障害学系、社会科学系、社会工学系、

生物科学系、農林学系、農林工学系、応用生物化学系、数学系、物理学系、化学系、地球科学系、物理工学系、物質工学系、機能工学系、 

電子・情報工学系、体育科学系、芸術学系、基礎医学系、臨床医学系、社会医学系、看護科学系、図書館情報学系 

プラズマ研究センター 

（全国共同利用施設） 

（学内共同教育研究施設） 

先端学際領域研究センター、外国語センター、体育センター、農林技術センター、陸域環境研究センター、生命科学動物資源センター、 

下田臨海実験センター、菅平高原実験センター、留学生センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、陽子線医学利用研究センター、アドミッションセンター、

産学リエゾン共同研究センター、教育開発国際協力研究センター、知的コミュニティ基盤研究センター、 

学際物質科学研究センター、特別支援教育研究センター、北アフリカ研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤総合センター、保健管理センター 

病 院 総 務 部 長
総務課、企画管理課、
医事課 

附属学校教育局教育長（理事） 附属学校教育局次長 
総務課、教職員課、
指導第一課、指導第二課 

附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、
附属高等学校、附属駒場高等学校、 
附属坂戸高等学校、附属盲学校、附属聾学校、
附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校、 
附属久里浜養護学校 

理療科教員養成施設長

【 教 育 相 談 室 】 

附 属 図 書 館 長 附 属 図 書 館 副 館 長
情報管理課、
情報サービス課 

附 属 病 院 長 （ 理 事 ）

副 病 院 長 

病 院 長 補 佐 

【研究開発室】

第 三 学 群 長

社 会 工 学 類

国 際 総 合 学 類

情 報 学 類

工 学 シ ス テ ム 学 類

工 学 基 礎 学 類

医 学 専 門 学 群 長

医 学 類

看 護 ・ 医 療 科 学 類

体 育 専 門 学 群 長

芸 術 専 門 学 群 長

図 書 館 情 報専 門 学群 長

第 二 学 群 長

比 較 文 化 学 類

日 本 語 ・ 日 本 文 化 学 類

人 間 学 類

生 物 学 類

生 物 資 源 学 類

第 一 学 群 長

人 文 学 類

社 会 学 類

自 然 学 類

（学 系） 

計算科学研究センター

哲学・思想学系、歴史・人類学系、文芸・言語学系、現代語・現代文化学系、教育学系、心理学系、心身障害学系、社会科学系、社会工学系、

生物科学系、農林学系、農林工学系、応用生物化学系、数学系、物理学系、化学系、地球科学系、物理工学系、物質工学系、機能工学系、 

電子・情報工学系、体育科学系、芸術学系、基礎医学系、臨床医学系、社会医学系、看護科学系、図書館情報学系 

プラズマ研究センター

（全国共同利用施設） 

（学内共同教育研究施設） 

先端学際領域研究センター、外国語センター、体育センター、農林技術センター、陸域環境研究センター、生命科学動物資源センター、 

下田臨海実験センター、菅平高原実験センター、留学生センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、陽子線医学利用研究センター、アドミッションセンター、

産学リエゾン共同研究センター、教育開発国際協力研究センター、知的コミュニティ基盤研究センター、 

学際物質科学研究センター、特別支援教育研究センター、北アフリカ研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤総合センター、保健管理センター 

病 院 総 務 部 長
総務課、企画管理課、
医事課 

附属学校教育局教育長（理事） 附属学校教育局次長
総務課、教職員課、
指導第一課、指導第二課 

附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、
附属高等学校、附属駒場高等学校、 
附属坂戸高等学校、附属盲学校、附属聾学校、
附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校、 
附属久里浜養護学校 

理療科教員養成施設長

【 教 育 相 談 室 】

附 属 図 書 館 長 附 属 図 書 館 副 館 長
情報管理課、 
情報サービス課 

附 属 病 院 長 （ 理 事 ）

副 病 院 長

病 院 長 補 佐
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全 体 的 な 状 況 

 
 
１．中期計画の全体的な進捗状況 
 
平成17年度は、法人化初年度に構築した、 
①戦略性・効率性と部局の自律性を重視した新たな運営体制 
②重点的・戦略的な資源配分システム 
③中期計画の確実な達成に資する「年度重点施策」方式 

等の新たな仕組みを最大限に活用し、あらゆる分野において中期計画に掲げた施策を着
実に推進し、計画どおり進捗させることができた。 
  特に、次の三点を最重点課題に位置づけ、毎年度初めに表明する｢学長運営方針｣に明
示して全学に周知徹底するとともに、教職員一体となった全学的取り組みにより、当初
計画を上回る成果を実現することができた。 
 
（１）新たな学群編制に向けた改組計画の決定 
 
   本学開学以来の“ナンバー学群体制”を全面的に見直し、19 年 4月の改組実施に向
けて、自由度の大きい教育サービスの提供という特色を活かしながら、受験生や社会
にわかり易い、学際性と専門性の調和を重視した新たな学群編制を決定した。 

 
   検討にあたり、学長自身が、各教育組織の教員と直接対話を行うことにより自ら改
組の方向性を明示するとともに、入口・出口や履修状況等の客観的データの収集、学
内外からの幅広い意見の聴取、教職員一体となった検討等を行うことにより、このよ
うな大規模な教育組織の改組計画を中期計画2年目で確定することができた。 

 
（２）教育研究の活性化に資する新たな教員人事制度と研究支援システムの設計 
 
   教育研究のさらなる活性化に向け、教員人事制度と研究支援システムを両輪とし、
教員のキャリア形成のステージごとに教員の活動をエンカレッジするための新たな仕
組みを設計した。 
 
①16年度の学長室における検討を踏まえて｢教員人事制度設計委員会｣を設置し、 
・テニュア・トラック制の導入と任期制の拡大 
・教員評価システム 
・選択的定年制、定年教員の再任用、非常勤教員の積極的活用 
等を中心に検討した。 
 
この結果、テニュア・トラック制または任期制のいずれかを中期計画期間中に全
ての組織が導入することを決定し、18年度からの逐次実施につなげた。 
 
②16 年度の研究戦略室における検討を踏まえて｢新たな戦略的研究支援システム検
討委員会｣を設置し、主として以下の施策を検討し、実施に結びつけた。 
  ・大学本部が行う全学的研究支援と各部局が行うきめ細かな研究支援の役割分

担の明確化 
  ・研究ステージに応じた支援制度～特に研究活動の早期立ち上げを支援する 

｢ロケットスタート支援制度｣を創設（初年度11名に対し総額4千万円を配分） 
  ・｢科研費連動型研究費配分システム｣～全学一律の定額部分＋科研費獲得額に

応じた加算部分からなる、新たな基盤的研究費の配分方式を導入 
 

 
（３）業務改善の全学的展開 
   
①学長を本部長とし、教職員全組織が参加する「業務改善推進本部」を設置し、教育・
研究に専念でき、労働時間の縮減と能力の最大発揮に資する業務運営を実現するた
めの改善方策を立案・実施した。 
②学内全組織にて改善策を洗い出し、総提案件数５３８件を効果や実現可能性の観点
から仕分けし、18 年 3月に「業務改善実施計画」を策定した。また、提案のうち既
に１１１件については17年度内に実施した。 
③教育研究及び大学経営における事務職員の役割の重要性を再確認した上で、従来型
の定期異動方式の見直しや課長ポストへの内部登用等を含めた戦略的な人事を実施
した（具体的には18年 4月の人事異動に反映）。 
 

２．各項目別の進捗状況（主たる事項） 
 
（１）教育研究の質の向上 
 
【教育】 
①学群改組を契機として、教養教育の再構築と｢筑波スタンダード｣の設定を行うこと
とし、17年度は本学の教養教育の柱である総合科目(全 143 科目)について、履修状
況や課題を含めた現状評価を行い、教養教育再構築に向けた整理を行った。 
②大学院教育の充実を図るため、5年一貫制から区分制への移行を中心に、専攻の再編
を進めるとともに、新たに二つの専門職大学院(法曹専攻・国際経営プロフェッショ
ナル専攻)を設置し、本学の特色である社会人大学院の拡充を図った。 
③教職員・学生が一体となったＦＤの全学的な取り組みの強化、学生による授業評価
の促進、学内公募による教育プロジェクトの支援（15 件・総額3,500 万円）等によ
り、教育方法の改善を実施した。 
④キャリア支援を総合的・戦略的に展開し、キャリア形成を促進するための総合科目
開設、｢つくばインターンシップコンソーシアム｣設立、社会人大学院生が学群学生
を支援する｢キャリア支援交流会｣等の施策を実施した。 
⑤本学の特色である学生生活支援について、従来の施策に加え、｢筑波大学キャンパス
交通システム｣の導入、学生参加型の学生食堂リニューアル等、新たな手法を取り入
れた施策を実施し、その質的向上を図った。 

   
【研究】 
①本学の研究の活性化に大きな役割を果たしてきた学内プロジェクト研究制度につい
て、17年度においても総額３億円を確保し、意欲的な取り組みを支援した。 
②研究の活性化と研究力の強化を図るため、資源の戦略的・重点的配分、学内におけ
る競争的環境の醸成、外部資金獲得強化等を主たる方針とする｢新たな戦略的研究支
援システム｣の基本方向を確定し、可能なものから実施した。 

 ③16 年度に獲得した外部資金の総額をベースとして、その内訳を分析するとともに、
これを増大させるための方策を総合的に検討し、着手可能なものについて実行した。 
科学研究費補助金(新規＋継続内定件数)  ８５２件 → ９２４件 

     共同研究                １８９件 → ２５４件 
     受託研究                ２０７件 → ２２３件 
  ④筑波大学発ベンチャーは、ＩＬＣプロジェクトによる支援や積極的な技術移転の推

進により、全国国公私立大学中トップの１２社が設立された(累計５３社)。 
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【国際連携】 
①国際的な教育と研究を一層発展させるため、本学の国際連携における理念、戦略、
実施体制等をまとめ、｢国際連携ポリシーペーパー｣として公表した。 
②国際交流協定を34か国・地域の113機関（17年度末現在）に拡大するとともに、人
的交流や単位互換等により協定の質的充実を図った。 
③海外拠点形成の第一着手として、チュニジア共和国に｢北アフリカ・地中海地域連携
センター｣を設置すべく準備を進め、18年 4月の拠点設置に結びつけた。 
④本学が所有する人文・社会科学や自然科学分野における先端的な研究成果を基にし
た積極的な国際貢献を目指し、17年 5月に国際協力銀行と協力協定を締結した。 

 
【社会貢献・地域貢献】 
  ①教職員が行う社会貢献活動を全学的に支援するため、16 年度に導入した社会貢献プ

ロジェクト制度を継続し、学内公募により、18件に対して合計1,000 万円を支援。 
②附属図書館及び体育施設の学外開放を定着させるとともに、下田臨海実験センター
を小学生から大学生までの学習の場として提供(利用者 4,156 人)するなど、大学施
設を積極的に開放した。 
 

【附属病院】 
①ISO9001(16年 3月に認証取得。17年度2度の継続審査)のツール等を活用し、最適な医療の
提供と患者満足度向上を推進した。 

  ②部門ごとに医療サービスの質及び運営改善目標を設定するとともに、達成度評価を
実施して改善に活用した。 

  ③病床稼働率の向上、手術人数の増、料金改定、外来患者数の増により、大幅な収入
増を達成した。 

  ④病院施設の一層の高度化・機能強化を実現する再開発基本計画の策定に着手した。 
 
（２）業務運営の改善及び効率化 
 
 【運営体制の強化と業務改善】 
  ①法人スタート時に行った学長方針の発信を、毎年度初めの｢学長運営方針｣という形

で定着させるとともに、その方針に基づき、前年度に引き続き｢12 の全学重点施策｣
を掲げ、責任者・期限・推進方法を明確化して重点施策の着実な推進につなげた。 
②学長を本部長とし、教職員全組織が参加する「業務改善推進本部」を設置し、業務
改善方策を立案・推進した。（前頁１(３)に既述） 
③監事監査の支援と内部監査の充実を目的として学内各組織から独立した監査室を設
置した。監事監査は監査計画に基づいて重点的に行い、その結果を受けて、特に、
実績管理強化のため決算課の設置や財務会計システムの抜本的再構築を決定した。 
④経営協議会学外委員や監事の意見・提案を運営改善のための施策に結びつけるとと
もに、学群改組に当たっては、産業界、受験・就職業界等の有識者と教員との対話
の機会を設ける等、外部者の意見を業務運営や教育研究の改善に役立てた。 

 
 【戦略的資源配分】 
①教員定員については、特定教員に対し年５％の流動化を行うとの方針に基づき、中
期計画期間内の部局別流動化数を確定し、17 年度は１５ポストを効率化と戦略的配
置の財源として確保した。また、職員についても、特定職員に対する年６.５％の定
員流動化方針に基づき、効率化と再配置を実施した。 
②16 年度より導入した｢重点及び戦略的経費｣について２２億円の財源を確保し、学内
競争的資金として厳格な審査に基づき教育・研究・産学連携・社会貢献等のプロジ
ェクト等に配分した。 
③スペースについては、総合研究棟等の約２０％にあたる約２万６千㎡を全学共用ス
ペースとして確保し、ＣＯＥ等の戦略プロジェクトに重点的に配分した。 

 
【教育研究組織の見直し】 
①中期計画の最重要課題の一つである学群改組について全学的体制のもとで検討を進
め、19年 4月の改組実施に向けて新たな学群編制を決定した。 
②16 年度の数理物質科学研究科に続き、システム情報工学研究科・生命環境科学研究
科において５年一貫制から区分制への移行を行うとともに、専攻の再編を実施した。 
③国公私立を通じわが国最初の社会人大学院として社会人教育の実績を有するビジネ
ス科学研究科に、社会人を対象とし専ら夜間に開講する法曹専攻と国際経営プロフ
ェッショナル専攻を設置した。 

 
（３）財務内容の改善 
   
  ①外部資金の獲得策を強力に推進し、科学研究費補助金、受託研究、共同研究の増加

につなげた。（前頁【研究】③に既述） 
②附属病院は、附属病院長のリーダーシップの下、経営の改善に取り組むことにより、
対前年度比１３．６億円の収入増を達成した。 

  ③電力の自由化に対応した競争契約や複数年契約など契約方式の見直しや契約の合理
化及び省エネルギーの徹底により管理的経費を節減した。（「Ⅲ財務内容の改善に関す
る特記事項」の３．管理的経費の節減に記載） 

 ④従来から国の財源措置により分割購入してきた大学用地の借地部分の残余 1,304 千
㎡について、市中銀行からの借入金により一括して取得した。 
これにより、約２１９億円の国費が縮減されることとなった。 

 
（４）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 
 
①16 年度より開始した｢年度重点施策方式｣と開学以来継続している年次報告書作成を
連動させ、新たな目標管理制度として定着させた。 
②学長室に評価ワーキンググループを設置し、先進的な取り組み事例の調査を含め、
個人評価と組織評価に関する新たな評価システムの設計を進めた。 
③個人評価・組織評価のベースとなり研究業績の公開にも資する｢研究者情報システ
ム｣の機能を改善し、全教員の約8割がデータ入力を完了した。 
④情報の適時開示と学長定例会見(毎月)等による積極的情報公開を徹底するととも
に、芸術系教員等の専門性を活用した広報手段の改善・充実により戦略的広報活動
を展開した。 

 
（５）その他の業務運営 
 
①築25年以上の施設が約8割を占めるなど急速に老朽化が進んでいる本学特異の状況
を踏まえ、施設計画室に 6 つのワーキンググループを設置し、専門性を有する教員
と事務職員が協力して施設整備計画を検討・推進した。 
②アスベスト対策を強化するため、アスベスト対策連絡会を設置し、全学的な態勢の
下、対策工事の実施計画を策定し、工事に着手した。 
③環境安全管理室において、安全衛生の専門家による講演会の開催、安全衛生マニュ
アルのweb化、web化でのヒヤリハット投稿や相談窓口の開設などを実施し、安全衛
生・環境管理に関する情報の共有化と意識の定着を図った。 
④教員・職員・学生一体の筑波大学セーフティプロジェクトを組織し、大学周辺のハ
ザードマップの更新、学内パトロールウォーク等大学構内での犯罪を防止し、学生・
職員等の安全を確保するための諸活動を実施した。 
⑤附属学校教育局と各附属学校が連携し、附属学校における幼児・児童・生徒の就学
上の安全確保及び学校給食における衛生管理の徹底を図った。 
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項 目 別 の 状 況 

 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 
（１）教育の成果に関する目標 
 

中
期
目
標 

（学群） 
広い視野、豊かな人間性及び確かな学力を備えた人材を育成するため、教養教

育、専門基礎教育及び専門教育のバランスに配慮した教育を推進。 
（大学院） 

深い専門性に裏付けられた独創性と柔軟性を兼ね備えた研究者と、グローバ
ルな視野と専門的実務能力を併せ持つ高度専門職業人を養成。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

（学群） 
○教育の成果に関する具体的目標の設定 

【１】 
教養教育では、主として自主的

学習能力、コミュニケーション能
力、豊かな心や健やかな身体を自
ら育む能力及び国際的な活躍に必
要な能力を涵養し、専門基礎教育
及び専門教育では、主として専門
分野に関する確かな学力を育成。
これらを総合した教育目標とその
達成方法を表示する枠組みを「筑
波スタンダード」として設定。 

 

【１】 
教養教育、専門基礎教育及び専門

教育における総合的な教育目標とそ
の達成方法を表示する枠組みである
「筑波スタンダード」について、平
成１８年度末の設定を目指し検討を
継続。 

 

 
教育担当副学長を中心に、１８年度末の設定を目指し、１６年度に学群

教育室の「筑波スタンダード」部会が作成した基本設計の素案を基に、そ
の全体構成及び具体内容について検討を進めた。 

 

○卒業後の進路等に関する具体的目標の設定 
【２-１】 
①卒業後の進路は、社会の各分野に
おいて指導的役割を担う人材とし
て企業、国・地方自治体・各種団
体等の公的セクター及び専門職へ
の就職、並びに大学院への進学を
目標とし、その目標達成に向け、
平成１６年度に設置したキャリア
支援室において学生の進学、就職
を支援。 

 

 【２】 
社会の各分野において指導的役

割を担う人材として、企業、国・
地方自治体・各種団体等の公的セ
クター及び専門職への就職、並び
に大学院への進学。 
また、専門職に係る各種資格試

験等については、合格率の一層の
向上を図る。 
特に医師国家試験については合

格率９０％以上を維持。 
【２-２】 
②キャリア教育（インターンシップ
を含む）、ＦＤ等によりキャリア
支援を充実させるとともに、就職
ガイダンスの実施、卒業・修了生
名簿の作成及びキャリアアドバイ
ザーの配置等による就職相談体制
並びに、進路希望登録の充実によ
る進路指導・情報提供支援体制の

 
１６年度に設置したキャリア支援室を中心に、以下のとおり学群学生の

進学・就職の支援を行った。 
①キャリア教育の一環として、総合科目「未来の自分―自己発見―」を
開講するとともにキャリア教育・進路指導のためのＦＤを２回開催 
②就職ガイダンス（企業等１７回、教養講座６回、教員１０回、公務員
２１回）を開催 
③ＯＢ・ＯＧ懇談会（全２７１社）を実施 
④１７年３月卒業生から、ＯＢ・ＯＧ訪問のためのＯＢ・ＯＧ名簿のデ
ータベース化を実施 
⑤「就職情報提供システム」による進路登録、情報提供・収集のほか、
進路指導の充実を図るため、各研究科支援室と連携して「支援室用進
路内定入力システム」を導入 
⑥各種試験対策として、採用模擬試験（教員６回、公務員１回）及び公
務員試験対策講座を実施 
⑦「大学におけるキャリア教育を考える会」を主催し、他の国立大学と
の連携によるキャリア教育に関する検討を定期的に実施 
⑧東京キャンパスの社会人大学院生が学群学生にキャリア形成の支援
を行う｢キャリア支援交流会｣を開催 
⑨１８年１月に「つくばインターンシップ・コンソーシアム（TIC）」

 

１
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整備を図る。 
 
【２-３】 
③専門職に係る各種資格試験につい
ては、ガイダンスや模擬試験を実
施するなど合格率の一層の向上を
目指す。 

 

 

【２-４】 
④特に、医学類では医師国家試験合
格率９０％以上を維持。また、看
護・医療科学類では第１回生（平
成１８年度卒業）の国家試験合格
率目標（看護学主専攻９０％、医
療科学主専攻８０％以上）を達成
すべく教育内容と学生支援体制の
さらなる充実を図る。 

 

を設立し、つくば市内におけるインターンシップの機会を確保 
⑩就職相談、エントリーシートの添削指導、模擬面接等（月間３０～ 
５０人）を実施 

 
医学類では、医学教育企画評価室におけるカリキュラム等の立案、実施、

各種評価及び成績不良者に対しての個別指導の強化などの取り組みによ
り、１７年度医師国家試験の合格率は９８．１％を達成した。 
 
看護・医療科学類では、OSCE（客観的臨床能力評価試験）の１８年度実

施に向けてワーキンググループを立ち上げ、実施要領、試験内容について
検討した。模擬患者教育、試験問題の作成などの計画についても順調に進
行中である。 

 

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 
【３】 
①社会に分りやすい「筑波スタン
ダード」を設定し、それに基づ
き教育の成果を検証。 

 
【４】 
②卒業生の追跡調査等、多様な方
法により、教育の効果を客観的
に検証。 

 

【３,４】 
「筑波スタンダード」に基づく教

育の成果の検証方法の検討を継続。 
また、教育の効果の客観的な検証

方法を検討。 
 

 
  教育担当副学長を中心に、１８年度末の設定を目指し、１６年度に学群
教育室の「筑波スタンダード」部会が作成した基本設計の素案を基に、そ
の全体構成及び具体内容について検討を進めるとともに、同スタンダード
に基づく教育の成果の検証方法について検討を続けた。 

 

（大学院） 
○修了後の進路等に関する具体的目標の設定 

【５-１】 
①修了後の進路は、国際的に幅広く
活躍できる研究者、高度専門職業
人等を目標とし、その目標達成に
向け、キャリア支援室において学
生の就職を支援。 

 

 
キャリア支援室を中心に、以下のとおり大学院生の進学・就職の支援を

行った。 
①就職ガイダンス（企業等１７回、教養講座６回、教員１０回、公務員
２１回）を開催 
②ＯＢ・ＯＧ懇談会（全２７１社）を実施 
③１７年３月修了生から、ＯＢ・ＯＧ訪問のためのＯＢ・ＯＧ名簿のデ
ータベース化を実施 
④「就職情報提供システム」による進路登録、情報提供・収集のほか、
進路指導の充実を図るため、各研究科支援室と連携して「支援室用進
路内定入力システム」を導入 
⑤「大学におけるキャリア教育を考える会」を主催し、他の国立大学と
の連携によるキャリア教育に関する検討を定期的に実施 
⑥大学院生の就職支援として「逆求人セミナー」を実施 

 

 【５】 
大学等で学問の継承発展を担う

研究者、産業界等で研究に携わる
研究型高度専門職業人及び社会の
各分野で指導的役割を果たす実務
型高度専門職業人等、多様な進路
に応じて国際的に幅広く活躍しう
る人材の育成。 

 
 

【５-２】 
②全学のキャリア支援システムに加
えて、一部の研究科においては、
研究科独自の支援システムの確立
を図る。 

 

 
生命環境科学研究科では、キャリア育成の意識を醸成する目的で、キャ

リアデザインルームを設置して活動を行った。その他、各研究科において
もインターンシップ科目の実施や独自の就職支援ガイダンスの実施など
の取り組みを行った。 

 

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 
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【６】 
①新しい評価システムの導入によ
る教育組織の活動の客観的評価
と大学院生の論文発表・口頭発
表に対する外部からの評価を基
に、教育の成果を検証。 

 

【７】 
②企業・公的機関・大学・学会等
における修了生の評価、活躍状
況等、多様な方法により調査し、
教育の効果を客観的に検証。 

 

【６,７】 
教育の成果については、各教育組

織における学位授与状況及び学生の
公表論文数や学会発表数等により検
証、また教育の効果については、修
了生の追跡調査等、客観的な検証方
法の具体策を検討。 

 

 
研究科ごとに学位授与状況及び学生の公表論文数や学会発表数などを

把握し、教育の成果を検証した。 
 また、生命環境科学研究科では、学位取得について査読付きジャーナル
への論文発表を前提とすることにより、教育成果の質を客観的に検証し
た。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 
（２）教育内容等に関する目標 

 

中
期
目
標 

（学群） 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

教育目的と社会的要請を考慮しつつ、それぞれの分野の教育内容に応じて、
志願者の多様な資質や能力を多面的に評価するとともに、入学後の能力の伸長
も見据えた入学者選抜を実施。 

○教育課程、教育方法、成績評価等に関する基本方針 
広い視野と豊かな人間性を養う教養教育的な科目と、専門分野の確かな学

力を養う専門教育的な科目を有機的に連携させたカリキュラムを編成。また、
学問分野の特性、教育目的に合わせた適切かつ多様な授業形態を採用するこ
とにより学習の効率化を図るとともに、適切な成績評価を実施。 

（大学院） 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

学問分野の特性と、研究者養成、研究型高度専門職業人養成、実務型高度
専門職業人養成の目的に応じた入学者選抜を実施。 

○教育課程、教育方法、成績評価等に関する基本方針 
研究科の教育目的に応じて各学問分野ごとにカリキュラムを編成し、適切な

授業形態と論文指導体制、適切な成績評価と学位審査により修了生の質を確
保。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

（学群） 
○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

【８】 
①担当副学長の下で入学者選抜全
体を企画し、各学群において実
施。実施結果を評価し、次年度
に反映。 

 

【８,９-１,１０,１１】 
①入学室において入学者選抜全体を
企画するとともに、各学群におい
ては多様な選抜方法により選抜を
実施。 
また、アドミッションセンターに
おいてはアドミッションセンター
入学試験及び入学者選抜方法等の
調査研究等を実施。 
さらに、本学が求める学生確保の
ため、受験生のための説明会を全
国及び地区別に３０回程度開催。 

 
 
 
 
 
 

 
１６年度に設置した入学室を中心に、大学入試センター試験を含む１４

回の入学試験の募集・試験実施・合格発表等の年間計画を策定するととも
に、各学群においては、個別学力検査、推薦入試、アドミッションセンタ
ー入試等１２種類の入学試験を実施した。 
  また、アドミッションセンターにおいては、入学希望者に対する広報活
動の実施、推薦入試における入学者選抜の際に高校間の学力格差を推定す
るための入学者の追跡調査、大学入試センター試験と個別学力検査等の適
正な比率についての検討等入学者選抜方法全般の改善に関する調査研究
を行った。 
  さらに、本学が求める学生の確保を図るため、受験生のため説明会や広
報活動を以下のとおり実施した。 
①受験業界の主催する進学ガイダンスに６０回参加 
②本学に来学した高等学校等に対する説明会を１８回実施 
③東京地区での大学説明会に従来のアドミッションセンター、第三学群
に加え、新たに生物学類及び図書館情報専門学群が参加して実施 
④新たに秋葉原ダイビルの広報コーナーで資料を配布するとともに、ア
ドミッションセンター教員による進学相談会を６月から１２月まで
の土曜日に計１６回開催 

 

 

【９】 
②一般入学試験、推薦入学試験、
アドミッションセンター入学試
験等の多様な選抜方法を工夫・
実施するとともに、選抜方法に

【９-２】 
②入学者選抜における２段階選抜の
一部緩和や日本留学試験を活用し
た私費外国人留学生の選抜におけ
る渡日前入学許可について検討。 

 
これまで第１段階選抜でほとんど不合格者のいない入学試験について、

合否判定に係る会議開催と合否通知業務等の負担軽減の観点から２段階
選抜の見直しの検討を行った。また、渡日前入学許可の実施に向けた検討
準備の一環として、１８年３月に、日本学生支援機構(JASSO)の担当課長

 

２
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よっては小論文、面接、実技等
を効果的に活用。 

 

 による説明会を実施した。 

【１０】 
③入学者選抜の実施及び調査研究
等のための学内共同教育研究施
設を設置。 

 
【１１】 
④受験生の説明会を全国及び地区
別に毎年度３０回程度開催し、
本学が求める学生の確保を図
る。 

 

 
※年度計画【８】に対応 
 

 
※年度計画【８】に対応 
 

 

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 
【１２】 
①各教育組織の目標に応じて、教
養教育的な科目と専門教育的な
科目のバランスを考慮しなが
ら、１年次から専門課程を履修
するくさび型のカリキュラムを
編成。 

 

【１３】 
②広い視野と豊かな人間性を養う
教養教育的な科目として、総合
科目、国語、外国語、体育等を
開設。 

 
【１４】 
③国際的な活躍に必要な能力（Ｉ
Ｔ技術力、英語運用能力、国際
理解力）を集中的な教育により
強化。 

 

【１２,１３,１４】 
学群教育室において全学の学群教

育の基本に関する企画・立案等を実
施。 
総合科目、国語、外国語、体育等

の教養教育的な科目と専門教育的な
科目のバランスを考慮しながら、１
年次から専門課程を履修するくさび
型のカリキュラムを編成・実施。ま
た、ＩＴ技術力、英語運用能力及び
国際理解力を養うための教育につい
て、見直しに着手。 
 

 
１６年度に設置した学群教育室を中心に、全学の学群教育に関する取り

組みを以下のとおり実施した。 
①筑波スタンダードについて、１８年度末設定を目指し、その全体構成
及び具体内容について検討 
②学務システム(TWINS)を用いた学生による授業評価を全学共通科目に
ついて毎学期実施 
③授業評価とＦＤの取組に関する学生組織と共催の「ＦＤフォーラム」
を開催 
④１学期授業評価の結果を基に、学生組織と授業開設責任者（担当副学
長、学群教育室、共通科目開設責任者等）による「授業評価懇談会」
を実施 
⑤学生参加の全学ＦＤ研修会を実施 
 
全学学群教育課程委員会等において、１年次から専門科目を履修するく

さび型のカリキュラムを編成し、実施するとともに、ＩＴ技術力、英語運
用能力及び国際理解力を養うための教育について、現状分析を行い、情報
教育、外国語教育の改善・充実について検討を開始した。 
また、各学群等では、１９年度の改組を視野に入れたカリキュラムの見

直しを行った。 
 

 

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策 
【１５】 
①学問分野の特性、教育目的に応
じて、講義、演習、実験、実習
等、適切な授業形態を組み合わ
せ、さらにマルチメディア機器
の活用等、多様な学習指導法に
よる教育を実施。 

 
【１６】 
②少人数のセミナー等きめ細かい
指導を行う科目を充実。 

 
 

【１５,１６】 
学問分野の特性、教育目的に応じ

て、講義、演習、実験、実習等、適
切な授業形態を組み合わせ、さらに
マルチメディア機器の活用等、多様
な学習指導法による教育を実施。 
少人数によるセミナーやチュート

リアル方式の授業を積極的に推進。 
 

 
各学群等において、学問分野の特性や教育目的に応じて講義、演習、実

験、実習等、適切な授業形態を組み合わせ、又は、マルチメディア機器を
活用した授業を実施した。例示すれば以下のとおりである。 
①情報学類では、基礎科目や特に体験型の科目である３年実験について
コンテンツの webCT 化を促進 
②工学基礎学類では実社会と科学技術の関係を学習するため、工場見学
を実施 
③医学類では、医師としての倫理を涵養するために医療概論を重視し、
さらに本格的診療参加型臨床実習などの先進的な医学教育を実施 

  
また、各学群等では少人数による教育を積極的に実施している。例示す

れば以下のとおりである。 
①生物学類では、専門語学を段階的チューター制で実施 
②社会学類では、学生定員８０人に対して約４０人の教員が教育にあた
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り、演習を中心としてそれぞれの専門を生かしながら学生の多様な要
請に応じた授業を展開 

 ③医学類では、少人数チュートリアル方式による授業科目を拡充 
 

○教育の改善のための具体的方策 
【１７】 

授業の改善と質的向上を図るた
め、全ての部局においてＦＤ（授
業評価を含む。）を実施。 

 

【１７】 
教育方法の改善のため、ＦＤの全

学的な推進を図るとともに、密度の
高い授業実践モデルの開発を目指
す。また、学務システムによる授業
評価の改善・充実を図る。 

 

 
学群教育室を中心として、ＦＤの全学的・組織的推進を図るため、以下

のような取組みを実施した。 
①学務システム(TWINS)を用いた学生による授業評価を全学共通科目に
ついて毎学期実施。同システムは、設問項目への回答に加え自由記述
もできるように改善 
②授業評価とＦＤの取組に関する学生組織と共催の「ＦＤフォーラム」
を開催 
③１学期授業評価の結果を基に、学生組織と授業開設責任者（担当副学
長、学群教育室、共通科目開設責任者等）による「授業評価懇談会」
を実施 
④学生参加の全学ＦＤ研修会を実施 

 

 

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 
【１８】 
①学生に対してあらかじめ学習目
標、授業の方法及び計画並びに
評価基準をシラバス等に明示の
上、単位制の趣旨を踏まえた適
切な成績評価を実施。 

 

【１８】 
①期末試験、授業の出席状況、宿題
への対応状況、レポート等の提出
状況等、日常の学生の授業への取
り組みと成果を考慮した多元的な
基準により、適切な成績評価を実
施。 

 

 
各学群等は、学生に対してあらかじめ学習目標、授業の方法及び計画並

びに評価基準をシラバスに明示した上で、分野ごとに、試験の他授業の出
席状況、発表、プレゼンテーション、レポートの提出状況により成績評価
を引き続き行っている。 
特に、医学類では自学・自習して発表するチュートリアル形式の評価、

実習などの取り組みや熱意の評価、レポートの評価、等多元的基準に基づ
く評価を実施するとともに、学年末成績評価、学期ごとの成績評価の妥当
性を医学教育企画評価室で検討し、年度間あるいは個々の学生の年次変化
なども追跡調査した。 
 

 

【１９】 
②学習効果を高めるため、学期ご
とに成績評価を実施。 

 

【１９】 
②学習効果を高めるため、学期の中
で授業科目を履修・完結させるこ
となど、学期ごとの成績評価を実
施。 

 

 
各学群等は、学習効果を一層高めるため、学期完結型授業へのカリキュ

ラムの移行を推進し、学期ごとの成績評価を実施した。 

 

【２０】 
③学生の理解度に応じたきめ細か
なアフターケアを実施。 

 

【２０】 
③学生の理解度に応じたきめ細かな
アフターケアを実施。 

 

 
各学群等は、学生の理解度に応じたアフターケアを実施した。例示すれ

ば以下のとおりである。 
①人文学類では、年間の習得単位が１５単位に満たなかった学生に対
し、クラス担任が個別に面接して指導 
②生物学類では、１年次必修の概論科目について補講を実施 
③外国語センターでは、英語検定試験の不合格者を対象とする英語の基
本的事項を総合的に再学習することに重点を置いた「英語Ⅴ」の科目
を学期集中授業として実施 

 

 

（大学院） 
○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 
 
【２１】 
①担当副学長の統括の下、各研究
科において企画・実施。実施結
果を評価し、次年度に反映。 

 
【２１,２２】 

各研究科ごとに小論文、面接及び
社会的活動や実務経験等を評価する
など多様な選抜方法を企画・実施。 

 
各研究科は、それぞれのアドミッション・ポリシーに基づき、一般入学

試験、推薦入学試験などを実施するとともに、小論文、面接の他、一部の
研究科では社会活動や社会人としての経験を踏まえた評価を行うなど、多
様な入学者選抜を実施した。 
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【２２】 
②一般入学試験、推薦入学試験等
を行うとともに、小論文、面接
及び社会的活動や実務経験等を
評価するなど多様な選抜方法を
実施。 

 

   また、社会人の大学院教育に対する期待に応えるため、新たに数理物質
科学研究科後期課程７専攻で社会人特別選抜を実施、全体では１１研究科
４４専攻で実施した。 

 

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 
【２３】 
①学問分野の特性や養成する人材
像に応じて、５年一貫の課程、
区分制の課程、前期２年の課程、
後期３年の課程等、多様な専攻
編制による大学院の整備を図
る。 

 

【２３-１】 
①学問分野の特性や養成する人材に
対応した多様な専攻編制による大
学院を整備し、教育目的に応じた
カリキュラムを編成。 

 
 
 

 
  大学院の編制に関しては、学問分野の特性等に応じて、不断に整備・充
実を図り、５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換や改組・再編
を行うとともに、教育目的に応じたカリキュラムを編成・実施した。 
 

 

【２４】 
②これまでの教育研究の成果を踏
まえ、今後、社会的需要を考慮
しつつ様々な分野において専門
職大学院の整備を図る。 

 

【２４】 
②ビジネス科学研究科に新たに法曹
専攻及び国際経営プロフェッショ
ナル専攻を設置し、その趣旨を生
かしたカリキュラムを編成。 

 

 
ビジネス科学研究科に新たに法曹専攻（入学定員４０名、４０名が入学）

及び国際経営プロフェッショナル専攻（入学定員３０名、３３名が入学）
を設置し、専攻の教育目的に対応したカリキュラムを編成・実施した。 
 

 

 【２３-２】 
③システム情報工学研究科及び生命
環境科学研究科を改組、再編し、
その趣旨を生かしたカリキュラム
を編成。 

 

 
システム情報工学研究科及び生命環境科学研究科（一部専攻を除く。）

では５年一貫制博士課程から区分制博士課程へ転換し、専攻の教育目的に
対応したカリキュラムを編成・実施した。 

 

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策 
【２５】 
①学問分野の特性、教育目的に応
じて、講義、演習、実験、実習
等、適切な授業形態を組み合わ
せ、さらに、セミナー、討論、
プレゼンテーション、事例研究、
現地調査、論文指導等、多様な
学習指導法による教育を実施。 

 

【２５】 
①学問分野の特性、教育目的に応じ
て、講義、演習、実験、実習、セ
ミナー、討論、プレゼンテーショ
ン等、適切な授業形態を組み合わ
せ、実施。 

 

 
各研究科は、それぞれの特性、教育目的に応じて、多様な授業形態の中

から適切な形態を組み合わせた授業を実施した。 
  環境科学研究科では、実習の内容を充実するために、学生アンケート調
査を踏まえて絶えず改善を行うとともに、１３年度から実施している「実
践実習」の受け入れ先を７機関増やし、１７年度は２８機関になった。 
 

 

【２６】 
②研究者養成においては、論文指
導を重視。高度専門職業人養成
においては、事例研究、現地調
査、実習等、実践的で多様な授
業を展開し、実務に必要な学習
量を確保。 

 

【２６】 
②研究者養成においては、研究指導
を重視し、高度専門職業人養成に
おいては、事例研究、現地調査、
実習等、実践的で多様な授業を展
開。 

 
 

 
  生命環境科学研究科においては、インターンシップ実習、学際的なフィ
ールド調査実習等を実施、また、数理物質科学研究科においては、リサー
チプロポーザルの実施、研究発表の単位化、実験を中心とした学習指導を
実施するなど、各研究科において多様な授業を実施した。 

 

【２７】 
③マルチメディア機器やコンピュ
ータ・ネットワークの整備によ
り、授業形態、学習指導法等の
多様化を図る。 

 

【２７】 
③マルチメディア機器やコンピュー
タ・ネットワークの整備により、
授業形態、学習指導法等の多様化
を図る。 

 
各研究科では、マルチメディア機器やコンピュータ・ネットワークのさ

らなる整備・充実を図った。例示すれば以下のとおりである。 
①環境科学研究科では、サテライト施設を整備・拡充、端末機器の整備、
情報解析実習室を整備 
②人文社会科学研究科では、関連組織に分散したネットワークの一元化
と統合運用のため、５専攻においてレンタルサーバーを導入 
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また、ビジネス科学研究科では、SCS を利用した合同授業「トップレク
チャー」を企画・実施した。  
 

【２８】 
④専攻分野の特性に応じて、複数
教員による論文指導体制の充実
を図る。 

 

【２８】 
④専攻分野の特性に応じて、複数教
員による教育研究指導を推進。 

 
  人間総合科学研究科の一部専攻においては、学生の口頭発表に複数教員
が参加する学生の共同指導やアドバイザリーコミティ制度(研究指導教員
1名、副研究指導教員２名)を実施、また、医科学研究科では、学生ごとに
論文作成助言者を定め、中間発表段階から複数教員による指導を進めるな
ど、各分野の特性に応じた複数教員による教育指導を一層推進した。 
 

 

【２９】 
⑤国際化に対応して、英語による
授業の充実を図る。 

 

【２９】 
⑤国際化に対応した英語による授業
の充実を図る。 

 

 
各研究科は、国際的に活躍できる人材養成に向けて、英語による授業を

一層推進した。 
特に、新設の国際経営プロフェッショナル専攻ではコア科目全てを英語

で講義した。また、生命環境科学研究科では、ネイティブによる英語発表
術集中講義、TOEFL 講座、英語によるプレゼンテーション涵養コース等を
開催し、英語によるコミュニケーション能力の育成を図った。 
 

 

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

【３０】 
①大学院生に対してあらかじめ学
習目標、授業の方法及び計画、
並びに評価基準をシラバス等に
明示の上、単位制の趣旨を踏ま
えた適切な成績評価を実施。 

 
【３１】 
②大学院生の授業に対する日常的
な取組み、内外の研究集会にお
ける研究発表、研究論文の出版
等を成績評価対象として重視。 

 

【３０,３１】 
課題への対応状況、日常の学生の

授業への取組状況及び各種発表活動
を考慮した適切な成績評価を実施。 

 
各研究科は、大学院生に対してあらかじめ学習目標、授業の方法及び計

画、並びに評価基準をシラバス等に明示した上で、研究の進捗状況、講義
の出席状況、レポートの提出状況、学会発表及び学会誌への成果発表を考
慮した適切な成績評価を引き続き行った。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 
（３）教育の実施体制等に関する目標 
  
中
期
目
標 

学群においては、個性豊かな学群教育を実現するための全学的な体制を整備する
とともに、弾力的な転換が可能となる教育組織を編制。 
大学院においては、各研究科の教育目標に対応した教育研究を円滑かつ効果的に

遂行できる組織を編制。 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○基本的な組織の編制方策 
【３２】 
①時代の進展や社会的要請の変化
に柔軟に対応するため、不断に
組織編制の見直しを図る。 

 
【３３】 
②学校教育法第５３条ただし書に
基づき、学部に代わる組織とし
て学群及び学系を設置。 

 
【３４】 
③学群は、広い視野、豊かな人間
性及び確かな学力を備えた人材
の育成を目的として設置。 
学系は、専門的な学問分野を同
じくする教員で構成され、研究
科等からの要請による教員審
査、個人及び組織の業績評価を
行うほか、必要に応じ大学の発
展に資する企画提言機能を発揮
する組織として設置。 
 

【３２-１,３３,３４】 
①別表のとおり学群、学類を設置。 

 

 
教育上の目的に応じて別表のとおり学群、学類を設置した。また、１６

年度に全学の合意を得た学群改組計画の基本骨格を基に、全学的体制のも
とで検討を進め、改組案を策定し、１９年４月に新たな学群編制の実施を
決定した。 
 

 

【３５】 
④深い専門性に裏付けられた独創
性と柔軟性を兼ね備えた研究者
等の養成を目的として、大学院
博士課程研究科を設置。 

 
【３６】 
⑤高度専門職業人の養成を目的と
して、大学院修士課程研究科を
設置。 

 
【３７】 
⑥専門職大学院の設置を図る。 

 

【３２-２,３５,３６,３７】 
②大学院博士課程及び修士課程の各
研究科に別表のとおり専攻を設
置。 

 
研究者及び高度専門職業人養成のため、大学院博士課程及び修士課程の

各研究科に専攻を別表のとおり設置した。 
なお、１７年度は、以下の専攻を新設した。 
①ビジネス科学研究科に専門職大学院として、法曹専攻及び国際経営プ
ロフェッショナル専攻を設置 
②生命環境科学研究科に生命産業科学専攻を設置 
③生命環境科学研究科に農業・生物系特定産業技術研究機構との連携に
よる先端農業技術科学専攻を設置 

 

 

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策 
【３８】 
①各学群、各研究科の特質と学生
定員を踏まえ、必要な教職員を

【３８】 
①各学群、各研究科の特質と学生定
員を踏まえ、教職員配置の見直し

 
教育・研究の必要性に応じて、研究科等へ教員の重点的配置を行った。 
教員については、特定教員数に対する毎年５％の流動化率を設定し、職

 

３
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配置。さらに、本部の戦略的計
画に基づき、教職員を追加配置。 

 

を検討。 
 

員については、特定職員数に対する毎年６．５％の流動化率を設定し、各
組織から流動化定員を拠出する定員管理を実施した。 

【３９】 
②授業形態、受講者数等に応じ、
教育の効果をあげるため、また、
大学院生に教育経験の機会を提
供するため、ＴＡの効果的な配
置を図る。 

 

【３９】 
②授業形態、受講者数等に応じ、教
育の効果を上げるため、また、大
学院生に教育経験の機会を提供す
るため、ＴＡを効果的に配置。 

 
ＴＡは、１６年度に引き続き専門教育の基礎となる教科及び個別的な指

導を必要とする実験などに重点的に配置し、教育の効果を上げるととも
に、大学院生に対し、ＴＡとして教育に従事する教育経験の機会を提供し
た。 
 

 

○教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 
【４０】 
①学内共同利用の教育研究施設を
設置して、教育に必要な設備を
整備し効果的に利活用。 

 

【４０,４４】 
①既存施設設備の劣化度調査を実施
し、改修・改善の計画を策定。 

 
１６年度に対応した故障･トラブルの状況(内容)を調査･分析し、予防保

全及び改修･改善計画に活用した。また、１６年度から学内予算を重点配
分し、耐震診断の促進を図っており、１７年度においても４７棟２０万㎡
の耐震診断を行った。これにより、特定建築物に指定されている校舎、附
属病院等の調査をほぼ完了した。 
更に１７年度は、アスベストによる健康被害が大きな社会問題になった

ことから、｢アスベスト対策連絡会｣を設置して、全学的態勢で対応した。 
①学内説明会（７回）を実施するとともに、相談窓口を設置して問い合
わせに対応 

  ②使用状況について、建物 729 棟、89 万㎡を対象に悉皆調査を実施し、
結果を利用者に報告するとともに、対策工事の実施計画を策定し、工
事に着手 

 

 

【４１】 
②中央図書館のほか、体育・芸術、
医学、図書館情報学及び大塚の
専門図書館を設置して、図書、
雑誌、電子媒体等を系統的に収
集整備し提供を図るとともに、
電子化の推進により図書館利用
形態の多様化を図る。 

 

【４２-１】 
②学術情報メディアセンターにおい
て、情報技術による積極的な教育
支援及びメディア情報発信の支援
体制を整備。 

 

 
学術情報メディアセンターにおいて、以下のとおり情報技術による積極

的な教育支援及びメディア情報発信の支援体制の整備を行った。 
①老朽化しつつある基幹ネットワークの更新について検討を行い、一部
の機器を更新 
②学内統一認証機能を開発し運用開始 
③無線LANなどのアクセスポイントからの接続に対してセキュリティを
強化 

 

 

【４２】 
③コンピュータリテラシー教育推
進のため、学内ＬＡＮ及び端末
室等情報教育基盤設備の整備充
実を図る。 

 

【４１】 
③図書館は、図書、雑誌、電子媒体
等を系統的に収集整備し提供する
とともに、電子化の推進により電
子的に発信される学術情報を拡充
し、和装古書等の遡及入力を計画
的に推進。 

 
附属図書館では、教育用図書（2,753 冊）、研究用図書（7,236 冊）、

参考図書（1,376 冊）図書館情報学図書館特別図書（1,132 冊）等総計 22,420
冊の図書を整備した。 
また、学内生産資料として博士学位論文全文（91 件）・論文の内容の要

旨及び審査の結果の要旨（5,578 件）、学内収集資料として古地図、貴重
書等を電子化したほか、和古書・漢籍の遡及入力（10,672 冊）を実施した。 
１７年５月には附属図書館研究開発室を設置し、電子図書館システム・

学術機関リポジトリ・情報リテラシー教育等を中心課題とする活動を開始
し、ホームページの改訂・ナビゲート機能の最適化を図った。 
 

 

【４３】 
④情報ネットワーク等を利用した
遠隔教育・ｅ－ラーニングの導
入を図る。 

 

【４３-１】 
④学習管理システム、教材管理配信
システム等のｅ－ラーニングシス
テムの導入により、情報技術を用
いた教育支援を推進。 

 

 
講義を自動収録し、適切な変換処理を行った上でその内容を学内に配信

する新たなｅ－ラーニングシステムを１８年３月に導入した。 
 

 

【４４】 
⑤その他、学群、大学院の発展の
基礎となる教育に必要な設備の

【４２-２】 
⑤情報ネットワーク等を利用した情
報教育基盤整備のための教育用等

 
共通科目情報処理や春日キャンパスの教育研究を対象にした教育用等

計算機システムを１８年３月に導入し、運用を開始した。 
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整備を図る。 
 

計算機システムの拡充を図る 
 

 

 【４２-３,４３-２】 
⑥教材管理配信システム等情報教育
基盤設備の整備充実を図る。 

 

 
ｅ－ラーニングシステムを用いた教材コンテンツを開発し配信した。 

 

 

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策 
【４５-１】 
①平成１６年度に構築し公開した研
究者情報システムを基礎とし、教
員評価等に利用できるデータベー
スとして蓄積すべき項目をさらに
整備・拡充。 

 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機能を既

存の学務システム(TWINS)と連携させるなどの機能の整備・拡充を図った。 
なお、データ項目の公開範囲、公開区分及び公開プロフィールの出力項

目等の追加変更について検討を行うとともに、評価等の目的に応じた新た
な項目の追加については、構築を開始した新たな評価システムや大学評
価・学位授与機構の大学情報データベースとの関連を考慮し、その動向を
見極めつつ１８年度以降引き続き整備・拡充することとした。 
 

 
 
 

【４５】 
①各組織及び各教員に関する評価
システムを全学的に導入すると
ともに、評価結果をカリキュラ
ムの再編成、教育方法の改善等
に結びつけるシステムを整備。 

 

【４５-２,４７】 
②教育活動に関する組織評価システ
ム及び個人評価システムを検討。 

 

 
評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の取り組みを踏

まえて、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うとともに、評価
システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を取り入れている
大学の調査を行った。 
  新たな評価システムについて、データベースと評価の関係、評価を行な
う組織等、評価制度の基本的な考え方を整理し、組織評価・個人評価制度
の１８年度中の導入を目指し取り組むこととした。 
 

 

【４６】 
②担当副学長の下に教育方法等の
改善のための組織を置き、全学
及び部局ごとに教育改善を推
進。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【４６,４８-１】 
③学群教育室において、教育方法改
善についての企画立案、ＦＤ活動
を実施するほか、学務システムを
活用した学生による授業評価シス
テムの改善・充実を図る。 

 

 
学群教育室を中心に、ＦＤの全学的・組織的推進を図るため、以下のよ

うな取組みを実施した。 
①学務システム(TWINS)を用いた学生による授業評価を全学共通科目に
ついて毎学期実施 
②授業評価とＦＤの取組に関する学生組織と共催の「ＦＤフォーラム」
を開催 
③１学期授業評価の結果を基に、学生組織と授業開設責任者（担当副学
長、学群教育室、共通科目開設責任者等）による「授業評価懇談会」
を実施 
④学生参加の全学ＦＤ研修会を実施 
⑤学務システムを用いた授業評価は、設問項目への回答に加え自由記述
もできるように改善 

  また、教育の質的向上に資する優れた取り組みに対し、学内公募に基づ
く教育プロジェクト支援経費(15 件・総額 3,500 万円)による支援を行い、
教育改善を推進した。 
 

 

【４７】 
③教育活動の評価に当たっては、
組織的な教育活動に対する評価
及び個々の教員の教育活動に対
する評価の両面から実施。 

 

 
※年度計画【４５-２】に対応 
 

 
※年度計画【４５-２】に対応 
 

 

【４８】 
④各組織及び各教員が行う自己評
価、教員相互のピアレビュー、
学生による評価、第三者機関に
よる評価、卒業生に対する職場

【４８-２】 
④各教育組織においても、独自のＦ
Ｄ、学生による授業評価を実施し、
教育の改善につなげる。 

 

 
教育方法改善のために、ＦＤの全学的な推進と密度の高い授業実践モデ

ルの開発を目指し、学生組織と共催の「ＦＤフォーラム」、「授業評価懇
談会」及び学生参加の全学ＦＤ研修会を実施した。 
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や社会等の外部からの評価等、
多角的に教育活動を検証。 

 
【４９】 
⑤優れた教育活動を行なっている
教員に対する顕彰等、インセン
ティブを付与するシステムを構
築。 

 

 
※１８年度から実施するため、１７年
度の年度計画なし 

 
  評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の取り組みを踏
まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うとともに、評価シ
ステム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を取り入れている大
学の調査を行った。 
  なお、１８年度中に評価システムを確立すべく、１８年４月に｢評価企
画室｣を設置して検討を加速させることとし、組織又は個人による優れた
教育活動に対するインセンティブの付与については、評価システム確立の
過程において検討を行う。 
 

 

○教材、学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策 
【５０】 
①教員相互の授業参観、教材・授
業方法等についての研究会、新
任教員研修会等の実施体制を整
備。 

 
【５１】 
②学内でプロジェクトを組織し、
教授法開発のための研究を推
進。 

 

【５０,５１】 
ＦＤの全学的・組織的推進を指向

するとともに、密度の高い授業実践
モデルの開発を目指したプロジェク
トによる相互研修型ＦＤを実施。 

 

 
教育方法改善のために、ＦＤの全学的な推進と密度の高い授業実践モデ

ルの開発を目指し、学生組織と共催の「ＦＤフォーラム」及び「授業評価
懇談会」及び学生参加の全学ＦＤ研修会を実施した。 
 

 

○学内共同教育等に関する具体的方策 
【５２】 
①学内共同利用の教育研究施設を
設置して、外国語、保健体育、
留学生支援等に関する業務を一
元的に実施。 

 

【５２】 
①外国語、保健管理、体育、留学生
支援等に関する業務については、
それぞれ専門のセンターにおいて
全学共通的に実施。 

 

 
外国語、保健管理、体育、留学生支援等の業務については、各センター

において主に以下の業務を全学共通的に実施した。 
(外国語センター) 
①外国語については、全学の基礎科目共通科目として、英語１９２コ
マ、ドイツ語７１コマ、フランス語５６コマ、中国語４２コマ、ロ
シア語２５コマ、スペイン語２０コマ、朝鮮語８コマ、合計４１４
コマの外国語の授業を実施 

②英語とドイツ語に関しては、履修者を対象に英語検定試験・ドイツ
語検定試験を実施。また、２年生以上で前年度までの検定不合格者
を対象に８月期英語検定試験及び８月期ドイツ語検定試験を、１７
年度卒業予定の者で検定にまだ合格していない者に対して、特別措
置英語検定試験及び特別措置ドイツ語検定試験を実施 

(保健管理センター) 
①学生の健康管理のために一般定期及び特殊健康診断等を実施。（定
期健康診断の受診率は学群生８８.５％、大学院生６４.０％で、昨
年度より向上した。）また、異常者に対する精密検査及び生活指導
等を附属病院等と連携して実施 

②学生に対する内科、整形外科、歯科、精神科、スポーツクリニック
の診療、健康相談及び応急措置等を附属病院等と連携して実施。ま
た、関係委員会と連携し障害学生に対する支援を実施 

(体育センター) 
①共通科目「体育」を実施するとともに、体育専門学群の健康・スポ
ーツ教育主専攻学生のインターンシップに相当する「体育授業理論
実習Ⅲ」を実施 

②１６年度末に体育センター独自の学生による授業評価を実施。その
集計結果は各教員に配布するとともに、学内広報誌で全学に公表 
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(留学生センター) 
①日本語等教育部門、相談指導業務部門、短期留学・交流部門と事務
部門が有効に機能し、留学生支援等に関する業務を実施 

②学生宿舎の居住環境の整備、地域社会との交流の促進、留学生情報
等の提供を実施 

 
【５３】 
②全学共通科目として外国語、体
育等のほかに、広い視野から学
問への関心を高める目的で、学
生の所属学群の区別なく履修で
きる総合科目を開設。 

 

【５３】 
②全学共通科目として外国語、体育、
情報処理等の科目を開設する他、
学群・学類の教育目的に沿った教
養的科目として、学生の所属学群
の区別なく履修できる総合科目を
開設。 

 

 
全学共通科目として、外国語、体育、情報処理等の科目の他、本学の教

養教育の中核ともいえる総合科目を引き続き全教育組織で開設した。 
(全１４３科目) 
なお、総合科目について、履修状況や課題を含めた現状評価を行い、教

養教育再構築に向けた整理を行った。 

 

○学群、大学院の教育実施体制等に関する特記事項 
【５４】    
①担当の副学長を置き、学群、大
学院における教育を統括。 

 

  担当副学長は、教育・学生支援機構の機能を活用しつつ、学群及び大学
院教育に関する事項を統括している。（具体的施策は各項目に記載） 

【５５】 
②幅広い分野に基礎を置く学群と
特定の専門分野に基礎を置く学
群を設置。 

【５６】 
③学群と大学院は異なる編制によ
り設置。 

 

※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

 
 
  教養教育を重視した学群と、研究者及び高度専門職業人養成を目指す大
学院は、異なる編制により別表のとおり設置している。 
  なお、学群については、１６年度に全学の合意を得た学群改組計画の基
本骨格を基に、全学的体制のもとで検討を進め、改組案を策定し、１９年
４月に新たな学群編制の実施を決定した。 

 

【５７】 
 ④物質・材料研究機構との連携に

よる物質・材料工学分野の専攻
設置など、筑波研究学園都市を
中心に各種研究機関との連携に
よる専攻を整備し、順次その拡
大を図る。 

 

【５７】 
  平成１７年４月１日付けで独立行
政法人農業・生物系特定産業技術研
究機構との連携による「先端農業技
術科学専攻」を設置。また、筑波研
究学園都市の研究機関との連携によ
る専攻のさらなる整備を検討。 

 

 
１７年４月１日付けで独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

と連携し、同機構の研究者で組織する「先端農業技術科学専攻」を設置し、
５名が入学した(入学定員６名)。 
また、筑波研究学園都市等にある多数の研究機関の研究者を教授(客

員)、助教授(客員)とし、最新の研究設備と機能を有する研究機関で学生
の研究指導を行う連携大学院方式を通じて、地域の研究機関との連携を推
進した。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 
（４）学生への支援に関する目標 

 
中
期
目
標 

社会人、外国人及び障害者等を含めた多様な学生が快適で充実した学生生活を送
れるように、学生相談体制の充実及び学生生活関係施設等の整備充実を図るなど、
学生生活支援体制を強化。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策 
【５８】 
①担当副学長が学生への支援業務
を統括。 

 

【５８】 
①新たに学生支援担当副学長を任命
し、学生への支援業務を統括。 

 

 
新たに学生生活を担当する副学長を置き、学生の支援組織である学生生

活支援室及びキャリア支援室を統括して、学生生活全般にわたる支援業務
の充実を図った。 
 

 

【５９】 
②各種相談等の初期相談窓口の一
元化と学務システムの充実改善
を図る。 

 

【５９】 
②学務システムを教育に積極的に活
用するため、システム機能の整
備・拡充を実施。 

 

 
学務システム(TWINS)は、学生による授業評価アンケート機能を整備す

るとともに、学群・学類改組に伴う整備に着手した。 
 

 

【６０】 
③心身に障害を持つ学生のための
学習環境の改善。 

 

【６０】 
③全学的体制の下、障害を持つ学生
に対する支援の企画、立案、実施
及び啓発を行う。 

 

 
全学的な障害学生支援委員会の下で、障害学生支援のための企画・立案

を行い、障害学生が就学上必要とする場合には学習補助者（チューター）
を配置するなど、学習・研究上の支援の実施・啓発を行った。 

 

【６１】 
④その他、学習相談・助言・支援
体制の充実。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

  

○生活相談・就職支援等に関する具体的方策 
【６２】 
①学生のメンタルヘルス、生活相
談、進路相談等学生生活全般を
支援する体制の充実。特に精神
衛生相談、学生相談については、
学内共同教育研究施設に専門ス
タッフ（平成１６年度６名）を
配置し、土日祝日を除く通年期
間、カウンセリング対応をして
いる現体制の質的充実を図る。 

 

【６２,６５】 
①学生生活支援室において学生のメ
ンタルヘルス、生活相談、進路相
談等、学生生活全般を支援。特に、
精神衛生相談、学生相談について
は、保健管理センターの専門スタ
ッフを増員し、カウンセリングを
充実。 

 
１６年度に設置した学生生活支援室は、学生担当教員室等と連携し、学

生相談、課外活動の推進、福利厚生施設・学生宿舎の整備など学生生活全
般に関する支援の企画・立案を行った。 
また、保健管理センターでは、学生個々のメンタルヘルス、生活相談、

進路相談等、学生生活全般におよぶ相談件数が、激増しているという事態
に鑑み、学生相談室に専任教員（助手）１名を増員し、以下のとおり精神
衛生相談、学生相談、保健管理等の支援業務を行った。 
①学生相談は、教員３名、非常勤カウンセラー２名の体制で実施（延べ
相談人数は２，２７１人） 
②全学的な学生相談体制の充実と確立に向けた組織的な検討に着手 
③精神衛生相談は、教員２名、非常勤精神科医１名の体制で実施（延べ
相談人数は２，３９６人） 
④修学や進路・就職等の問題についての相談・支援活動も実施 
⑤学生の精神・心理的問題予防のために、オリエンテーションや広報誌
等により啓発活動を実施 
⑥学生の健康管理のために一般定期及び特殊健康診断等を実施 
定期健康診断の受診率：学群生 ８８.5％、 

大学院生６４.0％ 

 

４
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【６３】 
②指導・助言及び意向反映制度で
あるクラス制度を根幹とした学
生組織の活性化・強化を図る。 

 

【６３】 
②各学類等のクラスに置かれるクラ
ス担任教員が、学生の学修その他
学生生活全般に対する指導助言を
実施。なお、大学院生についても
学群と同様の学生の意向反映方法
について継続して検討。 

 

 
各学類・専門学群に置かれたクラス担任教員（３６４名）が、学生生活

全般に関し当該クラスの学生に対して支援にあたるとともに、学生と教員
の意見交換の場であるクラス連絡会を２４回開催した。 
また、大学院学生についても、各研究科に懇談会等を設置するなど、よ

り適切に意向を反映するための仕組みの構築を進めた。 
 

 

【６４】 
③キャリア教育、インターンシッ
プ、就職ガイダンス、模擬試験
等を充実させ、就職相談体制を
強化。特に、学生からニーズの
高い就職ガイダンス（毎年度 
３０回以上開催・参加者総数延
べ４，０００名以上）について
は、更に充実を図る。 

【６４】 
③平成１６年度に設置したキャリア
支援室を中心に、キャリア教育（イ
ンターンシップを含む）、ＦＤ等
によりキャリア支援を充実させる
とともに、就職ガイダンスの実施、
卒業・修了生名簿の作成及びキャ
リアアドバイザーの配置等による
就職相談体制並びに、進路希望登
録の充実による進路指導・情報提
供支援体制の整備を図る。 

 

 
キャリア支援室を中心に、以下のとおり進学・就職の支援を行った。 
①キャリア教育の一環として、総合科目「未来の自分―自己発見―」を
開講するとともにキャリア教育・進路指導のためのＦＤを２回開催 
②就職ガイダンス（企業等１７回、教養講座６回、教員１０回、公務員
２１回）を開催 
③ＯＢ・ＯＧ懇談会（全２７１社）を実施 
④１７年３月卒業生から、ＯＢ・ＯＧ訪問のためのＯＢ・ＯＧ名簿のデ
ータベース化を実施 
⑤「就職情報提供システム」による進路登録、情報提供・収集のほか、
進路指導の充実を図るため、各研究科等の支援室と連携して「支援室
用進路内定入力システム」を導入 
⑥各種試験対策として、採用模擬試験（教員６回、公務員１回）及び公
務員試験対策講座を実施 
⑦「大学におけるキャリア教育を考える会」を主催し、他の国立大学と
の連携によるキャリア教育に関する検討を定期的に実施 
⑧東京キャンパスの社会人大学院生が学群学生にキャリア形成の支援
を行う｢キャリア支援交流会｣を開催 
⑨１８年１月に「つくばインターンシップ・コンソーシアム（TIC）」
を設立し、つくば市内におけるインターンシップの機会を確保 
⑩就職相談、エントリーシートの添削指導、模擬面接等（月間３０～ 
５０人）を実施 
⑪大学院生の就職支援として「逆求人セミナー」を実施 

 

 

【６５】 
④学生及び教職員の心身の健康の
保持増進とカウンセリングのた
めの学内共同教育研究施設を設
置。 

 

 
※年度計画【６２】に対応 

 
※年度計画【６２】に対応 

 

○経済的支援に関する具体的方策 
【６６】 

経済的理由により納付が困難で
あり、かつ、学業が優秀な学生に
対する入学料、授業料及び寄宿料
減免制度等の創設を図る。併せて、
本学独自の奨学金制度を創設する
方向で検討。 
 

【６６】 
本学独自の奨学金制度の創設につ

いて検討に着手。 

 
経済支援の第一段階として、大学院学生への経済支援について財源の確

保等を含めた検討を行った。今後も学生生活支援室の奨学生等選考部会を
中心に検討を継続する。 

 

○社会人・留学生等に対する配慮 
【６７】 
①社会人の生活スタイルに配慮し
た授業形態の設定。学生納付金
の特例的な取扱いを含めた短期

【６７-１】 
①大学院においては、社会人に対し、
入学試験における社会人特別選抜
制度や授業の昼夜開講制を実施。 

 
社会人に対し、新たに数理物質科学研究科後期課程７専攻で社会人特別

選抜を実施、全体では１１研究科４４専攻で社会人特別選抜を実施した。 
また、引き続き昼夜開講制による授業を実施するとともに、１７年４月
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【６７-２】 
②ビジネス科学研究科に法曹専攻及
び国際経営プロフェッショナル専
攻を設置し、専ら夜間に開講。 

 

には社会人を対象とした専ら夜間に開講する専門職大学院「国際経営プロ
フェッショナル専攻」（入学定員３０名、３３名が入学）及び「法曹専攻
（法科大学院）」（入学定員４０名、４０名が入学）を設置した。 
 

及び長期在学制度の創設を図
る。 

 

【６７-３】 
③法曹専攻では長期在学制度を導
入。なお、制度の有効活用につい
て、引き続き検討を進める。 

 

 
ビジネス科学研究科法曹専攻（法科大学院）の設置にあわせて、長期履

修学生制度を導入した。なお、当該制度は当分の間、法科大学院に限って
適用することとし、「長期履修学生に関する法人細則」を制定するなど、
制度の有効活用について検討した。 
 

 

【６８】 
②留学生の渡日前入学許可の推
進。 

【７０】 
④留学生センターにおける、留学生
（外国人学生を含む）に対する宿
舎の確保等の各種支援、日本語教
育、各種相談指導、地域社会との
交流、短期交換留学支援等を充実。 

 
【６９】 
③授業及び生活面において、日本
語修得の不十分な留学生に対す
る英語による支援。 

 

【６９-１】 
⑤チューターや指導教員のためのハ
ンドブックを作成し、相談指導体
制を充実。 

 

 
留学生センターでは、日本語等教育部門、相談指導業務部門、短期留学・

交流部門が有効に機能し、各種支援事業を実施した。例示すれば以下のと
おりである。 
(日本語等教育部門) 
①学群・学類留学生を対象とした日本語検定試験を実施し、その結果
に基づいた日本語力強化授業を提供 

②つくば市都市振興財団主催日本語ボランティア講座において講義
を実施 

③学群・学類留学生の日本語能力の追跡調査 
(相談指導業務部門) 
①有効な相談サービスを提供するため、開室時間以外に電話・電子メ
ールによる予約制を実施 

②指導教員用の「教員のための留学生指導ガイド」を作成し、全教員
に配布 

③新入生オリエンテーションの充実のため、オリエンテーションビデ
オを改訂 

(短期留学・交流部門) 
①TOEFL 講習会(３回)、TOEFL-ITP(２回)を開催し、延べ２００人以上
が受講 

②ホームページを改善・充実 
③UMAP 国際会議等に参加し、UMAP の UCTS 単位互換方式の調査を実施 

 

 

【７０】 
④留学生（外国人学生を含む）に
対する宿舎の確保等の各種支
援、日本語教育、相談指導、地
域社会との交流、短期交換留学
等の充実とその支援のための学
内共同教育研究施設の設置。 

 

【６８】 
⑥日本留学試験を活用した私費外国
人留学生の選抜における渡日前入
学許可について検討。 

 

 
日本留学試験を活用した私費外国人留学生の選抜における渡日前入学

許可の実施に向けた検討準備の一環として、３月に、日本学生支援機構
（JASSO）の担当課長を招へいし、説明会を実施した。 

 

 
 

【６９-２】 
⑦各教育研究組織の英文（その他の
言語）での web を充実。 

 

 
各教育・研究組織では、web サイトの充実に取り組み、大部分の組織が

英文によるページを公開した。 

 

○キャンパスライフの充実 
【７１】 
①豊かなキャンパスライフの実現
を目指すため、課外活動（平成
１５年度活動団体数２０７、学
生加入率５３％）の活性化及び
課外活動施設の整備・充実。 

【７１-１】 
①課外活動連絡会等の活用により大
学と学生との意思疎通を深め、ま
た、課外活動団体リーダー研修会
を継続して実施し、課外活動を活
性化。 

 
１６年度に引き続き、課外活動連絡会(３回開催)の活用により、大学と

学生との意思疎通を深めるとともに、課外活動団体リーダー研修会（参加
者：学生、教職員２０６名）及びスポーツ・デー(年２回開催)を実施し、
課外活動を推進した。 
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【７１-２】 
②課外活動関連施設の整備について
の検討に着手。 

 

 
学生生活支援室を中心に課外活動関連施設の整備について検討し、以下

の整備を行った。 
①文化系サークル館、戸田艇庫及び馬場厩舎周辺の樹木の伐採 
②文化系サークル館、体育系サークル館のタイルの部分補修・張替え、
トイレの補修、及び戸田艇庫の改修 
③馬場厩舎に堆肥置き場を設置 
 

 

【７２】 
②福利厚生施設（食堂・喫茶等）
並びに学生宿舎の整備・充実。 

【７２】 
③福利厚生施設及び学生宿舎の整備
計画の検討を継続するとともに、
学生のセキュリティ確保のための
整備を実施。 

 

 
キャンパス・リニューアルの一環として、学生参加型の学生食堂リニュ

ーアルを行っており、１７年度は平砂学生宿舎の食堂及び厨房について学
生の意見やアイディアを活かしたリニューアルを実施した。 
なお、これ以外の学生宿舎及び福利厚生施設について、以下の施設整備

を行った。 
①短期留学生用に追越学生宿舎１８～２１号棟の各棟に２室ずつシャ
ワー室を設置 
②一の矢学生宿舎３８号棟の給水管、平砂学生宿舎８～１１号棟及び追
越学生宿舎２２～２４号棟の排水管の改修を実施 
③学生のニーズに応じたアメニティーの向上を図るため、追越学生宿舎
２５号棟について、居室面積の拡張（２室を１室に拡張）工事を実施 
④各研修所（山中共同研修所、館山研修所、石打研修所）の管理人不在
時に伴う緊急対応として、警備会社との契約による機械警備を導入 
⑤セキュリティの向上を図るため、全学生宿舎の玄関ドアに、入居学生
の手の甲の静脈パターンを認証してドアを開錠する静脈認証システ
ムを導入 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
２ 研究に関する目標 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 
中
期
目
標 

国内外から高い評価が得られる研究成果を産み出すことにより、学術文化の継承
と発展及び新しい科学技術の創造に寄与。また、研究成果の公開と社会への還元を
通じて世界に貢献。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○目指すべき研究の方向性 
【７３】 

「教育・文化立国」、「科学技
術創造立国」を目指す我が国の諸
施策を踏まえつつ、新しい学問領
域を拓く研究及び社会・経済・文
化の発展に貢献できる研究を推
進。 
 

【７３】 
「教育・文化立国」、「科学技術

創造立国」を目指す我が国の諸施策
を踏まえつつ、新しい学問領域を拓
く研究及び社会・経済・文化の発展
に貢献できる研究を推進。 
 

 
新しい学問領域を拓く研究及び社会・経済・文化の発展に貢献できる研

究を推進するため種々の取組みを行った。特に、研究戦略室において検討
された「新たな戦略的研究支援システム構想」を踏まえ、研究アクティビ
ティの一層の向上や外部資金の獲得増を目指した支援システムの全学的
検討を進めることを目的として、教育研究評議会の下に「新たな戦略的研
究支援システム検討委員会」を設置した。 
委員会では、「研究科への研究費積算の考え方」、「産学連携推進プロ

ジェクト制度」、「ロケットスタート支援制度」を取りまとめた。なお、
「ロケットスタート支援制度」については、試行的に「新任・転入教員ス
タートアップ支援経費」として実施した。 
 

 

○大学として重点的に取り組む領域 
【７４】 
①２１世紀の科学技術の在り方を
視野に入れ、国内外の社会的課
題に対応した研究を重点的に推
進。 

 

【７４】 
①本学の特色及び強みを生かした領
域の研究活動を一層推進するとと
もに、２１世紀ＣＯＥプログラム
の事業終了後の在り方等将来構想
について検討。 

 

 
２１世紀ＣＯＥに採択された４拠点のうち１５年度採択の１拠点につ

いて、日本学術振興会の中間評価の実施に対応した。また、研究戦略室及
び新たな戦略的研究支援システム検討委員会において、各拠点の将来構想
等の検討を進めた。 

 

【７５】 
②新しい法則・原理の発見、独創
的な理論の構築、学術文化の発
展的伝承につながる質の高い基
礎研究を一層推進。また、新た
な研究領域を創出。 

 

【７５】 
②産学官の連携による新たな研究領
域で、質の高い基礎研究を推進す
るためのプロジェクト提案を募集
し、厳格な審査の上実施。 

 

 
産学官の連携を重視して、新しい重要な基礎研究領域を拓き発展させる

ＴＡＲＡプロジェクトを学内公募し、１７年度は２２件のプロジェクトを
強力に推進した。１６年度終了のプロジェクトは世界トップクラスの成果
を生み出し、公開の成果報告会を行った。また、学外者を含む審査員によ
る１６年度プロジェクトの中間評価と１８年度プロジェクトの選考を行
った。 
 

 

○成果の社会への還元に関する具体的方策 

【７６】 
①技術移転機関（ＴＬＯ）を活用
しての積極的な技術移転及び大
学発ベンチャーの創出の支援を
推進するため、学内共同教育研
究施設を設置。同施設において、
技術移転、ベンチャー設立の可
能性の高い共同研究に対して、
中期目標期間中累計３６件程度
を学内公募プロジェクト方式に

【７６】 
産学リエゾン共同研究センターを

中心に技術移転機関を活用した積極
的な技術移転及び大学発ベンチャー
創出を支援。 
なお、産学リエゾン共同研究センタ

ーにおいて、技術移転、ベンチャー設
立の可能性の高い共同研究について、
年間６件程度を学内公募プロジェク
ト方式により支援。 

 
産学リエゾン共同研究センターを中心に、大学発ベンチャー創出の支援

策を実施した結果、１２社の筑波大学発ベンチャーが新たに設立され、 
１８年３月３１日現在で累計５３社となった。 
また、産学リエゾン共同研究センターにおいて、技術移転、ベンチャー

設立の可能性の高い共同研究について、年間６件程度を学内公募プロジェ
クト方式により支援することとして、全学を対象に公募を行った。公募の
結果、２６件の応募があり、うち６件のプロジェクトを採択した（共同研
究プロジェクト２件、創業支援プロジェクト２件、ベンチャー支援プロジ
ェクト２件）。共同研究と創業支援の１０件（H16：６件、H17：４件）に

 

５
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より、研究スペース等を提供。 
 

ついては、平均３００万円の研究費支援を行った。 
 

【７７-１】 
平成１６年度に構築した研究者の 

活動情報を収集・管理・公開する「研
究者情報システム」の強化・充実を
図り、利便性を拡充し、学内外での
有効な活用を促進。 
 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機能を既

存の学務システム（TWINS）と連携させるなどの機能の整備・拡充を図っ
た。 
 

 【７７】 
②学内学術情報基盤の整備を図
る。また、研究成果の内外への
発信体制を整備し、教員情報シ
ステム、学術論文データベース
等研究情報の受発信の促進を図
る。 

【７７-２】 
③附属図書館において、学術論文デ
ータベース等研究情報の受発信を
促進。 

 

 
附属図書館では、国立情報学研究所の委託事業「学術機関リポジトリの

構築」により学位論文等の研究成果を追加・再構築し、学術コンテンツを
整備・拡充した。 
また、データベース、オンラインジャーナル等の拡充と安定した提供を

実現するため、全学的な検討委員会を設置し、電子的資料の整備方針と全
学的経費負担方式を確立した。 
 

 

○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策 
【７８】 
①各研究者・研究組織の研究水
準・成果に関する具体的事項、
数値に関する目標を定め、全学
の推進体制のもとに外部評価を
組み入れた新たな評価システム
を整備。 

 
【７９】 
②各研究者・研究組織の情報の収
集・管理を行うシステムの構築
を図り、客観的データを基に評
価を行うとともに、評価結果を
各研究者・研究組織にフィード
バック。 

 

【７８,７９】 
研究者情報システム等を活用し

て、研究の水準・成果の検証を行う
ための全学的な体制整備を進める。 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機能を既

存の学務システム(TWINS)と連携させるなどの機能の整備・拡充を図った。 
なお、データ項目の公開範囲、公開区分及び公開プロフィールの出力項

目等の追加変更について検討を行うとともに、評価等の目的に応じた新た
な項目の追加については、構築を開始した新たな評価システムや大学評
価・学位授与機構の大学情報データベースとの関連を考慮し、その動向を
見極めつつ１８年度以降引き続き整備・拡充することとした。 
また、評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の取り組

みを踏まえて、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うとともに、
評価システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を取り入れて
いる大学の調査を行った。 
新たな評価システムについて、データベースと評価の関係、評価を行な

う組織等、評価制度の基本的な考え方を整理し、組織評価・個人評価制度
の１８年度中の導入を目指し取り組むこととした。 
 
学内プロジェクト研究のうち、特別助成研究(Ｓ)及び助成研究(Ａ)につ

いては、１６年度と同様に当該研究組織から実績報告書を提出させ、採択
審査時のレフェリーが研究成果の評価を行った。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
２ 研究に関する目標 
（２）研究の実施体制等の整備に関する目標 

 
中
期
目
標 

世界的に評価されている研究及び成果が期待できる萌芽的研究に資源を重点配
分して、研究面の個性化を図る。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○適切な研究者等の配置に係る具体的方策 
【８０】 
①各研究科の学生定員を踏まえ、
必要な教職員を配置。さらに、
本部の戦略的計画に基づき、必
要に応じて学内研究拠点（セン
ター、プロジェクト等）に教職
員を配置。教員定員の一部につ
いては任期制とし、その拡大を
図る。 

 

【８０】 
①教職員の配置の見直しを検討。ま
た、各組織の教育・研究の特性を
踏まえつつ、任期制導入分野の拡
大を図る。 

 
教育・研究の必要性に応じて、研究科等へ教員の重点的配置を行った。

教員については、特定教員数に対する毎年５％の流動化率を設定し、職員
については、特定職員数に対する毎年６.５％の流動化率を設定し、各組
織から流動化定員を拠出する定員管理を実施した。 
また、大学教員の人事制度について、テニュア・トラック制又は任期制

のいずれかの制度を、各教育研究組織が第一期中期目標期間中に導入する
ことを決定した。 
これにより、既に幾つかの組織で導入済みである任期制については、 

１７年度新たに２研究科の一部分野及び１センターが導入するとともに、
一部組織における１８年４月からのテニュア・トラック制の運用実施につ
なげた。 
 

 

【８１】 
②日本学術振興会特別研究員等の
受入れ及び外部資金による若手
研究者の雇用を積極的に促進。 

 

【８１】 
②日本学術振興会特別研究員等の受
入れ及び外部資金による若手研究
者の雇用を積極的に促進。 

 
外部資金による若手研究者の雇用を積極的に行った。   
〔17 年度雇用実績〕 

      日本学術振興会特別研究員   ４８名 
   産学官連携研究員       ３８名 
   研究員(科学研究)       ３１名 
   研究員(COE)          ２７名 
 

 

【８２】 
③研究の活性化及び若手研究者の
育成を目的として、ＲＡ等を効
果的に配置。 

 
【８３】 
④研究の必要に応じ、博士特別研
究員、科学技術振興研究員等の
非常勤研究員を効果的に配置。 

 

【８２,８３】 
③ＲＡや博士特別研究員等を効果的
に配置。 

 
ＲＡや博士特別研究員等は、研究指導に効果的に活用するため、重点研

究分野を中心に配置した。 
〔17 年度雇用実績〕 

      ＲＡ                    １２０名 
      博士特別研究員        ２５名 
      研究機関研究員        １１名 
 

 

○研究資金の配分システムに関する具体的方策 
【８４】 
①研究資金が運営費交付金等の基
盤的研究資金と外部からの競争
的研究資金によるデュアルサポ
ートシステムであることを前提
に、大学として基盤的研究資金
の十分な確保と競争的研究資金

【８４】 
①研究資金確保のため、外部資金等、
競争的研究資金獲得の奨励活動を
推進するとともに、申請をサポー
トする人材育成・配置等の体制に
ついて検討。 

 

 
科学研究費補助金の申請率向上を図るための全学シンポジウム並びに

博士課程全研究科におけるシニア研究者及び審査員経験者等による説明
会を開催した。また、大型種目への申請を促進するための制度の検討を開
始し、１７年度は、基盤研究（Ａ）への申請・獲得増を目的としたステッ
プアップ支援制度を導入した。 
〔17 年度実績〕 

 

６
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の更なる獲得増を図る。 
 

    新規＋継続内定件数 H18年度分 ９２４件 (H17年度分 ８５２件) 

【８５】 
②基盤的研究資金については、学
内的に研究評価に基づく配分シ
ステムを確立し効果的に配分す
るとともに、萌芽的研究や新規
研究分野の育成等のため、戦略
的に配分。 

【８５】 
②限られた研究資源（研究資金・人
員・スペース）を効率的かつ効果
的に生かし研究の活性化を図るた
めの新たな戦略的研究支援システ
ムを検討し、その実施のための体
制を整える。 

 

 
研究戦略室における「新たな戦略的研究支援システム構想」の検討を踏

まえ、研究アクティビティの一層の向上や外部資金の獲得増を目指した研
究支援システムの在り方を全学的に検討するため、教育研究評議会の下に
「新たな戦略的研究支援システム検討委員会」を設置した。 
同委員会では、優れた研究成果を有する新任・転入教員に対し研究活動

の早期立ち上げを支援する「ロケットスタート支援制度」の実施、部局へ
の予算配分に科学研究費補助金等の獲得額を反映させる方針(１８年度か
ら導入)を決定した。 
 

 

【８６】 
③間接経費等大学全体の共通経費
を、大学全体の研究環境及び研
究支援環境の改善や戦略的計画
に投入するとともに、評価に基
づき研究組織への再配分を実
施。 

 

【８６】 
③間接経費等大学全体の共通経費
は、大学全体の研究環境及び研究
支援環境の改善や戦略的計画に投
入。 

 

 
間接経費は、１６年度に引き続き、当初予算において「重点及び戦略的

経費」として位置づけ、研究者の研究環境の改善等のため、研究科等への
効率的・効果的な配分を行った。（当該研究者の研究科等に５０％、本部
管理分として３０％、光熱水料及び保守経費に２０％の割合で配分） 

 

【８７】 
④研究スペースの一部について受
益者負担による有料化を導入
し、研究スペースの流動性を確
保するとともに、得られた収入
を研究環境の維持向上等に充
当。 

 

 
※年度計画【３２３,３２７】に対応 

 
※年度計画【３２３,３２７】に対応 

 

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策 
【８８】 
①大学として重点を置く研究分野
及び競争的研究資金を獲得した
研究分野に対応する研究設備を
中心に整備を図る。 

 

【８８】 
①大学として重点を置く研究分野及
び競争的研究資金を獲得した研究
分野に対応する研究設備を中心に
整備。 

 

 
１６年度に引き続き、学長のリーダーシップに基づき配分する経費とし

て「重点及び戦略的経費」を確保し、大学として重点を置く研究分野及び
競争的研究資金を獲得した研究分野の研究設備の整備等に活用した。 

 

【８９】 
②高度な情報処理基盤等、学内共
同利用の研究基盤の整備を図
る。 

 

 
※年度計画【１０２,１０３】に対応 

 
※年度計画【１０２,１０３】に対応 

 

【９０】 
③老朽化した基盤的研究設備の整
備を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【９０】 
②既存施設設備の劣化度調査を実施
し、改修、改善の計画を策定。 

 
 
 
 
 
 
 

 
１６年度に対応した故障･トラブルの状況(内容)を調査･分析し、予防保

全及び改修･改善計画に活用した。また、１６年度から学内予算を重点配
分し、耐震診断の促進を図っており、１７年度においても４７棟２０万㎡
の耐震診断を行った。これにより、特定建築物に指定されている校舎、附
属病院等の調査をほぼ完了した。 
更に１７年度は、アスベストによる健康被害が大きな社会問題になった

ことから、｢アスベスト対策連絡会｣を設置して、全学的態勢で対応した。 
①学内説明会（７回）を実施するとともに、相談窓口を設置して問い合
わせに対応 

  ②使用状況について、建物 729 棟、89 万㎡を対象に悉皆調査を実施し、
結果を利用者に報告するとともに、対策工事の実施計画を策定し、工
事に着手 
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 【９１】 
④設備の共同利用等、有効利用の
促進と設備管理システムの整備
を図る。 

 
 

【９２】 
③リース方式の整備について導入を
検討し、可能なものについて整備
計画を策定し実施を図る。 

 

  １６年度に設置した施設計画室にワーキンググループを設置し、リース
方式又は割賦方式による学生寄宿舎の整備･運営について調査･検討及び
民間企業のヒアリング等を行った。また、学生寄宿舎のコインシャワーを
リース方式で整備した。 
 

 

【９２】 
⑤研究設備の陳腐化を避ける等の
目的でリース方式及びレンタル
方式を活用。 

 
【９３】 
⑥総合研究棟等を中心に全学共用
研究スペースを設置し、研究ス
ペースの流動化を図るなど研究
環境を整備。 

 

【９１,９３】 
④総合研究棟、共同研究棟及び総合
研究棟の移行跡地等における全学
共用スペースを効率的に運用。 

 

 
総合研究棟Ｂ棟及び共同研究棟の利用者を公募により決定するととも

に、総合研究棟Ａ棟の公募スペースの利用状況について点検･評価を実施
し、適切な利用促進を図った。 
また、総合研究棟への移行跡スペースは全学共用スペースとして、１８

年度はアスベスト対策工事等の移転スペースとして活用することとした。 
 

 

○知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策 
【９４】 
①知財統括本部を置き、技術移転
機関（ＴＬＯ）との連携及び外
部専門家の活用による知的財産
の適切な管理・活用を推進。中
期目標期間中に累計３００件程
度の発明届出を目指す。 

 

【９４，１１５－１】 
①知的財産統括本部において、知的
財産の創出・取得・管理・活用ま
でを一体的に行い、知的財産の活
用を通じて研究成果を社会に還
元。 

 

 
知的財産統括本部において、発明届けがあった１２２件について審査を

行い、うち９６件を大学が所有する特許として権利を承継した。 
また、大学の有する特許権等の活用による技術移転については、１７年

度に特許等実施契約６件(３，８３５万円)及び譲渡契約１件(３０万円)を
行った（特許料収入については全国立大学中３位）。 
 

 

【９５】 
②知的財産の効率的かつ効果的な
管理・活用を目指し、新たな職
務発明規則の制定及び発明補償
制度を創設し、平成１６年度か
ら実施。 

 

【９５，１１５－２】 
②利益相反ポリシー等のパンフレッ
ト作成、知的財産についての規定
などの普及徹底を図る。 

 

 
１６年度の知的財産委員会（Ｈ16.12.20 開催）において決定した利益相

反ポリシーに基づき、利益相反に関する規則等を制定するとともに、利益
相反事例の取扱いを教職員に周知するため「筑波大学における利益相反事
例の取扱い」パンフレットを作成・配布した。 

 

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策 
【９６】 
①各組織及び各教員に関する評価
システムを導入。 

 

【９６-１,９８】 
①平成１６年度に構築した研究者の
活動情報を収集・管理・公開する
「研究者情報システム」の強化・
充実を図り、利便性を拡充し、学
内外での有効な活用を促進。 

 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機能を既

存の学務システム（TWINS）と連携させるなどの機能の整備・拡充を図っ
た。 
 

 

【９７】 
②評価基準、評価手順を明確化し、
評価プロセスの透明化を図る。 

 
【９８】 
③各組織及び各教員が行う自己点
検・評価及び学外者による評価
等、多角的に研究活動を検証。 

 
【９９】 
④評価に基づく組織転換システ

【９６-２,９７,９８,９９】 
②研究活動に関する組織評価システ
ム及び個人評価システムを検討。 

 
評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の取り組みを踏

まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うとともに、評価シ
ステム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を取り入れている大
学の調査を行った。 
新たな評価システムについて、データベースと評価の関係、評価を行な

う組織等、評価制度の基本的な考え方を整理し、組織評価・個人評価制度
の１８年度中の導入を目指し取り組むこととした。 
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ム、教職員定員・研究費・スペ
ース等の資源配分システムの整
備。 

 
○全国共同研究に関する具体的方策 
【１００】 
①全国共同利用施設として物理学
を中心とする計算科学と計算機
科学の応用に関する先進的研究
を行うための計算科学研究セン
ターを設置し、研究推進に必要
な高度計算設備及び施設の整備
を図る。全国共同利用施設にお
いては、その設置目的に照らし
て、学外の研究機関から招聘す
る共同研究者に対しても学内者
と同等の研究環境を保証。 

 

【１００】 
①計算科学研究センターにおいて全
国共同利用施設に相応しい研究を
推進するとともにそれに必要な体
制を整備。 

 

 
１７年度から特別教育研究経費（拠点形成）による「計算科学による新

たな知の発見・統合・創出」事業を開始した。本事業において、センター
の特色とする科学各分野と計算機科学分野の共同研究が順調に推進され、
新分野である物質・生命研究、地球生物環境研究において活動が活発化し
ている。また、本事業の中心となる超並列クラスタ計算機 PACS-CS の開発・
製作、及び同機における計算科学諸課題のコード開発は順調に進捗してお
り、１８年度中の稼動開始及び全国共同利用の開始に向けて準備中であ
る。 
また、拡充されたセンターの統合的な研究実施体制整備及び全国共同利

用のために、研究スペースの充実を目指して、研究棟増築工事を１８年度
に開始することとした。 

 

【１０１】 
②国内外の研究機関との連携を深
め、共同研究等の推進を図る。
特に、プラズマの研究に関して
は、大学共同利用機関法人自然
科学研究機構核融合科学研究所
との連携を強めて、双方向型共
同研究等を推進するとともに、
全国共同利用研究のための整備
を図る。 

 

【１０１】 
②プラズマ研究センターにおいて、
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構核融合科学研究所との連携
を強めて双方向型共同研究等を拡
充・推進。 

 
１７年９月に、筑波大学と自然科学研究機構による「大学共同利用機関

法人自然科学研究機構と国立大学法人筑波大学のプラズマ物理・核融合分
野における学術交流に関する協定書」の調印を行い、双方向型共同研究を
着実に進展させるために制度面での整備を推進した。 
  １６年度より新たに立ち上がった双方向型共同研究は、新システムとし
て順調に進行し、広く学外共同研究員の多数の参加（１６年度は６１名、
１７年度は７５名の参加）を得て、全国共同研究の拠点としての役割を着
実に果たしている。 
 

 

○学内共同研究等に関する具体的方策 
【１０２】 
①学内共同教育研究施設として、
先端的学際研究分野、ＤＮＡ解
析等遺伝子実験に関する研究分
野、大学の機能や国際的教育開
発に関する総合研究分野等に研
究施設を設置。さらに、分野等
の特性に応じて、国際、国内、
地域の各レベルで関係機関等と
の連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【１０２,１０４,８９－１】 
①先端学際領域研究センター、遺伝
子実験センター、大学研究センタ
ー、教育開発国際協力研究センタ
ー、北アフリカ研究センター等、
学内共同教育研究施設において学
内関連組織及び学外関連機関との
連携を図り、それぞれの領域の研
究を一層推進。 

 
先端学際領域研究センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、

教育開発国際協力研究センター、北アフリカ研究センター等、学内共同教
育研究施設においては、学内関連組織及び学外関連機関と連携を図りつ
つ、研究活動及び研究支援活動を推進した。例示すれば以下のとおりであ
る。 
【先端学際領域研究センター】 

２２件のＴＡＲＡプロジェクトを採択し、研究を実施 
【遺伝子実験センター】 

遺伝子組み換えに関する教育プログラムとして遺伝子組み換え技術
研修コースを実施 

【大学研究センター】 
大学改革に資する研究を行うとともに、高等教育に関する話題や研究
上の課題について学外の研究者等を招いて公開研究会を２回実施 

【教育開発国際協力研究センター】 
アフガニスタンにおける国際教育協力ネットワークの充実、インドネ
シアにおける社会教育の組織整備支援の実施 

【北アフリカ研究センター】 
チュニジアの研修生を受け入れ、バイオ先端技術の教育支援を JICA

との連携により実施 
 

 

【１０３】 
②産学官共同研究支援、学術情報

【１０３,８９－２】 
②産学リエゾン共同研究センター、

 
産学リエゾン共同研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤
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サービスに関する分野等に学内
共同教育研究施設を設置。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学術情報メディアセンター、研究
基盤総合センターにおいては、そ
れぞれの役割に応じた研究支援活
動を一層推進。 

 

総合センターにおいては、それぞれの役割に応じた研究支援活動を一層推
進した。例示すれば以下のとおりである。 
【産学リエゾン共同研究センター】 

技術移転、大学発ベンチャーの創出支援を行うとともに、公募による
ＩＬＣプロジェクトを実施 

【学術情報メディアセンター】 
基幹ネットワーク、e-ラーニングシステムの整備による教育研究支援
の実施 

【研究基盤総合センター】 
「応用加速器」、「低温」、「アイソトープ」、「分析」、「工作」
各部門において幅広い教育研究支援活動を展開 

【１０４】 
③先端医療分野、国際・地域・環
境に関する総合的な分野等、本
学の特色となる研究分野につい
て研究体制の一層の整備を図
る。 

 

 
※年度計画【１０２】に対応 

 
※年度計画【１０２】に対応 

 

○大学院・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項 
【１０５】 
①担当副学長を置き、研究実施体
制を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度計画なし 

 
担当副学長は、研究戦略室の機能を活用しつつ、研究実施体制の整備・

充実に関する事項を統括している。（具体的施策は各項目に記載） 

 

【１０６】 
②学術上の要請や社会的要請が強
い分野について、期限付き課題
設定型の特別プロジェクト研究
組織を設置。 

 
【１０７】 
③学内ＣＯＥとなるべき拠点を育
成するために、特別プロジェク
ト研究や学内プロジェクト研究
等の各種プロジェクト研究等に
ついては、全学からの公募制に
よる選考と一定期間後の研究成
果の評価を実施。 

 

【１０６,１０７】 
①期限付き課題設定型の特別プロジ
ェクト研究や各種プロジェクト研
究による研究費・研究スペースの
重点配分等の方法により、研究を
推進。 

 

 
学内プロジェクト研究として、個性的で優れた研究（３５課題）及び特

別プロジェクト研究として、本学が特に推進すべき大型の融合領域研究組
織（３組織）に対し、研究費、研究スペースを重点配分し、効果的な支援
を行った。 
〔特別プロジェクト研究組織〕 
ナノサイエンス特別プロジェクト           （H14～H18 年度） 
獲得性環境因子の生体応答システム特別プロジェクト（H14～H18 年度） 
比較市民社会・国家・文化特別プロジェクト        （H15～H19 年度） 

 

 

【１０８】 
④新設する計算科学研究センター
については、全国共同利用の附
置研究所への転換を図る。 

 
【１０９】 
⑤特に優れた研究実績を挙げ、国
内的・国際的な研究拠点となり
うる学内共同教育研究施設につ
いては、全国共同利用施設や附
置研究所への転換を視野に入れ
た整備拡充を図る。 

 

【１０８,１０９】 
②計算科学研究センターの全国共同
利用の附置研究所への転換に向け
た検討に着手。 

 

 
計算科学研究センターにおいて、全国共同利用の形態についての検討ワ

ーキンググループ（構成員：センター長及び部門長）を設置して検討に着
手した。今後、附置研究所化の意味付け、組織のあり方等について本格的
に検討を進めることとした。 

 

【１１０】 【１１０】   
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⑥研究科等からの要請による教員
審査、個人及び組織の業績評価
を行うほか、大学の発展に資す
る企画提言機能を必要に応じて
発揮する組織として学系を設
置。学系は、専門的な学問分野
を同じくする教員で構成。 

 

③研究科等からの要請による教員審
査、個人及び組織の業績評価を行
うほか、大学の発展に資する企画
提言機能を必要に応じて発揮する
組織として学系を設置。学系は、
専門的な学問分野を同じくする教
員で構成。 

 

学系は、研究科等からの要請による教員審査、個人及び組織の業績評価、
必要に応じて大学の発展に資する企画提言などの機能を発揮している。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
３ その他の目標 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標 

 
中
期
目
標 

有為な人材の育成や研究成果の創出等、教育研究を通じて社会に貢献することに
加え、国際社会、地域社会、産業界との連携により、知的成果を積極的に社会へ還
元。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策 
【１１１】 
①地元自治体との連携・協力体制
を構築し、自治体のニーズに応
じた各種事業の充実。（高大連
携、出前授業、審議会委員の派
遣等） 
特に地元つくば市とは、医療・
福祉・スポーツ等を中心に、過
去５年間で１６０件を超す連携
活動を更に充実・発展。 

 

【１１１】 
①茨城県（平成１７年２月包括協定
締結）及びつくば市（平成１５年
９月包括協定締結）を中心とした
自治体との連携・協力体制を活用
し、新たなニーズや意見の収集に
努め、地域貢献事業を推進。 

 

 
包括協定を締結している茨城県及びつくば市と定期的に協議会等を開

催（茨城県２回、つくば市３回開催）し、新たなニーズや意見の収集を行
い、各種連携事業を実施した。 
 

 

【１１２-１】 
②特定の領域の教育研究を推進する
ために寄附講座を設置。 

 

 
人間総合科学研究科に「睡眠医学寄附講座」を設置した（１７年４月）。 
また、図書館情報メディア研究科では、寄附講座の申し出を受けて、｢図

書館流通センター寄附講座｣の設置準備をした。併せて、寄附講座を活用
して、高度専門職業人の育成と社会貢献の充実を図るため、前期課程に｢図
書館経営管理コース｣を設置する準備を進めた。 
 

 【１１２】 
②社会のニーズを捉えた公開講座
の開設等、社会サービスを積極
的に推進。 

【１１２-２】 
③社会のニーズを捉えた公開講座を
実施。 

 

 
公開講座は社会のニーズを捉えた５２の講座を実施した。 

  〔17 年度実施状況〕 
   ・一般公開講座（スポーツ教室、芸術教室、健康保健教室、教養講座） 
      ２４講座実施  受講者   ６４７名  

・現職教育講座 
      ２８講座実施  受講者 １，９４１名 
 

 

【１１３】 
③附属図書館や体育施設などの地
域開放を推進。 

 

【１１３】 
④図書館における学外者に対する閲
覧、複写サービスの提供。また、
展示会など図書館公開事業を実
施。体育センターにおいては、地
元自治体やスポーツ団体等に施設
を積極的に開放。 

 

 
附属図書館においては、学外者に対する閲覧、貸出、文献複写等のサー

ビスを行った。また、公開事業として、特別展「江戸前期の湯島聖堂」（入
場者１，７８０人）及び常設展を企画した。        
   また、体育センターにおいては、地元自治体やスポーツ団体等に対し施
設を積極的に開放した。（１７年度実績 ２３施設３４５件） 
 

 

○産学官連携の推進に関する具体的方策 
【１１４】 
①キャンパス・インキュベーショ
ンや企業との共同研究を促進す
るため、専用施設の整備と共同

【１１４,１１５,１１６】 
知的財産統括本部において、知的

財産の保護、産業界への技術移転を
推進するとともに学内シーズの発

 
企業等との共同研究、受託研究の増加を図るため、技術移転マネージャ

ー２名、ビジネス・インキュベーション・マネージャー１名、産学官連携
コーディネータ１名、シニア・コーディネータ（本学名誉教授等）８名を

 

７
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研究資金確保のための学内シス
テムの整備を図り、共同研究、
受託研究件数の増加を図る。（中
期目標期間中：共同研究累計 
４５０件、受託研究累計９００
件程度） 

 

掘、企業ニーズとのマッチングを推
進することにより、共同研究及び受
託研究の件数の増加を図る。また、
インターンシップを積極的に推進す
るなど、産学連携による人材育成に
取り組む。 

 

雇用・委嘱するとともに、教員２８名を科学技術相談員に指名して、リエ
ゾン活動を推進する体制の充実を図った。 
また、研究交流会、研究成果出展、科学技術相談会等を２６回行った結

果、受託研究（２２３件、前年度比１６件増）及び共同研究（２５４件、
前年度比６５件増）が大幅に増加した。 
さらに、産学連携活動推進のため、東京三菱銀行と「産学連携協力に関

する協定」(17.4.1 付)、常陽銀行と「連携協力協定」(17.4.28 付）を締
結した。 
なお、これら連携に関する取り組みにより、産学連携体制が優れている

大学として産業界から全国４位に評価された(経済産業省調査による)。 
１８年１月にインターンシップの総合窓口である「つくばインターンシ

ップ・コンソーシアム（TIC）」を設立し、地域の活性化とインターンシ
ップの推進を図るとともに、各教育組織においてはインターンシップによ
る人材育成を積極的に推進した。 
 

【１１５】 
②知財統括本部の設置により、リ
エゾン機能を強化。 

 

 
※年度計画【９４,９５,１１４】に対
応 

 
※年度計画【９４,９５,１１４】に対応 

 

【１１６】 
③公的研究機関との共同研究体制
を強化・促進。 

 

 
※年度計画【１１４】に対応 

 
※年度計画【１１４】に対応 

 

○国公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策 
【１１７】 
①筑波研究学園都市における中核
的な大学として、地域の各種研
究機関との連携を図る。また、
広域的に諸大学等との各種連携
体制及び支援体制の整備拡充を
図る。 

 

【１１７-１】 
①筑波研究学園都市における中核的
な大学として、連携大学院方式等
を通じて、地域の各種研究機関と
の連携を推進。 

 
 

 
１７年４月に研究学園都市内の農業・生物系特定産業技術研究機構と連

携し、同機構の研究者で組織する「先端農業技術科学専攻」を設置し、５
名が入学した(入学定員６名)。 
  また、連携大学院方式として、筑波研究学園都市等にある多数の研究機
関の研究者を教授(客員)、助教授(客員)とし、最新の研究設備と機能を有
する研究機関で学生の研究指導を行った。 
 

 

【１１８】 
②学内外の教育関係機関等の教職
員を対象としての研修会等を積
極的に推進。 

【１１８】 
②大学研究センターにおける国公私
立大学事務職員に対するセミナー
や図書館職員長期研修など学内外
の教育関係機関等の教職員を対象
とした研修会等を実施。 

 

 
附属図書館においては大学図書館職員長期研修(文部科学省と共催)、大

学研究センターにおいては大学職員能力開発セミナーを実施するなど、学
内外の教育関係機関等の教職員を対象とした研修会を実施した。 
また、東京芸術大学と共同して、「平成１７年度関東・甲信越地区国立

大学法人等係長研修」を実施した。 
 

 

【１１９】 
③他大学との連携協力による授業
の実施及び教育研究基盤の整備
等について検討。 

 

【１１９】 
③ビジネス科学研究科において、大
阪大学等と協力してＳＣＳを利
用した合同授業を企画・実施。 

 

 
ビジネス科学研究科(東京地区)において、SCS を利用した合同授業「ト

ップレクチャー」を５日間に渡り実施し、小樽商科大学、京都大学、大阪
大学、琉球大学、筑波大学本校に配信した。 
 

 

 【１１７-２】 
④下田臨海実験センター等本学が保
有する施設・設備を国公私立大学
に開放するなどの連携の推進に関
する検討に着手。 
 

 
本学が保有する施設・設備については、他大学等に対して積極的に開放

している。 
一例として、下田臨海実験センターでは、授業や臨海実習を目的に１７

年度延べ４，１５６人に利用された。 
 

 

○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策 
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【１２０-１,１２１-１,１２２-１, 
１２３-１,１２４-１】 
①筑波大学国際連携の理念となるポ
リシーペーパーを作成。 

 
本学の国際連携のあり方をとりまとめた「筑波大学国際連携ポリシーペ

ーパー」を作成し学内外に公表した。 
 

 【１２０】 
①国際交流協定の質の充実と協定
校（平成１５年度：２７ヶ国・
９５機関）の拡大。 

【１２０-２】 
②国際交流協定の協定校を拡大する
とともに拠点となる協定大学や研
究機関を選定し、積極的な交流活
動を展開。 

 

 
１７年４月１日現在２９か国１０３機関であった国際交流協定は、１８

年３月３１日時点で３４か国・地域１１３機関となり１０機関増加した。 
 

 

【１２１】 
②国際交流事業資金の充実。 
 

【１２１,１２３-２,１２４-２】 
③国際連携プロジェクト（招へい・
派遣・イベントフォーラム）及び
国際留学プロジェクト（受入れ・
派遣）を推進し、研究者交流、留
学生交流、国際会議・シンポジウ
ムの開催等への支援を実施。 

 

 
国際連携プロジェクト(受入れ)(派遣)(イベント・フォーラム形成)を実

施し、外国人研究者等の招へい、本学職員の海外派遣及び国際会議等の開
催を推進した。 
また、短期留学生の受入れ及び学生の海外派遣のための奨学金創設につ

いて準備を進めた。 
 

 

【１２２】 
③ＵＭＡＰ単位互換方式の導入、
留学生受入体制の充実。 

 

 
※「ＵＭＡＰ…」は１８年度から実施
のため、１７年度の年度計画なし 

※「留学生受入体制…」は年度計画 
【１２２-２】に対応 

 

 
UMAP国際会議等に参加し、UMAPの UCTS単位互換方式の調査を実施した。 
 

※「留学生受入体制…」は年度計画【１２２-２】に対応 
 

 

【１２３】 
④海外の優れた研究機関等との連
携による国際共同研究の推進。 

 
 

 

【１２３-３】 
④学術研究情報や留学情報の収集、
発信を行うとともに、優秀な留学
生・研究者の確保、共同研究の推
進、日本語教育の海外拠点の設置
について検討。 

 

 
本学の海外拠点の設置について、設置形態、役割及び審査基準等を検討

した。 
また、チュニジア共和国における海外拠点の設置準備を進めた。 
 

 

【１２４】 
⑤国際会議等の開催を拡充し、研
究情報の交換及び学生・研究者
の相互交流を促進。 

 

 
※年度計画【１２１】に対応 

 
※年度計画【１２１】に対応 

 

 【１２２-２】 
⑤留学生交流の具体的方策を企画・
実施する留学生センターの支援組
織の見直し。 

 

 
国際連携室の下に学生交流部会を設置し、本学の学生交流に係る諸課題

について調査検討を行い、留学生交流の具体的方策を企画・実施する留学
生センターを支援した。 
 

 

○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策 
【１２５】 
①独立行政法人国際協力機構、世
界銀行等の国際関係機関を通じ
た教育研究協力及び研究開発の
推進。 

 

【１２５】 
①教育開発国際協力研究センター及
び農林技術センター等において、
国際協力機構及びユネスコ等を通
じた開発途上国等への専門家の派
遣及び招へい並びにセミナー等の
開催、国際共同研究を積極的に推
進。 

 

 
教育開発国際協力研究センターにおいては、アフガニスタンにおける国

際教育協力ネットワークの充実、インドネシアにおける社会教育の組織整
備支援を行った。また、ホンジュラス、チリ、ボスニア・ヘルツェゴビナ
等との研究・研修交流を実施した。 
  農林技術センターにおいては、日本ユネスコ国内委員会との共催による
筑波アジア農業教育セミナーを開催し、アジア地域の農業教育及び農業研
究に対する国際協力を推進した。 
 

 

【１２６】 
②本学が教育研究の対象としてい

【１２６】 
②北アフリカ研究センターにおい

 
北アフリカ研究センターでは、チュニジア共和国との研究交流により、
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る地域に関する農業、情報、文
化等幅広い分野にまたがる教育
研究とそれを通じた各種協力の
推進を図る。 

て、北アフリカ地域への多方面か
らの支援方策を学術的に研究。 

 

国際共同研究契約及び国際共同出願を行った。その結果、本学最初の海外
研究拠点を設置することになった。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
３ その他の目標 
（２）附属病院に関する目標 

 
中
期
目
標 

患者の希望を尊重し、十分な理解の元に、最適な医療を安全かつ快適な環境で提
供するとともに、次世代を担う医療人の育成と新しい医科学の開発・研究を推進。 
また、地域の中核医療機関として社会に貢献し、国民の理解とともに歩む医療の

運営を推進。 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○医療サービスの向上に関する具体的方策 
【１２７】 
①診療グループ中心の診療体制を
再編し、先端医科学の技術応用、
複数診療領域の連携、地域・社
会との連携、予防医学・生体機
能の維持、研究開発への特化等
を特徴とした診療機能をセンタ
ーとして整備。 

 

【１２７】 
①地域・社会との連携による支援セ
ンターの設置を図る。 

 

 
茨城県からの委託に基づき、地域で療養する難病患者及びその家族等の

療養・生活上の悩みや不安の軽減等の相談・支援を行うため、１７年４月
に附属病院内に茨城県難病相談・支援センターを開設した。 
（相談件数：２１３件、講演会開催回数：１回） 

 

 

【１２８】 
②専門外来及び病診・病病連携を
基盤とする外来診療体制の整
備。 

 

【１２８】 
②病診・病病連携等による外来診療
体制を整備。 

 

 
地域等との医療の連携に関し迅速な対応ができるよう、１７年４月に地

域医療連携センターに職員を配置し、体制の整備を図った。 
また、医療の質と安全を高めていくため、診療行為に関連した死亡につ

いて、因果関係及び再発防止策を総合的に検討する厚生労働省補助金モデ
ル事業としての調査受付窓口を病理部内に設置し、日本内科学会と共同で
１８年２月から茨城県内の医療機関を対象に事業を開始した。 
そのほか、附属病院長が県内の医療機関を個別訪問し、病病連携につい

て協議した。また、地域医療連携センターWG において、外来診療体制の
整備に関し検討した。 

 

 

【１２９】 
③医療の質の向上と安全管理の充
実。 

 

【１３０】 
③患者満足度の向上を図るための患
者サービスを検討。 

 

 
患者満足度の向上とより高い品質の医療サービスを提供するため、以下

の取組みを行った。 
①予約センターに関し、１７年５月に職員を１名増員するとともに、電
話回線を増設した。また、業務の見直しにより電話回線の混雑緩和を
図った。 
②自動体外式除細動器（AED）２６台を導入して１７年５月から試験運
用を開始し、８月からは本運用を開始した。 

③近年急増している睡眠呼吸障害者、睡眠時無呼吸症候群患者を対象に
検査及び治療を行うため、１７年５月に睡眠呼吸障害診療グループを
設置し、診療を開始した。 

④患者やその家族等の苦痛を和らげるとともに、患者等が希望する療養
生活を送れるよう、専任の医師及び看護師を配置した緩和ケアセンタ
ーを１７年７月に設置し、支援を開始した。 

⑤本学附属病院以外の主治医の診療を受けている患者を対象に、主治医
からの検査資料等を基に今後の治療に関する意見を提供するため、１
７年８月にセカンドオピニオン外来を開設し、相談を開始した。 

⑥患者の診療費の支払方法について、１７年４月からクレジットカード
の利用を可能とした。 

⑦附属病院に対する市民の理解や関心を高めるため、１７年９月につく

 

８
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ば国際会議場でのつくばエクスプレス開業記念事業に参加し、市民講
座「肥満と生活習慣病」を開催した。 

⑧県民の健康増進及び医療意識の向上を図るため、附属病院内の財団法
人桐仁会との共催により県内各地域を会場とする「県民のための健康
管理講座」を４回開催した。 

 
【１３０】 
④患者の理解支援と情報提供のた
めのサービス充実。 

 

【１２９】 
④患者食の提供システムと質の改善
を検討。 

 
患者食の提供システムと質の改善に取り組み、月１回の弁当形式による

行事食及び一般食患者を対象とする選択食並びに患者個別対応システム
を導入した。また、全国的にも珍しい取り組みとして、昆布締めの刺身を
１２月から３月までの期間限定で提供した。 
 

 

○良質な医療人養成の具体的方策 
【１３１】 
①医師及びコ・メディカルの卒
前・卒後・生涯教育を体系的に
実施するための総合的な臨床教
育研修体制の整備を進め、資質
の向上を図る。 

 

【１３１】 
①卒後臨床研修における「筑波大学
附属病院後期課程プログラム」の
改定を検討。 

 

 
卒後臨床研修（後期課程）全養成コースの研修プログラムを整備し、附

属病院のホームページにおいて情報を公開した。また、チーフ課程におけ
る修了認定基準の見直しを検討した。 

 

 

【１３２】 
②教育研修の効果に対する評価シ
ステムの確立。 

 

【１３２】 
②臨床技能実習システム（スキルス
ラボ）及び救急蘇生教育を充実。 

 
臨床技能実習室にシミュレーション等の備品を充実させるなどの環境

整備を行った。これにより、医師、看護師、学生等の利用者が増加した。
また、自動体外式除細動器（AED）を設置したことに伴い、操作訓練の講
習会を実施し、５２７名が受講した。 
 

 

○研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための具体的方策 
【１３３】 
①学際連携による医・工等の先端
技術を利用した新たな医療技術
の創出及びトランスレーショナ
ル・リサーチの推進を図る。 

 

【１３３】 
①学内の他分野や地域の研究機関と
連携して、遺伝子診断・治療を推
進。 

 
１６年度に開始した遺伝子治療を１７年度は３例実施した（累計４例）。 

 

 

【１３４】 
②陽子線医学利用に関する研究施
設との協力による陽子線治療の
推進。 

 

【１３４】 
②陽子線医学利用研究センターと協
力して陽子線治療をさらに推進。 

 

 
陽子線医学利用研究センターにおいて追加治験を再提出し、現在、医療

用具として再審査を受けているが、１７年度において２３１人（前年度 
２０２人）の患者に対し陽子線治療を行った。 

 

 

【１３５】 
③創薬の推進と治験管理体制の整
備。 

【１３５】 
③治験の受入体制の整備を図るとと
もに、医師・医療機関が主体とな
って行う臨床研究について取り組
む。 

 

 
治験コーディネーターを増員するとともに、治験管理室のホームページ

を更新するなど受け入れ体制の整備を図った。また、附属病院で行われる
臨床研究の適正な実施に関し審査するため、新たに臨床研究倫理審査委員
会を設けた。 

 

 

○経営の効率化に関する具体的方策 
【１３６】 
①病床稼働率の向上と平均在院日
数の短縮等により、病院収入の
増加を図る。 

 

【１３６-１】 
①病床稼働率（８８％）の維持・向
上により、病院収入の増を図る。 

 
病床稼働率は、当初目標の８８％を上回る９２.２％を達成した。また、

手術人数及び外来患者数の増加等により、前年度の実績を約１３.６億円
上回る１５４.５億円の病院収入を確保した。 

 

 

【１３７】 
②手術、集中治療等の運用効率を

【１３８】 
②物流管理システムの構築による病

 
医療材料の約７００品目について、在庫の定数化及びカードによる管理
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上げるため、看護師等の適切な
配置を図る。 

 

院資源の効率的な予算執行を推進 を導入し、過剰在庫や期限切れの防止に努めた。 
 

【１３８】 
③物流管理システムの構築、機器
の共用管理部門整備等による経
営の効率化を推進。 

 

【１３７】 
③手術部等への看護師等の増加を図
る。 

 
手術室の有効利用、総合周産期母子医療センターの稼働及び病院業務の

円滑運営に伴う増収及び診療体制の維持等による収入の確保のため、看護
師、医療事務職員及び病院医師を増員し整備を図った。 

 

 

 【１３６-２】 
④病床の効率的な運用のため、病床
配分の見直しを行う。 

 

 
病床の有効利用を図るため、前年度の病床稼働実績に基づき病床配分の

見直しを行った結果、病床稼働率について前年度実績を４.２ポイント上
回る９２.２％を達成した。 
 

 

【１３９】 
④長期的視野に立脚した診療・経
営情報の専門的収集と分析を行
う体制の整備を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

 
  経営戦略室において院内における経営戦略情報の収集・分析を行うとと
もに、経営改善方法を具体的に検討する経営戦略チームによる具体的施策
の検討を行った。 

 

○適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策 
【１４０】 
①病院長の裁量による機動的かつ
弾力的な人事配置。 

 

【１４０】 
①病床稼働率の維持・向上等のため、
各フロアに総フロア長を新たに配
置。 

 

 
総フロア長及び総フロア長補佐を発令して各病棟における管理・運営に

関する責任体制を明確にし、病棟内における診療業務の効率的な運営を図
った。 

 

 

【１４１】 
②外部委託を含む業務の見直しを
推進。 

 

【１４１】 
②外部委託を含む経営的、効率的な
面を考慮した業務の見直し及び医
療事務専門職員の配置を検討。 

 

 
手術室における看護師の負荷業務を軽減するため、洗浄業務を外部委託

し、手術室の有効利用による増収を図った。また、診療報酬請求事務等に
関し専門知識を有する資格者を診療報酬請求部門に配置するとともに、ス
キルアップ研修として医事課職員を他医療機関へ派遣し、職員の質の向上
を図った。 
さらに、医療の質の向上及び病院の経営管理の効率的な運用を図るた

め、専門知識を有する診療情報管理士を配置し、診療録管理の充実を図っ
た。 
 

 

【１４２】 
③段階的症度別看護体制（ＰＰＣ）
のあり方を再検討。 

 

【１４２】 
③看護師の弾力的な配置を検討。 

 

 
病床稼働率の向上に伴い、各病棟間の看護師の弾力的な配置を検討し、

看護加算基準等に対応した看護師の配置を行った。また、総合周産期母子
医療センター等の設置に伴う配置見直しを行った。 
 

 

○管理運営等に関する具体的方策 
【１４３-１】 
①病院機能評価及び ISO9001 を管理
運営の改善・促進に活用。 

 

 
国際基準の認証 ISO9001 について、１７年度に２度の継続審査を受ける

とともに、管理運営の改善にツールとして活用した。具体的には、各部門
において、附属病院の全体方針、目的及び当該部門の前年度目的の達成状
況を踏まえて、医療サービスの質及び経営改善に係る部門目的を設定し、
その達成度の評価を行い、改善に活かした。 
 

 【１４３】 
①病院長を専任とし、附属病院を
管理運営。 

 

【１４３-２,１４４】 
②病院長を中心とする管理運営体制
のさらなる充実を図る。 

 

 
  病院長補佐を１名から２名に増員するとともに、各病棟に総フロア長及
び総フロア長補佐を配置し、附属病院長の持つ複雑かつ多様な業務に対応
する体制を整備した。 
 

 

【１４４】    
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②病院長の権限・責任を明確にす
るとともに、副病院長を置き病
院長の補佐体制を充実。 

 

※年度計画【１４３-２】に対応 ※年度計画【１４３-２】に対応 

【１４５】 
③先端医療や地域との連携医療に
対応した病院の整備を図る。 

 

【１４５】 
③予算の範囲内において医療機器の
更新及び先端医療の提供に必要な
医療機器の新規導入を図る。 

 

 
  医療の安全確保及び特定機能病院としての高度な先端医療の提供のた
め、経済的効果も考慮の上、循環器用診断装置等を導入した。 

 

    
【１４６】 
④診療情報の電子化と地域医療機
関とのオンライン情報交換の実
現を図る。 

 

【１４６】 
④診療情報の電子化や地域医療機関
とのオンライン情報交換の実現を
図る。 

 
新診療情報システムの構想及び画像情報を中心とした地域医療機関と

の連携に関するシステムの構築について検討した。 
 

 

○附属病院の整備 
【１４７】 

周産期総合医療センター等の診
療部門や診療支援部門等の整備を
図る。 
 

【１４７】 
周産期総合医療センターの整備を

図る。 
 

 
地域における充実した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、ハ

イリスクの妊産婦及びその胎児を救うべく、高度専門的な医療を効率的に
供給する周産期医療体制の整備により、１７年６月に茨城県から総合周産
期母子医療センターとして県内初の指定を受けた。 
これに伴い、周産期総合医療センターを総合周産期母子医療センターに

改称した。（１７年７月） 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
３ その他の目標 
（３）附属学校等に関する目標 

 
中
期
目
標 

児童、生徒等の心身の発達に応じた教育の実践を通じ、大学の教育研究に積極的
に協力し、大学との連携をより強化。社会の要請や環境の変化に応じた附属学校の
在り方を検討し、初等中等教育改革を先導的に推進。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等  

○学校運営の改善に関する具体的方策 
【１４８】 
①附属学校の管理体制の確立及び
効率化を図るため、附属学校の
管理機関として附属学校教育局
を設置。 

 

【１４８】 
①附属学校教育局による附属学校運
営のさらなる改善・充実を図る。 

 

 
管理機関としての附属学校教育局の設置により、各附属学校における組

織、教育課程、幼児・児童・生徒の在籍、教職員人事、施設等の管理を引
き続き行うとともに、教育長のリーダーシップの下、経費の重点執行を行
うなど、戦略的な運営を行った。 
 

 

【１４９】 
②障害の枠組みを超えた特別支援
教育体制の整備を図るため、障
害教育５校の機能的な統合を図
り、附属特別支援学校を設置。 

 

【１４９】 
②附属特別支援学校の設置に向け
て、検討組織を設置し機能的な統
合等について検討。 

 

 
「障害教育５校・センター連絡協議会」を設置し、今後の障害附属学校

のあり方等について検討した。 

 

○大学との連携・協力の強化に関する具体的方策 
【１５０】 
①大学との連携の下、附属学校の
教育・研究機能の発展・強化の
ため、附属学校教育局に必要に
応じ、教科、領域、研究課題に
対応した指導教員を配置。 

 
【１５１】 
②大学と附属学校との連携を推進
するため、附属学校教育局に大
学・附属学校連携委員会と学校
別に連携小委員会を設置。 

 

【１５０,１５１】 
①「大学・附属学校連携委員会」に
おいて、さらに連携を推進。 

 

 
「大学・附属学校連携委員会」において、附属学校と大学の連携を推進

するため、以下の取組みを実施した。 
①大学と附属学校の連携の円滑化を図るため、「大学・附属学校連携委
員会」の主導の下、各連携小委員会に指導教員を配置 
②附属学校の各々の課題に対応して指導教員を中心とする検討会を設
け、電子黒板の導入などに先導的な役割を果たした 
③指導教員を中心として大学と附属学校の連携協力によるプロジェク
ト研究を行い、研究発表会を開催 
④附属学校教育局及び附属学校１１校と時事通信出版局とで産学連携
事業を行い、共同でセミナーを開催するとともに報告書を作成 

 

 

【１５２】 
③特別支援教育に関する附属学校
や公立学校との連携協力のため
の体制の整備を図り、特別支援
教育と教育相談を一層推進。 

 

【１５２】 
②「特別支援教育研究センター運営
委員会」を中心に特別支援教育に
関する附属学校や公立学校との連
携協力のための体制整備に関する
検討に着手。 

 

 
特別支援教育研究センター運営委員会の方針を受け、障害教育５校と特

別支援教育研究センターの連携協力のための体制整備を行い、研修会を実
施した。 
 

 

○附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策 
【１５３】 

特色ある選抜方法、入学定員、
入試問題等について、学校毎に検
討組織を設置するなど、入学者選

【１５３】 
各学校に設置された検討組織にお

いて、引き続き選抜方法の工夫や入
学定員の見直しを行う。 

 
桐が丘養護学校では、通学部・入院部から本校・併設学級への改組に伴

う入学定員の見直しを実施した。 
また、久里浜養護学校では、幼稚部から小学部への連絡進学枠と一般選

 

９
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抜を改善。 
 

抜枠により入試を実施した。 

○公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策 
【１５４】 
①附属学校の教員については、附
属学校教育局が公立学校との人
事交流を一元的に実施。 

 

【１５４】 
①公立学校との人事交流について
は、平成１６年度に整理した課題
等を踏まえて、円滑な人事交流を
推進するための方策を検討。 

 

 
円滑な人事交流の実現のため、個々の人事について交流の実現に努める

とともに、１６年度の検討を踏まえ、新たな人事交流の問題について協議
した。 

 

【１５５】 
②各附属学校の特性や人事を踏ま
え、附属学校教育局が体系的に
研修を実施。 

【１５５】 
②研修については、「附属学校にお
ける教員研修検討会」においてさ
らなる充実策を検討・実施。 

 

 
附属学校教員を対象とした研修会を２回実施した。また、「附属学校教

育局研修委員会」を新たに設置し、附属学校の教員研修のあり方について
検討するとともに、東京都の教育委員会との共催による研修会を実施する
こととした。 
 

 

○附属学校等の整備 
【１５６】 
①特別支援教育に関する実践的な
教育研究と関係学校に対する支
援を行うための体制の整備を図
る。 

 

【１５６】 
①平成１６年度に設置した「特別支
援教育研究センター」の機能のさ
らなる充実を図る。 

 

 
１６年度に特別支援教育研究センターが設置されたことにより、附属学

校教育局、附属障害５校と大学の心身障害学系との連携がより組織的に行
われるようになり、特別支援教育の研究が一層推進された。また、同セン
ターのスタッフを５名から８名に増員し、充実を図った。 

 

【１５７-１】 
②附属学校教育局と附属学校の連携
による現職教員を対象としたリカ
レント教育を行なうための整備を
検討。 

 

 
  附属学校教育局の主導の下、関係教育委員会と連携してリカレント教育
体制の整備に関する課題を検討した。東京都に関してはリカレント教育・
１０年経験者研修プログラムの共同開発を１７年度からスタートした。 

 【１５７】 
②附属学校教育局と各附属学校の
連携による、現職教員を対象と
したリカレント教育を行うため
の整備を図る。 

 
【１５７-２】 
③特別支援教育研究センターとの連
携による長期研修プログラム（内
地留学）の受け入れを実施。 

 

  
特別支援教育研究センターと障害教育５校との連携により、教育委員会

の派遣による現職教員を７名受け入れた。  
   

 

【１５８】 
③学校教育研究に関する資料の整
備を図る。 

 

【１５８】 
④附属学校が所有する教育資料の整
備方法について検討。 

 
「附属学校教育局教育史資料委員会」を新たに設置し、貴重史資料の選

り分け・整理、複製の作成等を、３年計画としてスタートした。 

 

【１５９】 
④附属学校教員等の適切な配置を
図る。 

 

【１５９】 
⑤平成１６年度に設置した「附属学
校教員選考委員会」において、引
き続き、附属学校における教員の
適正配置等を図る。 

 

 
  教員の後任補充を行うにあたり、標準法に基づく教員数を参考に適正な
配置を図った。 

 

【１６０-１】 
⑥平成１６年度に設置した「学校あ
んしん推進委員会」を活用し、安
全で安心できる学校生活のための
諸施策を検討・推進。 

 

 
学校あんしん推進委員会において、安全管理に関する基本事項の周知徹

底を図るとともに、事故・事件の事例報告・検討を行い、情報の共有化と
危機管理の徹底を図った。 

 【１６０】 
⑤幼児児童生徒の安全確保及び附
属学校の安全管理の徹底を図
る。特に幼児児童生徒の安全確
保のために警備員の配置及び監
視カメラの設置等を図る。 

 【１６０-２】 
⑦安全対策マニュアルを引き続き検
証し、必要に応じ内容を改訂。 

 
附属全１１校で防犯訓練を実施するとともに、安全対策マニュアルの確

認・見直しを行った 
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○理療科教員の養成に関する具体的方策 
【１６１】 

盲学校の理療の教科を担当する
教員養成のための施設を設置。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

 
  理療科教員養成に関して主に以下の施策を実施した。 
  ①鍼灸師免許取得者の卒後臨床研修を発展させるため、理療研修生課程

の研修内容を改定した。 
  ②特別支援学校及び教員免許状の総合化に対応した理療科教員養成の

今後について検討に着手した。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項 
 
 
１．教育 
 
（１）新たな学群編制に向けた改組計画の決定 
 

本学開学以来の“ナンバー学群体制”を全面的に見直し、19 年 4 月の改組実施に
向けて、自由度の大きい教育サービスの提供という特色を活かしながら、受験生や
社会にわかり易い新たな学群編制を決定した。 
 
①第一、第二、第三の各学群と図書館情報専門学群を改組し、人文・文化、社会・
国際、人間、生命環境、理工、情報の各学群に改組し、その学際性と専門性の
調和を重視した新たな編制とした。 
②上記の新学群において、学類間の共通科目やコア的な科目を設定するなど、教
育内容を充実させるとともに、学群・学類を超えた科目履修などを柔軟に行え
る教育システムとした。 
③新学群・学類の編制やコンセプトを受験生や社会に明確に伝えるべく、広報活
動を強化するとともに、理系学類を中心に東京キャンパスで進学説明会を実施
した。 
④改組後における学生サービス水準の維持・向上や教育支援業務の効率的な実施
に向け、新旧双方の学群に配慮した事務体制の整備に関する基本骨格を策定し
た。 

 
（２）教養教育の再構築と｢筑波スタンダード｣の設定 
 

学群改組を契機として、教養教育の再構築及び教養教育、専門基礎教育、専門教
育における総合的な教育目標とその達成方法を表示する枠組である｢筑波スタンダ
ード｣の設定を行うこととし、17年度は以下の施策を実行した。 
 
①本学の教養教育の柱である総合科目(全 143 科目)について、履修状況や課題を
含めた現状評価を行い、教養教育再構築に向けた整理を行った。 
②18 年度内にスタンダードの設定を完了させるとともに、教養教育再構築の方向
性を明確化するため、教育企画に関する全学組織を強化することとし、18 年 4
月の｢教育企画室｣設置につなげた。 
③また、本問題の検討にあたり、従来の発想にとらわれない新たな視点を取り入
れるため、教養教育のエキスパートを特任教授として招へいすることとした。 

 
（３）大学院教育の充実 
 

①研究科・専攻の再編 
・16 年度の数理物質科学研究科に続き、システム情報工学研究科及び生命環境
科学研究科において５年一貫制から区分制への移行を行うとともに、専攻の
再編を実施 

・体育研究科(修士課程)において専攻の再編を実施 
・教育研究科(修士課程)スクールリーダーシップ開発専攻及び人間総合科学研
究科フロンティア医科学専攻の 18 年度設置に向けた準備の推進 

②社会人大学院の拡充 
 ・国公私立を通じわが国最初の社会人大学院として社会人教育の実績を有する

ビジネス科学研究科に、社会人を対象とし専ら夜間に開講する法曹専攻と国
際経営プロフェッショナル専攻を設置 

    ・法曹専攻では、高速ネットによるリーガルクリニック支援システムの開発を
進めるほか、国際経営プロフェッショナル専攻では、国際 MBA に相応しい実
践的なプログラムを提供するなど、ニーズに応じた特長的な教育を推進 

    ・社会人のための新たな博士課程教育プログラムの実施に向けた検討を開始 

 
（４）授業評価と教育方法の改善 
 
   ①教員・職員・学生が一体となった FD の全学的に取り組みを強化し、第 2 回全

学 FD 研修会においては、意欲的実践の事例や学生の意見・要望を全学で共有
化した。 

②学生による授業評価は、教員とリアルタイムで意見を交わせる学務システム
(TWINS)を用いて毎学期・全共通科目で実施したほか、専門科目でも各組織が
独自手法により実施した。 

   ③教育の質的向上に資する優れた取り組みに対し、学内公募により教育プロジェ
クト支援経費(15 件・総額 3,500 万円)による支援を行い、教育改善を推進した。 

 
（５）キャリア支援の総合的・戦略的展開 
 
   キャリア支援室及び就職課が、学群学生及び大学院生を対象とした、新たなキャ

リア支援等の諸施策を企画し、実施した。 
    

①学生のキャリア形成を促進するため、キャリア教育に取り組むこととし、総合
科目「未来の自分～自己発見～」を開設した。(受講者 181 名) 

   ②学生のインターンシップ活動の活性化を図るため、つくば市及び茨城県の協力
を得て｢つくばインターンシップコンソーシアム｣を設立した。 

③OB・OG 懇談会の参加企業の増加（16 年度 225 社→17 年度 271 社）を図るなど、
従来の諸施策を充実させるとともに、東京キャンパスの社会人大学院生が学群
学生にキャリア形成の支援を行う｢キャリア支援交流会｣を 2回実施した。 

④学群学生と大学院生の進路報告を簡素化し、データ利用の利便性を図るため、
各支援室に専用の就職情報提供システムを導入した。 

   
（６）新たな手法も取り入れた学生生活支援の充実 
 
   本学の特色である学生生活支援について、以下の施策を中心に新たな手法も取り

入れ、充実を図った。 
 
   ①つくばエクスプレスの開業(17 年 8月)を機に、全国初の取り組みとして、地元

バス会社との連携により、学内移動に路線バスを利用する｢筑波大学キャンパ
ス交通システム｣を導入した。 
これにより、従来の学内連絡バスよりも運行コストを大幅に低減しつつ、大学
へのアクセス及びキャンパス内の移動に係る利便性を飛躍的に向上させた。 
（運行時間帯 6:00～23:00(従来 8:10～19:15)、運行間隔約 10 分、運休日なし） 

②キャンパス・リニューアルの一環として、学生参加型の学生食堂リニューアル
を行っており、17 年度は平砂学生宿舎の食堂及び厨房について学生の意見やア
イディアを活かしたリニューアルを実施した。 

③費用省令の改正に伴い、大学の自主的な判断による多様な寄宿料設定が可能と 
なったため、新たな手法による学生宿舎の整備等について検討に着手した。 

④学群学生に対するきめ細やかな指導・助言を行うクラス制度を充実させるとと
もに、大学院生についても、研究科ごとに懇談会等を設置するなど、より適切
に意向を反映するための仕組みの構築を進めた。 

⑤従来からの取り組みとして、以下の施策を継続して実施した。 
  ・半数以上の学生が加入する課外活動を活性化する課外活動連絡会の開催 
  ・スポーツデー(春・秋、延べ１万人参加)、宿舎祭(約１万人参加)の開催 

    ・心理カウンセラーによる学生相談 
    ・障害学生に対する障害に応じた学習・研究上の支援 
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２．研究 
   
（１）新たな戦略的研究支援システムの構築 
 

資源の戦略的・重点的配分、学内における競争的環境の醸成、外部資金獲得強化
等を中心として、研究の活性化と研究力の強化を図るため、｢新たな戦略的研究支
援システム｣の基本方向を確定し、新たな取り組みを着実に実施した。 
  

  ①大学本部が行う大型の全学的研究支援と、各部局が配分された研究費により行
うきめ細かな研究支援の役割を以下のとおり明確にした。 

   〔大学本部が行う研究支援〕 
    ・将来の研究拠点の発掘・育成及び既存研究拠点の強化を支援 
   ・大学を代表する個人又は小規模グループが行う個性的研究の支援 
   ・産学連携を推進するプロジェクトに対する支援 
   ・特に実績がある新任・転入教員に対するロケットスタート支援 
  〔部局が行う研究支援〕 
   ・研究者の状況に応じた支援(新任、若手、外部資金の谷間等) 
   ・中小規模の研究グループ育成を支援 
   ・部局の特長を活かした将来性あるプロジェクトに対する支援 
②上記のうち、将来本学を代表するプロジェクトに発展する優れた研究や大型競
争的研究資金獲得に繋がる研究等を有する新任・転入教員に対し、研究活動の
早期立ち上げを支援する「ロケットスタート支援制度」では、１１名に対し総
額約  ４，０００万円を配分した。 
③部局への研究費配分は、一律で配分する部分と科学研究費補助金等の獲得額に
応じた部分により行い、競争的環境の醸成と科学研究費補助金等の獲得への積
極的取り組みを奨励する配分方針を決定した。(18 年度配分から導入) 

 
（２）外部資金獲得強化 
 
  16 年度に獲得した外部資金の総額をベースとして、その内訳を分析するととも
に、これを増大させるための方策を総合的に検討し、着手可能なものについて実行
した。 
科学研究費補助金(新規＋継続内定件数)  ８５２件 → ９２４件 

    共同研究                １８９件 → ２５４件 
    受託研究                ２０７件 → ２２３件 
 

   ①学長自ら科学研究費補助金獲得の重要性を呼びかけるシンポジウムを開催し、 
１２０名を超える参加者による活発な討論などを通じて、具体的な方法論を学
内で共有した。 

   ②上記に加え、17 年度は基盤研究(Ａ)の獲得増を目的とした「ステップアップ支
援制度」を導入し、採択に準ずる評価を受けた不採択者に対する２００万円上
限の研究費支援を決定した。これにより同種目への申請件数は２０件増加し
た。 

 ③企業等との連携を図るために、研究交流会、研究成果出展、科学技術相談会(計
26 回)を積極的に行った結果、共同研究及び受託研究の増加に繋がった。 
なお、これら連携に関する取り組みにより、産学連携体制が優れている大学と
して産業界から全国４位に評価された。(経済産業省調査による) 

 
 

 
（３）産学連携活動の強化 
 
   ①筑波大学発ベンチャーは、ILC プロジェクトによる支援や積極的な技術移転の

推進により、全国国公私立大学中トップの 12 社が設立された(累計 53 社)。 
   ②知的財産統括本部において、122 件の発明等の届出のうち 96 件を大学所有の特

許として権利を承継した。 
   ③企業等とのリエゾン活動推進のため、以下を雇用・指名するなどして体制を整

備した。 
     技術移転マネージャー(2 名)、産学連携コーディネータ(1名)、シニア・コーディネータ 
      (名誉教授等 8名)、科学技術相談員(教員 28 名) 
   ④平成 16 年度策定した「利益相反ポリシー」を受け、平成 17 年度において「利

益相反防止規則」を制定し全学に取扱いを周知するなど体制整備を図った。 
   ⑤産学連携活動推進のため、東京三菱銀行と「産学連携協力に関する協定」

(17.4.1 付)、常陽銀行と「連携協力協定」(17.4.28 付）を締結した。 
   ⑥知的財産権の活用による技術移転を推進した。 
     実施契約 6件（3,835 万円）※特許料収入については全国立大学中３位 
     譲渡契約 1件（30 万円） 
 
（４）全国共同利用施設等における独創的・先端的研究の推進 
 

①計算科学研究センターでは、全国共同利用施設に相応しい研究体制を整備・充実
(人員配置、研究スペースの確保等)するとともに、以下の大型研究プロジェクト
を実施している。 
特別教育研究経費による拠点形成事業(3 ヵ年 23.4 億円) 

「計算科学による新たな知の発見・統合・創出」 
科学研究費補助金特別推進研究 
  「融合型計算機による宇宙第一世代天体の解明」 
JST-CREST プログラム 
  「計算量子科学によるナノアーキテクチャ構築」 
文科省スーパーコンピュータ要素技術開発プロジェクト 

       「低電力高速デバイス・回路技術・論理方式の研究開発」 
②プラズマ研究センターでは、核融合科学研究所との双方向型共同研究等を通じ、
プラズマ物理・核融合研究分野における研究拠点として、世界レベルの研究成果
の創出と人材育成を推進している。 

③先端学際領域研究センターでは、柔軟な組織見直しに資するアスペクト方式、全
専任教員に対する任期制及び厳格な外部評価を取り入れ、時代の要請に応じた最
先端研究を行っている。 
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３．国際連携の戦略的展開 
  
（１）国際的な教育と研究を一層発展させるため、本学の国際連携における理念、戦略、

実施体制等をまとめ、｢国際連携ポリシーペーパー｣（日本語版及び英語版）とし
て公表した。 

 
（２）上記方針に基づき、国際交流協定の質的充実と量的拡大を進め、北アフリカ、中

央アジア、中国等を中心に協力機関を増加させ(16 年度 29 か国・地域、103 機関
→17 年度 34 か国・地域、113 機関)、学生・教員の海外派遣、留学生の受け入れ、
単位互換等活発な国際交流を推進した。 

 
（３）本学が所有する人文・社会科学や自然科学分野における先端的な研究成果を基に

した積極的な国際貢献を目指し、平成 17 年 5 月に国際協力銀行と協力協定を締
結した。 

 
（４）北アフリカ・地中海地域が有する多様な可能性と我が国の科学技術の有機的連携

及び同地域における教育研究活動の一層の推進を図るため、チュニジア共和国に
ある教育研究機関との関係強化を進めるとともに、同国内における海外拠点の形
成に着手し、18 年 4 月には拠点設置を実現した。 

   
４．社会貢献・地域連携の推進 
 
（１）教職員が行う社会貢献活動を全学的に支援するため、16 年度に導入した社会貢献

プロジェクト制度を継続し、学内公募により、18 件に対して合計 1,000 万円の支
援を行った。 

 
（２）16 年度までに締結した茨城県とつくば市との包括協定に基づき、それぞれ定期的

な連絡会を開催し、全学及び各組織・個人のレベルでの社会貢献・地域連携活動
を促進した。 

 
（３）地域密着型の現代ＧＰとして「新しい課題対応型体験実習プログラムの開発」が

採択され、地元つくば市と連携して指導的市民の育成支援を目的とした「食と緑
のマイスター育成講座」(生物資源学類)及び「食と美のマイスター講座」(芸術
専門学群)を開発した。 

 
（４）大学の施設等を学外に積極的に開放した。主たる施設は下記のとおり。 

・附属図書館を学外者に開放するとともに、公開事業として特別展を開催(入
場者 1,780 人) 

・体育施設を地元自治体及びスポーツ団体等に開放(23 施設 345 件) 
・下田臨海実験センターを広く小学生から大学生までの授業・臨海実習の場と
して提供(利用者 4,156 人) 

 
 
 

 
５．附属病院 
 
（１）病院運営の改善・充実 
 
   ①ISO9001(16 年 3 月に認証取得。17 年度 2 度の継続審査)のツール等を活用し、最適な

医療の提供と患者満足度向上を推進 
   ②部門ごとに医療サービスの質及び運営改善目標を設定するとともに、達成度評

価を実施して改善に活用 
   ③病床稼働率の向上、手術人数の増、料金改定、外来患者数の増により、前年比

13.6 億円の収入増を達成 
   ④病院施設の一層の高度化・機能強化を実現する再開発基本計画の策定に着手 
 
（２）患者や社会のニーズに対応した医療サービスの向上 
 
   ①睡眠呼吸障害外来を開設 
   ②緩和ケアセンターを設置 
   ③セカンドオピニオン外来を開設 
   ④診療費の支払いにクレジットカードの取扱いを開始 
 
（３）地域の中核医療機関としての体制強化 
 
   ①地域医療連携センターにおいて、より迅速な対応を行うため職員を増員配置 
   ②総合周産期母子医療センターを設置し、周産期医療体制を強化 
   ③茨城県難病相談・支援センターを開設し、難病患者及び家族への支援を充実 
 
６．附属学校 
 
（１）附属学校１１校においては特色ある教科指導等の実践を継続的に行っており、１

７年度は新たに、附属坂戸高校において総合学科における「ＩＴ人材育成」の実
践研究に着手した。 

 
（２）附属学校教育局及び附属学校１１校と時事通信出版局とで全国の教員採用試験

問題の分析を行なう産学連携事業を実施し、セミナーを開催するとともに報告
書を作成した。 

 
（３）附属学校として大学と一体となった取り組みを推進している。１７年度の主な取

り組みは以下のとおり。 
・「大学・附属学校連携委員会」の小委員会(各附属学校に設置)に指導教員を
配置し、大学との連携の方策について検討を行った。 
・大学の学群と附属学校の連携により、高大連携に関する検討を行った。 
・指導教員を中心に大学と附属学校教員との共同研究(プロジェクト研究)を行
い、発表会を開催した。 
・指導教員及び附属桐が丘養護学校教員と民間企業との共同研究として、障害
児教育における電子黒板を活用した授業方法の開発に着手した。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
１ 運営体制の改善に関する目標 
 
中
期
目
標 

運営に学外者の意見を取り入れ、学長のリーダーシップの下、効果的、機動的な
運営体制を構築。また、教育研究、管理運営等、諸活動の適正な評価に基づく資源
の最適配分により、競争的な環境を醸成し、個性と活力のある大学を創出。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策 
【１６２-１,１６３,１６５】 
①学長・副学長を補佐する各戦略室
を活用し、本部事務組織との連携
による戦略立案・推進機能の強化
を図る。 
 

 
Ⅳ 

 
各戦略室は、教職員一体となって｢１２の全学重点施策｣を中心に

戦略・計画を立案するとともに、着実に推進した。 
特に、学長室、研究戦略室における検討結果は、教育研究評議会

の下に新たに設置した「大学教員人事制度設計委員会」や「新たな
戦略的研究支援システム検討委員会」において全学的検討を行い、
コンセンサスを得た上で決定・実施した。（具体的な成果は年度計
画【８５】【２７３-２】に記載） 

 

 
２ 

 【１６２】 
①本部が担う法人全体としての
経営機能と、部局が担う教育研
究に関わる業務執行機能を分
離。 

 

【１６２-２】 
②平成１６年度に引き続き、全学・
部局別の年度重点施策を策定し、
期限を明確にして、確実な実施を
図る。 

 

 
Ⅲ 

 
前年度に引き続き｢１２の全学重点施策｣を掲げ、責任者・期限・

推進方法を明確化して実施した。なかでも、最大の懸案事項であっ
た学群改組計画については、１６年度に全学合意を得た基本骨格を
もとに検討を行い、新学群編制案を策定・公表することができた。 
また、各部局の重点施策は、年度当初に中期計画・年度計画等を

踏まえて策定し、年度終了後に自己点検・評価による検証を行った。 
 

 
２ 

 

【１６３】 
②管理運営、教育研究等に係る事
項を分担し所掌させるため、原
則として専任の副学長を置き、
これらの副学長を補佐し業務
を執行する体制を整備。 

 

 
※年度計画【１６２-１】に対応 

  
※年度計画【１６２-１】に対応 

  

【１６４】 
③調整官を置き、本部部内又は本
部部局間の連絡調整を実施。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  調整官は、組織横断的な課題について、本部部内又は本部部局間
の連絡調整を行い、効率的かつ円滑な業務運営を図った。 

  

【１６５】 
④資源の配分、各部局の運営、教
育課程の編成、教職員人事及び
学生の身分の取扱等について
は、大綱的な基準を本部で決定
し、具体的な基準の設定及びそ
の運用については各部局の長
の権限と責任において実施。 

 

 
※年度計画【１６２-１】に対応 

  
※年度計画【１６２-１】に対応 

  

○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策 
【１６６】 
①法人としての意思決定を行う
ため、法定されるもの以外に運

【１６６,１６７,１６８】 
①役員会、経営協議会、教育研究評
議会、運営会議等各会議の運営方

 
Ⅲ 

 
全学レベルの会議の運営方法を見直し、例えば、運営会議と運営

会議懇談会の機能を統合し、法定会議議題の事前審議の場を運営会

 
１ 

 

10 
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営会議を置き、機動的な運営を
図る。 

 
【１６７】 
②全学的審議機関として、法定さ
れる経営協議会及び教育研究
評議会を設置。 

 
【１６８】 
③本部と各部局間の意思疎通及
び共通理解を促進し、意見調整
を図るため、本部・部局連絡会
議を設置。 

 

法をさらに改善し、審議の充実・
効率化を図る。 

 

議懇談会に一本化することにより、審議プロセスの簡素化と会議運
営の効率化を図った。 
また、会議資料については、議案内容を簡潔にまとめた概要を作

成するなどの基準を定めて削減を図るとともに、原則として大学ホ
ームページの学内専用サイトに掲載し、全学的な情報の共有化に努
めた。 
 
 

【１６９】 
④学長、各部局の長等の権限を明
確にし、権限委譲や会議体の削
減を進めるなど、意思決定プロ
セスの効率化を図る。 

 

【１６９】 
②大学全体の運営を効率化・迅速化
するための全学的な検討・推進体
制を整備。 

 
Ⅳ 

 
１７年４月に学長を本部長とする「業務改善推進本部」を設置し、

教育、研究、社会貢献に一層専念できる環境の確保と、業務の迅速
化や労働時間の縮減による活力ある職場環境の実現を図るための全
学的な取り組みを開始した。 
同本部では、各組織から提案された改善策５３８件(うち１１１件

を実施済み)を効果と実現可能性の観点から仕分けし、１８年３月に
業務改善実施計画を策定した。 

 〔実施済み改善策の具体例〕 
  ・非常勤職員に対する人事異動通知書を廃止 
  ・授業料免除等の申請時期を窓口業務の閑散期に変更 
  ・交付前の研究費立替制度の対象となる研究費の範囲を拡大 
 

 
２ 

 

【１７０】 
⑤附属学校教育局を附属学校の
管理機関とし、各附属学校の校
長、副校長、教職員の人事、教
育課程を管理。 

 

【１７０】 
③附属学校の管理機関となる附属
学校教育局は、各附属学校におけ
る組織、教育課程、児童・生徒の
在籍、教職員人事、施設等を管理。 

 

 
Ⅲ 

 
附属学校教育局は、附属学校における組織、教育課程、幼児・児

童・生徒の在籍、教職員人事、施設等を管理し、効率的かつ円滑な
運営のため、主に以下のことを実施した。 
・教育長のリーダーシップの下、経費の重点執行を行うなど戦略
的な運営を実施 
・特別支援学校の設置に向けた検討組織の設置と機能的な統合等
についての検討 
・附属学校の幼児・児童・生徒の安全確保のための検討と安全対
策を実施 

 

 
１ 

 

○研究科長等を中心とした機動的・戦略的な研究科等運営に関する具体的方策 
【１７１】 
①各部局の長が、全学的な運営方
針を踏まえ、その権限と責任に
おいて機動的に当該部局を運
営できるよう、教員会議の審議
事項を教員会議で審議すべき
事項と部局の長の専決事項に
整理。 

 
【１７２】 
②部局の長が当該部局における
重要事項の企画立案等を行い、
戦略的な部局運営ができるよ
う、教職員からなる部局の長の
補佐体制を整備。特に、博士課

【１７１,１７２,１７４】 
①研究科等の運営について効率化
を図るため、各支援室の事務処理
方法の見直しを含め、業務のあり
方の再検討に着手。 

 
Ⅳ 

 
「業務改善推進本部」では、教育、研究、社会貢献に一層専念で

きる環境の確保と、業務の迅速化や労働時間の縮減による活力ある
職場環境の実現を図るための全学的な取り組みを開始した。 
教育研究の現場である支援室では、本来の目的である教育研究の

活性化に向けた支援を充実するため、各組織の実情に応じて、形骸
化した業務の積極的な廃止を含めた事務処理方法の見直しなどによ
る業務内容の効率化を進めた。 

 

 
２ 
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程研究科長は原則として専任
化。 

 
【１７３】 
③部局の長及びこれを補佐する
管理職の教職員に対して、管理
職研修を実施。 

 

【１７３】 
②国大協等が主催するセミナーに
参加するとともに、学内において
もテーマを設定して管理職研修
を実施。 

 

 
Ⅲ 
 

 
国立大学協会が主催する大学マネージメントセミナー（理事、管

理職職員等２８名が参加）や国立大学法人等部長級研修・課長級研
修（部長級、課長級職員８名が参加）に参加するとともに、学内に
おいてセクシュアル・ハラスメントに対する意識の向上を図るため、
役職教員、事務系幹部職員等を対象としたセクシュアル・ハラスメ
ント防止講習会（約１５０名が参加）を開催するなど、管理的業務
を行う職員の能力向上に努めた。 

 

 
１ 

 

【１７４】 
④博士課程研究科長の下に支援
室を設置し、当該研究科及び関
連する学群等の教育研究等を
支援。 

 

 
※年度計画【１７１】に対応 

  
※年度計画【１７１】に対応 

  

○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策 
【１７５】 
①事務等組織を副学長の業務部
門に対応する組織と研究科長
等の部局の長を支援する組織
に再編。 

 
【１７６】 
②事務職員等は、副学長や部局の
長のスタッフとして専門的知
識を活かし、大学運営に係る企
画立案等に積極的に参画。 

 
【１７７】 
③教員及び事務職員等からなる
副学長及び部局の長の補佐体
制を整備。 

 

【１７５,１７６,１７７】 
副学長や研究科長等に対する補

佐業務の充実を図るため、教員・事
務職員等による一体的な運営をさ
らに促進。 

 

 
Ⅲ 

 
法人化と同時に事務局を廃止し、理事・副学長が事務組織を含め 

担当業務に全責任を負う一元管理体制を導入したが、法人化 2年を
経てその仕組みが定着した。同様に、各部局においても教職員一体
運営が定着し、部局長のリーダーシップ発揮に資する運営体制が定
着した。 
１７年度は、全学的な業務改善への取り組みを本格的に開始した

が、本部各部又は各部局における改善策の洗い出しの過程では、教
職員が一体となって改善に向けた積極的な検討を行い、業務改善実
施計画の基となる貴重な意見が多数提案されるなど、教職員による
一体的な運営体制が十分に機能した。 

 
１ 

 

○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策 
【１７８】 
①組織の評価結果に基づく学内
資源（教職員定員、予算、スペ
ース）配分システムを導入。 

 

 
※１８年度から実施するため、１７年
度の年度計画なし 

  
  評価システムワーキンググループを設置して１６年度の取り組み
を踏まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うととも
に、評価システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を
取り入れている大学の調査を行った。 

  なお、１８年度内に評価システムを確立すべく、１８年４月に｢評
価企画室｣を設置して検討を加速させることとし、組織評価を戦略的
な資源配分に反映させる方法については、評価システム確立の過程
において検討を行う。 

 

  

【１７９】 
②教職員定員については、学内教
職員定員の効率化や戦略的定
員配分を可能とするため、一定
の教職員定員流動化率を設定
し、全体の戦略及び各部局から

【１７９】 
①標準教職員数及び定員流動化率
を設定し、教職員の重点配置及び
効率的配置を行い、組織の活性化
を図る方途について検討。 

 
Ⅲ 

 
教員については特定教員数に対する毎年５％、職員については特

定職員数に対する毎年６．５％の流動化率を設定し、各組織から流
動化定員を拠出する定員管理を実施した。 
なお、教員人事制度の設計や教員の流動化定員の再配置等に関す

る審議の充実を目的として、１７年度に教育研究評議会の下に設置

 
２ 
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の要求等を踏まえ再配分。 
 

した教員人事制度設計委員会の機能を強化した人事企画委員会の設
置（１８年４月）を決定した。 

 
【１８０】 
③予算配分に当たり、運営費交付
金の一定率を大学全体の共通
経費として留保するとともに、
外部資金のうち、間接経費は大
学全体の共通経費として留保。 

 

【１８０】 
②予算配分に当たり、運営費交付金
の一定率を大学全体の共通経費
として留保するとともに、外部資
金獲得に伴う間接経費は大学全
体の共通経費として留保。 

 

 
Ⅲ 

 
１７年度事業費（施設整備補助金による事業費を除く）のうち、

約２２億円（うち間接経費約 5.3 億円）を学長のリーダーシップに
基づき配分する経費（重点及び戦略的経費）に、５億円を不測の事
態等に対応するための経費（予備費）として確保した。なお、予備
費については、結果的に光熱水料の増額への対応や「重点及び戦略
的経費」の拡充等、学内の教育研究にかかる諸課題に充当した。 

 

 
２ 

 

【１８１】 
④一部の光熱水料、スペースにつ
いては受益者負担の導入を図
る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  総合研究棟及び共同研究棟に共用スペースを確保し、使用料を受
益者負担とした。１７年度は当該使用料４，６００万円を使用して、
教育研究施設の改善工事を実施した。 

  

【１８２】 
⑤本部は、留保された予算や受益
者負担により得られた収入を、
全体の教育研究環境の維持向
上及び戦略的計画に投入する
とともに、部局に対する評価に
基づき再配分。 

 

【１８２】 
③本部は、留保された予算を大学全
体の教育研究環境の維持・向上及
び戦略的計画に投入。 

 

 
Ⅲ 

 
学長のリーダーシップに基づき配分する経費として確保した重点

及び戦略的経費は、大学全体の教育研究環境の維持・向上を目的と
して配分することとし、一部は公募によるプロジェクト経費として
重点配分を行った。 

 
１ 

 

○学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策 
【１８３】 

必要に応じて有資格者をコン
サルタントとして活用。 

 

【１８３】 
必要に応じて有資格者をコンサ

ルタントとして活用することを検
討。 

 
Ⅲ 

 
監事監査の支援と内部監査の充実を目的として学内各組織から独 

立した監査室を設置し、監査室長には独立性と専門性の観点から学
外者を登用した。 

  また、コンプライアンスの徹底や訴訟等への適切な対応を図るた
め、弁護士と引き続き顧問契約を締結した。 

 

 
１ 

 

○内部監査機能の充実に関する具体的方策 
【１８４】 

監事を補佐するため監査室を
設置し、日常的、定期的に内部監
査を実施。 

 

【１８４】 
内部監査に関するシステムを検

討するとともに、監事が行う業務監
査との連携の強化を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
監事監査の支援と内部監査の充実を目的として学内各組織から独 

立した監査室を設置した。 
また、監事が行う監事監査については、下記事項を重点的に実施

した。 
・予算・執行・決算に関わる業務の仕組みと財務会計システムの
改善 
・全学的な業務改善の推進 
・附属病院の経営改善 

  なお、監査結果を受けて、特に、実績管理強化のため決算課の設
置や財務会計システムの抜本的再構築を決定した。 

 

 
２ 

 

○国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策 
【１８５】 

近隣の大学間等で事務職員等
の人事交流・職員研修等の充実。 

 

【１８５-１】 
①近隣の大学間等と計画的に人事
交流を実施。 

 

 
Ⅲ 

 
近隣の大学間等と人事交流を以下のとおり実施した。 
・高エネルギー加速器研究機構６名 
・筑波技術大学１１名 
・教員研修センター２名 

 
１ 
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 【１８５-２】 

②職員の階層別研修について、高エ
ネルギー加速器研究機構、筑波技
術短期大学と共同で実施。 

 

 
Ⅲ 

 
筑波技術大学と階層別研修を共同で実施した(実績は年度計画 

【２７８】参照)。 

 
１ 

 

○情報システムの整備 
【１８６-１】 
①平成１６年度に設置した情報化
戦略室を中心に情報基盤に係る
中長期的な整備方針の検討に着
手。 

 

 
Ⅲ 

 
情報化戦略室では情報基盤の中長期的な整備方針について検討を

進めた。 
また、１７年度に新たに情報化統括責任者（ＣＩＯ）を置き、業

務・システムの最適化を実現するための方策について検討を開始し
た。 

 

 
１ 

 

【１８６-２】 
②スーパーＳＩＮＥＴやつくばＷ
ＡＮなどの学外の高速ネットワ
ークとの接続による情報通信基
盤の整備、論文引用度データベー
スやオンラインジャーナル等の
学術情報サービスの提供、電子図
書館等の充実により情報環境を
整備。 

 

 
Ⅲ 

 
つくばＷＡＮの運営委員及び国立情報学研究所の運営連携本部委

員としての活動を通じ、スーパーＳＩＮＥＴやつくばＷＡＮなどの
高速ネットワークを通じた大学と研究所等間の研究活動の連携を促
進した。 
また、附属図書館が収集した貴重書、本学の研究成果報告書、博

士学位論文、紀要等の全文の閲覧、蔵書検索、文献情報データベー
ス、オンラインジャーナル等を提供する電子図書館システムの充実
を図った。     
〔１７年度実績〕 
電子図書館コンテンツ数 

   全文画像情報登録数          １，６６５件 
   学術情報データベース  タイトル総数     ６２タイトル 
     オンラインジャーナル  タイトル総数 ８，４６６タイトル 
 

 
１ 

 

【１８６】 
①全学的な情報ネットワークと
情報システム環境等の開発・整
備を図る。 

【１８６-３】 
③学内無線ＬＡＮの利便性の向上
とセキュリティの確保を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
学内無線ＬＡＮについてはアクセスポイントからの接続に対して

セキュリティを強化し、接続の利便性を高めた。 
 

 
１ 

 

【１８７-１】 
④学務システムを教育に積極的に
活用させるため，機能を整備・拡
充。 

 

 
Ⅲ 

 
学務システム(TWINS)は１９年度の学群改組に向けた整備に着手

するとともに、学生による授業評価アンケート機能の整備を進めた。 
 

 
１ 

 【１８７】 
②学務システム、研究助成システ
ム、学術情報サービス及び教員
情報システムの機能向上を図
る。 

【１８７-２】 
⑤平成１６年度に構築し公開した
研究者情報システムを基礎とし、
評価等に利用できるデータベー
スとして蓄積すべき項目をさら
に整備・拡充。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機

能を既存の学務システム(TWINS)と連携させるなどの機能の整備・拡
充を図った。 
なお、データ項目の公開範囲、公開区分及び公開プロフィールの

出力項目等の追加変更について検討を行うとともに、評価等の目的
に応じた新たな項目の追加については、構築を開始した新たな評価
システムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースとの関
連を考慮し、その動向を見極めつつ１８年度以降引き続き整備・拡
充することとした。 

 

 
２ 

 

【１８８】 
③給与、人事、会計等の業務シス
テムを包括した全学的な経営
情報システムの開発・整備を図
る。 

【１８８】 
⑥全学的な経営情報システムの開
発・整備について検討を継続する
とともに、財務会計システム及び
関連する業務システムの改善を

 
Ⅲ 

 
汎用システム（給与システム、人事システム、共済システム、授

業料システム、授業料免除システム）に代わる新システムへの移行、
事務用電子計算機システムの更新等を中心に、全学的な経営情報シ
ステムの開発・整備について検討を行った。また、財務会計システ

 
１ 
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 図る。 
 

ムについては、利用者の要望を検討した上で必要な改善を行った。 

 ウェイト小計 29  
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
２ 教育研究組織の見直しに関する目標 
 
中
期
目
標 

本学の基本的な目標に沿って、教育・研究組織がより柔軟にかつ機動的に運営さ
れるよう見直しを実施。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○教育・研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策 
【１８９】 
①本部は、中期計画、教育研究上
の目標、課題等を踏まえ、定期
的に実施する各組織の評価結
果に基づき、組織の見直しを決
定。 

 

 
※１８年度から実施するため、１７年
度の年度計画なし 

   
  評価システムワーキンググループを設置して１６年度の取り組み
を踏まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うととも
に、評価システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度を
取り入れている大学の調査を行った。 

  なお、１８年度内に評価システムを確立すべく、１８年４月に｢評
価企画室｣を設置して検討を加速させることとし、組織評価を組織の
見直しに活用する方法については、評価システム確立の過程におい
て検討を行う。 

 

  

【１９０】 
②各部局は、新たな教育・研究組
織の設置や整備、又は再編等に
ついて本部に要求。本部は、教
育研究上の効果、財政負担、要
求組織の評価等を総合的に勘
案し、意思を決定。 

 

【１９０】 
①各部局は、新たな教育・研究組織
の設置や整備、又は再編等につい
て本部に要求。本部は、教育研究
上の効果、財政負担、要求組織の
評価等を総合的に勘案して意思
を決定。 

 
Ⅲ 

 
概算要求は、ヒアリング及び要求内容の精査等を学長主導で行う

ことにより、大学としての統一的な方針の下、中期目標を踏まえた
全学的な方針に沿った要求を行った。特に、組織改組では、社会的
要請、緊急性等を考慮した要求を行うとともに、16 年度から新たに
設けられた特別教育研究経費では、部局からの要望事項を最大限採
り入れた要求を行った。 
 

 
１ 

 

【１９１】 
③教職員定員については、学内教
職員定員の効率化や戦略的定
員配分を可能とするため、一定
の教職員定員流動化率を設定
し、全体の戦略及び各部局から
の要求等を踏まえ再配分。 

 

【１９１】 
②標準教職員数及び定員流動化率
を設定し、教職員の重点配置及び
効率的配置を行い、組織の活性化
を図る方途について検討。 

 

 
Ⅲ 

 
教員については特定教員数に対する毎年５％、職員については特

定職員数に対する毎年６．５％の流動化率を設定し、各組織から流
動化定員を拠出する定員管理を実施した。 
なお、教員人事制度の設計や教員の流動化定員の再配置等に関す

る審議の充実を目的として、１７年度に教育研究評議会の下に設置
した教員人事制度設計委員会の機能を強化した人事企画委員会の設
置（１８年４月）を決定した。 
 

 
２ 

 

○教育・研究組織の見直しの方向性 
【１９２】 
（Ａ－学群） 

学群ごとの教育方針やアドミ
ッション・ポリシーを明確にし、
社会的認知と評価を得るため、学
士号の種別、教育分野の特性等を
考慮した学群の改組再編を図る。
特に、第一学群、第二学群、第三
学群を中心に具体的な改組再編
案を策定し実施を図る。 
その他所要の整備を図る。 
 

【１９２】 
（Ａ－学群） 

学群再編案を策定し、新たな学群
組織ごとの教育課程の編成に着手。 

 
Ⅳ 

 
１６年度に全学の合意を得た学群改組計画の基本骨格を基に、全

学的体制のもとで検討を進め、改組案を策定し、１９年４月に新た
な学群編制の実施を決定した。 
また、自由度の大きい教育サービスの提供を軸に、新たな学群編

制の特色を活かした教育課程の編成等、新学群・学類の具体的な設
計を行った。 

 
３ 

 

11 
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【１９３-１】 
（Ｂ－大学院） 
①博士課程において、教育研究分野
の特性等に応じて、必要な分野に
ついては５年一貫の課程から区
分制の課程に移行。 

 

 
Ⅲ 

 
１７年４月にシステム情報工学研究科及び生命環境科学研究科

（地球環境科学専攻、地球進化科学専攻、共存科学専攻を除く）を
５年一貫制から区分制博士課程に移行した。 

 
１ 

 【１９３】 
（Ｂ－大学院） 
①当該教育研究分野の特性等に
応じて、５年一貫の課程、区分
制の課程、前期２年の課程、後
期３年の課程等、多様な専攻の
編制を図る。 

【１９３-２】 
②修士課程においては、分野別の必
要性に応じて、一部を博士課程と
統合。 

 

 
Ⅲ 

 
１７年４月に経営・政策科学研究科をシステム情報工学研究科に、

理工学研究科をシステム情報工学研究科及び生命環境科学研究科
に、バイオシステム研究科を生命環境科学研究科にそれぞれ統合し
た。 

 

 
１ 

 

【１９４】 
②これまでの教育研究上の成果
を踏まえて、多様な分野に既存
の専攻や研究センターの転換
等を含めて専門職大学院の設
置を図る。 

 

 
※年度計画【２３９,２４０】に対応 

  
※年度計画【２３９,２４０】に対応 

  

【１９５】 
③研究の進展や社会的要請等を
踏まえ、新たな領域に専攻の整
備拡充を図るとともに、既存の
専攻についても必要に応じて
改組転換を図る。 

 

【１９５】 
③研究の進展や社会的要請等を踏
まえ、必要に応じ、新たな領域に
専攻を整備するとともに、既存の
専攻についても拡充を進める。 

 
Ⅲ 

 
研究の進展や社会的要請等を踏まえ、必要に応じ、新たな領域に

専攻を整備するとともに、既存の専攻についても以下のとおり拡充
を進めた。 

 
１ 

 

【１９６】 
④筑波研究学園都市の研究機関
等と大学院における教育研究
面での連携の推進を図る。 

 
具体的には、以下のとおり。 

 

【１９６】 
④筑波研究学園都市の研究機関等
と大学院における教育研究面で
の連携を推進。 

 

 
Ⅲ 

 
筑波研究学園都市の研究機関等と連携大学院方式を通じて大学院

における教育研究面での連携を以下のとおり推進した。 
 

 
１ 

 

Ｂ－１ 人文社会科学研究科（博士
課程） 

 

【１９７】 
・人文科学分野、社会科学分野の
拡充を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  １６年度に歴史・人類学専攻、社会科学専攻を拡充し、専攻の教
育目的に応じた人材養成を行っている。 

  

【１９８】 
・新たに地域研究又は国際学に関
する博士の学位を授与する地
域研究分野の新たな教育研究
体制の整備を図る。 

 
【１９９】 
・上記に関連し、関係専攻の再編
を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  既存専攻の再編等について議論を進め、改組・再編及び新専攻設
置の検討案を策定した。 

  

Ｂ－２ ビジネス科学研究科（博士
課程） 

 

【２００】 
・企業科学分野、経営システム科

 
※１６年度に実施済みのため、１７年

 
 

 
  １６年度に企業科学専攻を拡充し、専攻の教育目的に応じた人材
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学分野等の拡充を図る。 
 

度の年度計画なし 
 

養成を行っている。 

【２０１】 
・ビジネス教育分野の新たな教育
研究体制の整備を図る。 

 

 
※年度計画【２３９,２４０】に対応 
 

  
※年度計画【２３９,２４０】に対応 
   

  

【２０２】 
・新たにヒューマンサービスに関
する修士及び博士の学位を授
与するヒューマンサービス科
学分野の新たな教育研究体制
の整備を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

  
  生涯発達システム科学分野の新たな専攻の設置に向けた具体的検
討を進めた。 

  

Ｂ－３ 数理物質科学研究科（博士
課程） 

 

【２０３】 
・数物分野、応物分野、物質分野
等の拡充を図る。 

 
【２０４】 
・物質・材料研究機構との連携に
よる、物質・材料工学分野等の
専攻の設置など、新たな教育研
究体制の整備を図る。 

 
【２０５】 
・上記に関連し、理工学研究科の
一部との統合を含めた専攻の
再編を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  １６年度に、５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換と
理工学研究科の一部との統合及び連携大学院方式による物質材料工
学専攻の設置等による研究科の整備を行い、専攻の教育目的に応じ
た人材養成を行っている。 

  

Ｂ－４ システム情報工学研究科
（博士課程） 

 

【２０６】 
・５年一貫制博士課程を区分制博
士課程に転換し、前期課程で
は、学類からの一貫カリキュラ
ムの整備等によって専門教育
を強化する。 

 

【２０６】 
・５年一貫制博士課程から区分制博
士課程への転換。 

 

 
Ⅲ 

 
１７年４月にシステム情報工学研究科を５年一貫制博士課程から

区分制博士課程に転換した。 

 
１ 

 

【２０７】 
・後期課程では、専攻を超えた目
的別研究グループを形成し、問
題解決型の人材育成を図る。特
に、環境工学、宇宙システム、
国際・基盤メディア、ＩＴ工学
分野等の新たな教育研究体制
の整備を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

  
  専攻を超えた学域（同一分野の教員による任意の研究グループ）
を形成し、各分野における教育研究を実施している。 

  

【２０８-１】 
・社会システム工学専攻、計量ファ
イナンス・マネジメント専攻を改
組、再編。 

 

 
Ⅲ 

 
社会システム工学専攻、計量ファイナンス・マネジメント専攻の

改組再編を行った。 
   
 

 
１ 

 【２０８】 
・上記に関連し、理工学研究科、
経営・政策科学研究科との統合
を含めた専攻の再編・拡充、ま
た、筑波研究学園都市の研究機
関等との連携強化を図ること 【２０８-２】     
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・上記に関連して経営・政策科学研
究科を廃止。 

 

 
Ⅲ 

上記に関連して経営・政策科学研究科を廃止した。 
  経営・政策科学専攻では、MBA-MPP 教育に重点をおいて専攻の特
色を明確化するため、新たなカリキュラムを検討した。 

 

１  により、新たな教育研究体制の
整備を図る。特に、経営政策科
学研究科との統合においては、
民間および公共部門における
科学技術の展開軸を目指し、Ｍ
ＢＡプログラム及びＭＰＰプ
ログラムの整備を図る。 

 

【２０８-３】 
・生命環境科学研究科の改組再編と
併せて理工学研究科を廃止。 

 
Ⅲ 

 
生命環境科学研究科の改組再編と併せて理工学研究科を廃止し

た。 

 
１ 

 

Ｂ－５ 生命環境科学研究科（博士
課程） 

 

 【２１２-１】 
・５年一貫制博士課程から区分制博
士課程への転換。（地球環境科学
専攻、地球進化科学専攻、生命共
存科学専攻を除く。） 

 

 
Ⅲ 

 
１７年４月に、生命環境科学研究科について一部専攻を除き５年

一貫制博士課程から区分制博士課程に転換した。 
 

 
１ 

 

【２０９】 
・生命科学分野、地球科学分野等
の拡充を図る。 

 

【２０９】 
・構造生物科学専攻、情報生物科学
専攻、国際地縁技術開発科学専
攻、生物資源科学専攻、生物機能
科学専攻を改組、再編。 

 

 
Ⅲ 

 
構造生物科学専攻、情報生物科学専攻、国際地縁技術開発科学専

攻、生物資源科学専攻、生物機能科学専攻の改組再編を行った。 

 
１ 

 

【２１０】 
・新たに生命科学に関する博士の
学位を授与する生命産業科学
分野の新たな教育研究体制の
整備を図る。 

 

【２１０】 
・新たに生命産業科学専攻を設置。 

 
Ⅲ 

 
新たに生命産業科学専攻を設置した。 

 
１ 

 

【２１１】 
・筑波研究学園都市の研究機関等
との連携により農業生産技術
科学分野等の新たな教育研究
体制の整備を図る。 

 

【２１１】 
・新たに農業・生物系特定産業技術
研究機構との連携による先端農
業技術科学専攻を設置。 

 
Ⅲ 

 
新たに農業・生物系特定産業技術研究機構との連携による先端農

業技術科学専攻を設置した。 

 
１ 

 

【２１２-２】 
・上記及びシステム情報工学研究科
の改組再編と併せて理工学研究
科を廃止。 

 

 
Ⅲ 

 
システム情報工学研究科の改組再編とあわせて理工学研究科を廃

止した。 

 
１ 

 【２１２】 
・上記に関連し、当該研究分野の
特性に応じ、５年一貫制博士課
程から区分制博士課程へ転換
し、新たな教育研究体制の整備
を図り、併せて前期課程の拡充
を図る。さらに理工学研究科の
地球科学分野及びバイオシス
テム研究科等との統合を含め
た専攻の再編を図る。 

 

【２１２-３】 
・上記に関連してバイオシステム研
究科を廃止。 

 

 
Ⅲ 

 
上記に関連してバイオシステム研究科を廃止した。 

 

 
１ 

 

Ｂ－６ 人間総合科学研究科（博士
課程） 

 

【２１３】 
・医学分野、ヒューマン・ケア科
学分野、健康スポーツ科学分野
等の拡充を図る。 

【２１３】 
・芸術学専攻及びヒューマン・ケア
科学専攻の入学定員増。 

 
 

 
Ⅲ 

 
芸術学専攻の入学定員を７人から１０人に増員した。 

  ヒューマン・ケア科学専攻の入学定員を１８人から２２人に増員
した。 

  
１ 
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【２１４】 
・新たに看護学に関する修士及び
博士の学位並びにカウンセリ
ングに関する博士の学位を授
与する看護科学分野、生涯発達
カウンセリング科学分野の新
たな教育研究体制の整備を図
る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

  
  看護科学分野及び生涯発達システム科学分野の新たな専攻の設置
に向けた具体的検討を進めた。 

  

【２１５】 
・医科学研究科、体育研究科、教
育研究科のそれぞれの研究科
の一部との専攻の再編を図る。 

 

 
※「医科学研究科…再編を図る」は 
１８年度に実施するため、１７年度
の年度計画なし 

 
※「体育研究科、教育研究科…再編を
図る」は１９年度以降に実施予定の
ため、１７年度の年度計画なし 

 

    
  医科学研究科では、人間総合科学研究科への統合再編に取り組み、
１８年度から「フロンティア医科学専攻」に移行することとなった。 

  また、現行の体育研究科の２専攻を人間総合科学研究科の前期博
士課程に改組する具体案を検討した。 

  教育研究科では、カウンセリング専攻を転換し博士課程に新専攻
を設置するための準備を行った。 

  

【２１６】 
・芸術研究科との統合を含めた専
攻の再編を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

  
  修士課程芸術研究科の統合を含む新専攻設置に向けた具体的検討
を進めた。 

  

Ｂ－７ 図書館情報メディア研究
科（博士課程） 

 

【２１７】 
・知的コミュニティ基盤研究セン
ターとの連携による図書館情
報メディア分野の拡充を図る。 

 
【２１８】 
・情報・メディア分野の発展を目
指して、既設研究科との再編を
図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  図書館情報メディア分野の拡充・発展に向け、国内外の基礎的調
査を行うとともに、寄附講座の受入れに伴う「図書館経営管理コー
ス」の設置準備を行った。 

  

Ｂ－８ 地域研究研究科（修士課
程） 

 

【２１９】 
・地域研究分野、国際日本学分野、
国際開発分野等への再編を図
る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  博士課程人文社会科学研究科との統合・再編に向けて具体的検討
を進めた。 

  

【２２０】 
・新たに日本語教育修士の専門職
学位を授与する日本語教育分
野の新たな専門職大学院の設
置を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 
 

  
  日本語教育専門職大学院設立を目指し、留学生センター日本語部
門等との協力を強め、日本語教育コースの強化を進めた。 

  

【２２１】 
・地域研究関連分野の発展を目指
して既設研究科との再編を図
る。 

 

   
博士課程人文社会科学研究科との統合・再編に向けて具体的検討

を進めた。 

  

Ｂ－９ 教育研究科（修士課程）  
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【２２２】 
・障害児教育分野、教科教育分野、
カウンセリング分野の拡充を
図る。 

 
【２２３】 
・教育関連分野の発展を目指し
て、既設研究科との再編等を図
る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 
 

  
  障害児教育専攻の再編に向けた準備を行った。 
  また、カウンセリング専攻を転換し博士課程に新専攻を設置する
ための具体的検討を進めた。 

  

Ｂ－１０ 経営・政策科学研究科
（修士課程） 

 

【２２４】 
・文理融合型高度専門職業人養成
を目指し、システム情報工学研
究科との統合を図り、ＭＢＡプ
ログラム及びＭＰＰプログラ
ムの整備を図る。 

 

【２２４】 
・システム情報工学研究科の改組再
編に併せて研究科を廃止。 

 
Ⅲ 

 
システム情報工学研究科の改組再編に併せて研究科を廃止した。 

 
１ 

 

Ｂ－１１ 理工学研究科（修士課
程） 

 

【２２５】 
・理工学諸分野の拡充を目指し
て、システム情報工学研究科、
生命環境科学研究科、数理物質
科学研究科との再編を図る。 

 

【２２５】 
・システム情報工学研究科及び生命
環境科学研究科の改組再編と併
せて研究科を廃止。 

 
Ⅲ 

 
システム情報工学研究科及び生命環境科学研究科の改組再編に併

せて研究科を廃止した。 

 
１ 

 

Ｂ－１２ 環境科学研究科（修士課
程） 

 

【２２６】 
・環境系課題を循環環境学と国際
地域共生環境学に重点化し、新
たな教育研究体制の整備拡充
を図る。 

 
【２２７】 
・環境科学関連分野の拡充を目指
し、新たな教育研究体制の整備
を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 
 

  
  生命環境科学研究科への統合と新専攻設置に向けた具体的検討を
進めた。 

 
 

  

Ｂ－１３ バイオシステム研究科
（修士課程） 

 

【２２８】 
・バイオシステム分野、ポストバ
イオテクノロジー分野の拡充
を図る。 

 
【２２９】 
・生命環境科学研究科との再編 
を図る。 

 

【２２８,２２９】 
・生命環境科学研究科の改組再編と
併せて研究科を廃止。 

 
Ⅲ 

 
生命環境科学研究科の改組再編に併せて研究科を廃止した。 

 
１ 

 

Ｂ－１４ 医科学研究科（修士課
程） 

 



筑波大学 

 61 

【２３０】 
・基礎医科学分野、先端応用医科
学分野等の拡充を図る。 

 

 
※１８年度に実施するため、１７年度
の年度計画なし 

 

 
 
 

 
  １８年度の「フロンティア医科学専攻」への移行に向けたカリキ
ュラム編成作業を進めた。 

  

【２３１】 
・新たに医療福祉学に関する修士
の学位を授与する医療福祉学
分野の新たな教育研究体制の
整備を図る。 

 

 
※１８年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

【２３２】 
・人間総合科学研究科への統合を
図る。 

 

 
※１８年度に実施するため、１７年度
の年度計画なし 

  
  人間総合科学研究科への統合再編に取り組み、１８年度から「フ
ロンティア医科学専攻」に移行することとなった。 

  

Ｂ－１５ 体育研究科（修士課程）  
【２３３】 
・コーチ学分野等の新たな専門職
大学院の設置を図る。 

 
【２３４】 
・人間総合科学研究科への統合を
図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  新専攻を設置する上での教育課程や教育研究指導の体制等につい
て検討を実施した。 

  また、現行の修士課程体育研究科の２専攻を人間総合科学研究科
の前期博士課程に改組する具体案を検討した。 

  

Ｂ－１６ 芸術研究科（修士課程）  
【２３５】 
・美術分野、デザイン分野等の拡
充を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  博士課程との統合・再編を含めた分野の拡充について具体的検討
を進めた。 

  

【２３６】 
・新たに世界遺産学に関する修士
の学位を授与する世界遺産の
保護、保存・修復分野の専攻を
設置。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

   
  世界遺産専攻では、充実した教育成果をあげており、学外での修
了研究の発表等活発な活動を展開した。 

  

【２３７】 
・芸術文化の企画運営分野につい
て新たな教育研究体制の整備
を図る。 

 
【２３８】 
・人間総合科学研究科への統合を
図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  新たな芸術支援学分野の設置を含めた博士課程との統合に向けた
検討を進めた。 

  

Ｂ－１７ その他  
【２３９】 
・人文社会科学研究科及びビジネ
ス科学研究科の関連分野の見
直しを含め、新たに法務博士の
専門職学位を授与する法科大
学院の設置を図る。 

 

【２３９,２４０】 
 ・新たに法曹専攻及び国際経営プロ

フェッショナル専攻を設置。 
 
 
 
 
 

 
Ⅲ 

 
ビジネス科学研究科に新たに法曹専攻及び国際経営プロフェッシ

ョナル専攻を設置した。 
 

 
２ 
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【２４０】 
・関連組織の見直しを含め、経営
大学院の設置を図る。 

 
【２４１】 
・既設の教育研究拠点の転換によ
る大学経営分野の新たな教育
研究体制の整備を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

    
  大学経営分野の新設の構想を取りまとめた。 

  

【２４２】 
・関連組織の見直しを含め、スク
ールリーダーシップ開発分野
の新たな教育研究体制の整備
を図る。 

 

 
※１８年度に実施するため、１７年度
の年度計画なし 

  
  １８年度に「スクールリーダーシップ開発専攻」を設置すること
となり、開設準備室を設置してその準備を行った。 

  

【２４３】 
・その他所要の整備を図る。 
 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

    

（Ｃ－学系）  
【２４４】 
①研究上の目的及び教育上の必
要性を考慮し、再編を図る 

 
【２４５】 
②新たに看護科学系を設置 
 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

 

  
  １６年度に新設した看護科学系では、看護研究、看護管理学、看
護技術学、高齢者看護学の研究を推進している。 

  

（Ｄ－教育研究の拠点等）  
【２４６】 
Ｄ－１ 計算物理学分野の拡充と

併せて関連分野との統合によ
り全国共同利用施設として、計
算科学に関する研究拠点を整
備。また、その成果を踏まえ、
全国共同利用の附置研究所に
転換を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
※「また、…」は１９年度以降に実施
予定のため、１７年度の年度計画な
し 

 

  
 計算科学研究センターは、発足２年目を迎え，①研究体制の整備・
充実、②重点研究の推進と拡大、を最大の課題として取り組んだ。
①については、改組に伴う人事を全て終了して研究体制が整い、②
についても、「計算科学による新たな知の発見・統合・創出」事業
が発足したことに加えて、３件の大型プロジェクト（内１件は１６
年度開始）が立ち上がり、順調に進捗している。 

  

Ｄ－２ 次のように教育支援及び
研究支援を目的とする学内共
同教育研究施設の統合を図る。 

 

 

【２４７】 
・国際交流・連携を一元化する方
向の下に、国際化教育、留学生
関連教育及びその支援等に関
する機能の統合を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

    

【２４８】 
・学術情報処理と教育機器に関す
る教育研究支援機能の統合を
図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  学術情報メディアセンターでは、情報技術による教育支援、メデ
ィア情報発信の支援体制の整備を実施した。 
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【２４９】 
・加速器、低温、アイソトープ、
分析、工作機器に関する教育研
究支援機能の統合を図る。 

 

    
「応用加速器」、「低温」、「アイソトープ」、「分析」、「工

作」各部門において幅広い教育研究支援活動を展開した。 

  

Ｄ－３ 次のような分野について
新たな研究拠点を設置。 

 

【２５０】 
・先端医療分野 

 
 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  先端・先進医療を開発・提供するための拠点設置に向けた検討を
進めた。 

  

【２５１】 
・国際・地域・環境に関する総合
的な研究分野 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
  北アフリカ研究センターは、チュニジア共和国との研究交流によ
り、国際共同研究契約及び国際共同出願を行った。その結果、本学
最初の海外拠点を設置することとなった。 

 

  

【２５２】 
・特別支援教育に関する実践的教
育研究分野 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７年
度の年度計画なし 

  
１６年度に特別支援教育研究センターが設置されたことによ 

 り、附属学校教育局、附属障害５校と大学の心身障害学系との連携
がより組織的に行われることとなり、特別支援教育の研究が一層推
進された。 

 

  

Ｄ－４ 次のような分野において
研究拠点の一層の整備を図る。 

 

【２５３】 
・先端学際領域で産学官の連携に
よりプロジェクト型研究を推
進するため、学内共同教育研究
施設の一層の整備を図る。 

 
【２５４】 
・技術移転機関（ＴＬＯ）を活用
した積極的な技術移転分野及
び大学発ベンチャーの創出支
援分野の整備を図る。 

 
【２５５】 
・組換えＤＮＡ等の遺伝子実験、
遺伝子組換えモデル動物の開
発、学際物質科学、地球環境等
に関する分野について整備を
図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  先端学際領域研究センター、産学リエゾン共同研究センター、遺
伝子実験センター、学際物質科学研究センター、陸域環境研究セン
ターでは、学内関連組織及び学外関連機関と連携を図りつつ、研究
活動及び研究支援活動を順調に実施した。 

  

Ｄ－５ その他  
【２５６】 
・大学経営分野については、大学
経営を担う人材を育成する体
制の整備を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

  
  大学経営分野の新設の構想を取りまとめた。 

  

【２５７】 
・遺伝子組換えモデル動物の作製
に関しては、全国への供給を目
指して事業化を図る。 

 

   
  遺伝子改変マウス等の受託作製・供給を行った（１１機関に対し
６３件）。 
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【２５８】 
・教育研究、国際貢献交流、地域
貢献交流及びその支援に関す
る所要の整備を図る。 

 

 
※年度計画【３１９】に対応 

  
※年度計画【３１９】に対応 

  

【２５９】 
・その他、教育研究に関する所要
の整備を図る。 

 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

    

（Ｅ－附属学校） 
教育体制等の整備充実を図る

とともに、障害教育５校の機能的
な統合を図る。 
 

   
附属特別支援学校の設置に向けて、「障害教育５校・センター連

絡協議会」を設置し、今後の障害附属学校のあり方等について検討
した。 

 

  

【２６０】 
Ｅ－１ 附属小学校 
・小・中学校間の制度的、教育実
践的研究を踏まえた小中高一
貫教育を推進。 

 

   
大学と大塚地区３校(附属小学校、附属中学校及び附属高等学校)

で組織する教育研究会(４校研)において研究活動を推進し、算数・
数学・体育の公開授業等を行った。 

 

  

【２６１】 
Ｅ－２ 附属中学校 
・小・中・高校間の制度的、教育
実践的研究を踏まえた小中高
一貫教育を推進。 

 

   
大学と大塚地区３校(附属小学校、附属中学校及び附属高等学校)

で組織する教育研究会(４校研)において研究活動を推進し、算数・
数学・体育の公開授業等を行った。 

 

 
 

 

【２６２】 
Ｅ－３ 附属駒場中学校 
・社会のトップリーダーを育てる
教育を実験的に実践。 

 

   
文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ)事業を

引き続き実施した。 
 

  

【２６３】 
Ｅ－４ 附属高等学校 
・中・高校間の制度的、教育実践
的研究を踏まえた小中高一貫
教育を推進。 

 

   
大学と大塚地区３校(附属小学校、附属中学校及び附属高等学校)

で組織する教育研究会(４校研)において研究活動を推進し、算数・
数学・体育の公開授業等を行った。 

 

  

【２６４】 
Ｅ－５ 附属駒場高等学校 
・社会のトップリーダーを育てる
教育を実験的に実践。 

 

   
文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ)事業を

引き続き実施した。 
 

  

【２６５】 
Ｅ－６ 附属坂戸高等学校 
・総合学科高等学校の研究校とし
てキャリア教育を実験的に実
践。 

 

   
学校設定科目としての新科目「起業基礎」を完成させ、全国に発

信した。 
 

  

【２６６】 
Ｅ－７ 附属盲学校 
・視覚障害教育の専門性を継承・
発展。 

 

   
特別支援教育研究センターと連携し、視覚障害教育の実践及び研

究を推進した。 
 

  

【２６７】      
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Ｅ－８ 附属聾学校 
・聴覚障害教育の専門性を継承・
発展。 

 

特別支援教育研究センターと連携し、聴覚障害教育の実践及び研
究を推進した。 

 

【２６８】 
Ｅ－９ 附属大塚養護学校 
・知的障害に関わる特別支援教育
の実践及び研究を推進。 

 

   
特別支援教育研究センターと連携し、知的障害に関わる特別支援

教育の実践及び研究を推進した。 
 

  

【２６９】 
Ｅ－１０ 附属桐が丘養護学校 
・肢体不自由及び重度・重複障害
教育の実践及び研究を推進。 

 

   
  特別支援教育研究センターと連携し、肢体不自由及び重度・重複
障害教育の実践及び研究を推進した。 

 

  

【２７０】 
Ｅ－１１ 附属久里浜養護学校 
・自閉症者を対象とする教育の実
践及び研究を推進。 

 

   
特別支援教育研究センターと連携し、自閉症者を対象とする教育

の実践及び研究を推進した。 

  

【２７１】 
Ｅ－１２ その他所要の整備を図
る。 

 
※１９年度以降に実施予定のため、 
１７年度の年度計画なし 

 

    

  ウェイト小計 26  
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
３ 人事の適正化に関する目標 
 
中
期
目
標 

教員の流動性を向上させるとともに、教職員の能力・業績を適切に反映させる評
価システム、教員構成の多様性を推進する体制、柔軟で多様な人事制度、事務職員
等の専門性の向上を図る制度及び人員管理制度を構築。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○人事評価システムの整備、活用に関する具体的方策 
【２７２】 
①担当副学長を置き、教職員の人
事を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、教職員人事に関する事項を統括している。（具体
的施策は各項目に記載） 

  

【２７３-１】 
①平成１６年度に構築し公開した
研究者情報システムを基礎と
し、評価等に利用できるデータ
ベースとして蓄積すべき項目を
さらに整備・拡充。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機

能を既存の学務システム(TWINS)と連携させるなどの機能の整備・拡
充を図った。 
なお、データ項目の公開範囲、公開区分及び公開プロフィールの

出力項目等の追加変更について検討を行うとともに、評価等の目的
に応じた新たな項目の追加については、構築を開始した新たな評価
システムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースとの関
連を考慮し、その動向を見極めつつ１８年度以降引き続き整備・拡
充することとした。 
また、評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の

取り組みを踏まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行
うとともに、評価システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評
価制度を取り入れている大学の調査を行った。 
なお、データベースと評価の関係、評価を行う組織等、評価制度

の基本的考え方に基づき、１８年度内に評価システムを確立すべく、
１８年４月に｢評価企画室｣を設置して検討を加速させることとし
た。 
 

 
２ 

 

【２７３-２】 
②教員の教育研究活動の活性化を
目的とした新たな教員人事制度
の検討に着手。 

 

 
Ⅳ 

 
教育研究評議会の下に新たに「大学教員人事制度設計委員会」を

置き、教員人事制度について以下の方針を決定した。 
・各教育研究組織は、テニュア・トラック制又は任期制のいずれ
かの制度を第一期中期計画期間中に導入することを決定 
・定年年齢を超えた大学教員で、研究等で顕著な業績を持つ者を
特任教授として任用することを決定（１８年４月から開始） 
なお、教員人事制度の設計や教員の流動化定員の再配置等に関す

る審議の充実を目的として、１７年度に教育研究評議会の下に設置
した教員人事制度設計委員会の機能を強化した人事企画委員会の設
置（１８年４月）を決定した。 
 

 
２ 

 

【２７３】 
②人事評価システムの整備を図
り、評価結果を昇任、配置換、
給与等に反映。 

【２７３-３】 
③職員については、定期的に職務
評価を実施。 

 

 
Ⅲ 

 
職務評価規程に基づき、大学教員を除く職員について定期評定及

び条件評定を行った。 

 
１ 

 

○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 

12 
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【２７４-１】 
①職務内容に応じたより適切な人
事制度となるよう引き続き検
討。 

 

 
Ⅲ 

 
研究等で顕著な業績を持ち、定年年齢を超えた大学教員を、教育

研究の推進に係る戦略的施策の企画・立案業務等に参画させるため、
大学本部において採用する「特任教授」制度を創設し、１８年４月
導入を決定した。 

 

 
１ 

 【２７４】 
教員の勤務時間、兼職・兼業の

在り方及びワークシェアリング、
裁量労働制等の多様な人事制度
の導入を検討。 

【２７４-２】 
②兼職・兼業については、平成 
１６年度に定めた基本的ルール
に基づき、具体的運用方法の整
備・改善を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
兼業については、１６年度に基本的ルールを定め運用しているが、

手続きの利便性の向上に資するため、許可基準や手続きに必要な書
類の様式等をまとめた「兼業マニュアル」の作成に着手し、基本案
を策定した。 

 
１ 

 

○任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策 
【２７５】 

他大学等からの転任者の割合
の高い本学の特色を活かしつつ、
公募制人事の推進及び任期制導
入組織の拡大及びテニュア制の
導入等、教員の流動性向上を図
る。 
 

【２７５】 
公募制による教員人事を推進す

るとともに、任期制の拡大やテニ
ュア制の導入については、新たな
教員人事制度の構築の一環として
検討。 

 
Ⅳ 

 
公募制による教員人事を推進するとともに、「大学教員人事制度

設計委員会」において、各教育研究組織が第一期中期計画期間中に
テニュア・トラック制又は任期制のいずれかの制度を導入すること
を決定した。 
これにより、既に幾つかの組織で導入済みである任期制について

は、１７年度新たに２研究科の一部分野及び１センターが導入する
とともに、一部組織における１８年４月からのテニュア・トラック
制の運用実施につなげた。 

 

 
２ 

 

○外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策 
【２７６】 

外国人教員や女性教員が働き
やすい勤務環境を整備するとと
もに、国籍・性別を問わない人事
を推進し、平成１６年１月現在、
外国人教員率（２．２％）、女性
教員率（１０．４％）の拡大を図
る。 

 

【２７６】 
外国人・女性等に配慮した職場

環境の改善に関する検討を引き続
き推進。 

 
Ⅲ 

 
子育てに従事する教職員の就業環境の一層の向上を図るため、以

下の施策を決定した。 
・事業所内保育所の設置(１８年１１月を目途) 
附属病院の機能を活用し、医療スタッフを配置(看護師の常駐

等)するほか、発達や健康状態等に配慮した食事を提供 
・育児のための勤務時間短縮制度の拡充 
１７年度から対象となる子の範囲を小学校就学前までに拡大 

 

 
２ 

 

○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策 
【２７７】 
採用：平成１７年度以降の事務職

員等の採用については、競
争試験やその他能力の実
証による選考により採用
者を決定。 

 

【２７７】 
採用：事務職員等は、「国立大学

法人等採用試験」を活用し
た競争試験及び能力実証に
よる選考で採用者を決定。 

 
Ⅲ 

 
採用：国立大学法人等採用試験合格者から３名を採用した。 

 

 
１ 

 

【２７８】 
養成：階層別研修及び業務分野に

応じた専門研修等を実施
し、人材を育成。 

 

【２７８】 
養成：階層別職員研修として、「中

堅研修」、「主任級」、「係
長級」及び「課長補佐級」
研修を実施。また業務部門
に応じた研修を実施。 

 

 
Ⅲ 

 
養成：階層別研修及び部門別研修を引き続き実施した。 
  〔１７年度実績〕 

初任職員研修      参加者  ９名 
中堅職員研修      参加者 １９名 
主任級研修       参加者 ３８名 
係長級研修       参加者 ２２名 
英会話Ⅰ及びⅡ     参加者 １２名 
情報化研修９コース      参加者２１９名 

また、国際関係業務研修として、３名を海外研修に派遣した。 
 

 
１ 

 

【２７９】 
人事交流：他機関との人事交流を 

【２７９】 
人事交流：他機関との人事交流、

 
Ⅲ 

 
人事交流：県内及び東京地区の大学等と人事交流を引き続き行った。 

 
１ 
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維持。 
 

文部科学省等への研修
派遣を継続。 

 
○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策 
【２８０】 

教職員の重点配置及び効率的
配置のため、本部において一定の
教職員定員流動化率を設定して、
教職員定員管理を実施。 

 

【２８０】 
標準教職員数及び定員流動化率

を設定し、定員管理を実施。 

 
Ⅲ 

 
教員については特定教員数に対する毎年５％、職員については特

定職員数に対する毎年６．５％の流動化率を設定し、各組織から流
動化定員を拠出する定員管理を実施した。 
なお、教員人事制度の設計や教員の流動化定員の再配置等に関す

る審議の充実を目的として、１７年度に教育研究評議会の下に設置
した教員人事制度設計委員会の機能を強化した人事企画委員会の設
置（１８年４月）を決定した。 

 

 
２ 

 

 ウェイト小計 16  
 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
４ 総人件費改革に関する目標 
 
中
期
目
標 

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された
総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○総人件費改革に関する具体的方策 
【２８１】 

総人件費改革の実行計画を踏
まえ、平成２１年度までに概ね
４％の人件費の削減を図る。 
 

 
※１８年度から実施するため、１７
年度の年度計画なし 

 

  
総人件費改革の実行計画を踏まえた人件費の削減に係るシミュレ

ーションを行い、１８年度は０．６％程度の削減を図ることを決定
した。 

  

 ウェイト小計   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
５ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
 
中
期
目
標 

事務等組織を再編制し、その機能の再構築を図り、業務の一層の合理化、効率化
に努めるとともに、企画立案機能の強化・充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○事務等組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策 
【２８２】 
①事務等組織を、本部管理部門、
業務部門、教育研究支援部門に
再編し、各担当副学長又は部局
の長の下に設置。 

 

【２８２】 
①課題に応じ事務等組織の見直し
を実施。 

 
Ⅲ 

 
直面する課題に応じて以下のとおり事務等組織を見直した。 
・国際交流推進課の設置：国際交流についての企画立案機能の強
化 
・経営分析室の設置：コスト分析による経営効率・経営成績・財
政状況の的確な把握 
・学群・学生部と大学院部を学務部と学生部に再編：学生関係業
務の効率化 
・監査室の設置：監事監査の事務支援及び内部監査の充実 
 

 
１ 

 

【２８３】 
②事務等組織は、企画立案等に積
極的に参画し、学長、副学長、
部局の長を補佐する体制へと
強化。また、戦略的な課題に迅
速に対応するためチーム制の
導入を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

 
※「また、…」は１８年度から実施
のため、１７年度の年度計画なし 

  
  法人化と同時に事務局を廃止し、理事・副学長が事務組織を含め
担当業務に全責任を負う一元管理体制を導入したが、法人化 2年を
経てその仕組みが定着した。同様に、各部局においても教職員一体
運営が定着し、部局長のリーダーシップ発揮に資する運営体制が定
着した。 

  

【２８４】 
③意思決定の迅速化・諸手続きの
簡素化・情報化の推進等によ
り、会議体組織数や資料作成業
務の削減など、既存業務の効率
化を図ることにより生じた資
源を用いて、大学としての戦略
的企画業務、教育研究の質の向
上及び学生支援業務への取り
組みを強化。 

 

【２８５】 
②大学全体の運営を効率化・迅速
化するための全学的な検討・推
進体制を整備し、業務の効率
化・簡素化を推進。 

 
Ⅳ 

 
１７年４月に学長を本部長とする「業務改善推進本部」を設置し、

教育、研究、社会貢献に一層専念できる環境の確保と、業務の迅速
化や労働時間の縮減による活力ある職場環境の実現を図るための全
学的な取り組みを開始した。 
同本部では、各組織から提案された改善策５３８件(うち１１１件

を実施済み)を効果と実現可能性の観点から仕分けし、１８年３月に
業務改善実施計画を策定した。 
〔実施済み改善策の具体例〕 

  ・非常勤職員に対する人事異動通知書を廃止 
  ・授業料免除等の申請時期を窓口業務の閑散期に変更 
  ・交付前の研究費立替制度の対象となる研究費の範囲を拡大 
 

 
２ 

 

【２８５】 
④各事務等組織が全体として円
滑かつ効率的に機能するよう
調整官を置き、事務等組織の業
務について、毎年度の自己点
検・評価結果等に応じて業務内
容又は組織の見直しを実施。 

 

【２８４】 
③業務の情報化推進のため、職員
の情報研修を実施。 

 
Ⅲ 

 
学内において Word、Excel、Access などの情報化研修９コース（受

講者２１９名）を実施するとともに、学外機関が主催するネットワ
ーク、セキュリティなどの情報化専門研修に参加し、業務の情報化
を進めた。 

 
１ 

 

○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策 
【２８６】 

事務職員等の採用試験、研修の
【２８６】

採用試験事務の一環として国立
 
Ⅲ 

 
  事務職員等の採用は、関東甲信越地区の国立大学法人等機関が合

 
１ 

 14 
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企画・実施等、共同業務処理の促
進。 

 

大学等が共同で行う「国立大学法
人等採用試験」を活用。また、研
修の企画・実施等、共同業務処理
を促進。 
 

同で実施する「国立大学法人等職員採用試験」を活用するとともに、
階層別研修は近隣大学等と合同で企画・実施。 

○業務のアウトソーシング等に関する具体的方策 
【２８７】 
①業務の性質、経費、人事管理等
の面から多角的に分析・評価
し、効率的で高いサービスが見
込まれる部門についてアウト
ソーシング導入を図る。 

 

【２８７】 
①業務の性質、経費、人事管理等
の面から多角的に分析したうえ
で、業務のアウトソーシングを
推進。 

 
Ⅲ 

 
給与支給事務等、アウトソーシング可能な業務及び費用等の調査

を実施し、データ入力など実施可能な部分から順次実行した。 

 
１ 

 

【２８８】 
②コア業務、非定型的業務、法令
や社会通念上外部委託に馴染
まない業務を除き、アウトソー
シングの推進を図る。 

 

【２８８】 
②つくばエクスプレスの開業に合
わせて、運行業務の外部委託に
よる新たな学内交通システムを
導入。 

 
Ⅳ 

 
つくばエクスプレスの開業(１７年８月)を機に、全国初の取り組

みとして、地元バス会社との連携により、学内移動に路線バスを利
用する｢筑波大学キャンパス交通システム｣を導入した。これにより、
従来の学内連絡バスよりも運行コストを大幅に低減しつつ、大学へ
のアクセス及びキャンパス内の移動に係る利便性を飛躍的に向上さ
せた。 
〔運行時間帯 6:00～23:00(従来 8:10～19:15)、運行間隔約 10 分、運
休日なし〕 

 

 
２ 

 

ウェイト小計  
8  

ウェイト総計 79 
 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  本学においては、全ての項目において中期計画・年度計画を確実に達成すべく取り組みを行っているが、 
 その中でも特に、経営や教育・研究等において重要性の高い課題に重点的に取り組むこととし、上記のと 
 おりのウエイト付けを行った。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項 
 
 
１．戦略的全学マネジメントと自律的部局運営の両立・強化 
 

学長のリーダーシップによる戦略的全学マネジメントを強化するとともに、大学院
博士課程研究科を中心とする自律的部局運営を充実し、学内コミュニケーションの緊
密化によりその両立・強化を進めた。 

 
（１）学長による年度運営方針の明示と学内コミュニケーションの緊密化 
 

法人スタート時に行った学長メッセージの発信を、毎年度初めの｢年度運営方
針明示｣という形で定着させることとし、主要会議や学内広報誌等あらゆる機会
を捉えて周知徹底するとともに、従来の審議会・委員会に代わり、本部・部局連
絡会議等の率直な意見・情報交換の場を設け、対話と情報共有を充実させた。 

 
（２）｢１２の全学重点施策｣の継続的推進 
 
    上記運営方針に基づき、前年度に引き続き｢12 の全学重点施策｣を掲げ、責任

者・期限・推進方法を明確化し、学群改組、教員人事制度設計、業務改善、戦略
的研究支援システム構築など重点施策の着実な推進につなげた。 

 
（３）戦略的全学マネジメントを支える｢１１の戦略室体制｣ 
 
    学長室、教育支援 4室(入学、学群教育、学生生活支援、キャリア支援)、研究

戦略、国際連携、広報戦略、情報化戦略、施設計画、環境安全管理の各室に各分
野の教員及び職員を配置し、教職員一体となって、12 の全学重点施策を中心に戦
略・計画の立案とその推進にあたらせた。 

 
（４）教職員による一体的運営の定着 
 
    法人化と同時に事務局を廃止し、理事・副学長が事務組織を含め担当業務に全

責任を負う一元管理体制を導入したが、法人化2年を経てその仕組みが定着した。 
同様に、各部局においても教職員一体運営が定着し、部局長のリーダーシップ
発揮に資する運営体制が定着した。 

 
２．大学本部主導による戦略的資源配分と厳格な評価の実施 
 
（１）人員・資金・スペースの戦略的配分 
 

①教員定員については、特定教員に対し年５％の流動化を行うとの方針に基づ
き、中期計画期間内の部局別流動化数を確定し、17 年度は１５ポストを効率化
と戦略的配置の財源として確保した。 
また、職員についても、特定職員に対する年６．５％の流動化方針に基づき、
効率化と再配置を実施した。 
②資金については、16 年度より導入した｢重点及び戦略的経費｣について約２２億
円の財源を確保し、学内競争的資金として厳格な審査に基づき教育・研究・産
学連携・社会貢献等のプロジェクト等に配分した。 
③スペースについては、総合研究棟等に全学共用スペースとして約２万６千㎡を
確保し、ＣＯＥ等の戦略プロジェクトに重点的に配分した。 

 
（２）資源配分に対する厳格な評価 
 

①教員の流動化定員の再配置を、透明性を確保しつつ厳格に行うため、組織評価
システムの構築に着手した。 

②重点及び戦略的経費については、年度当初の募集にあたり、継続案件について
も厳格な評価を行い、進捗に応じ増額・減額等の修正措置を講じた。 

③スペースについては、毎年度全学共用スペースの利用状況を調査・点検し、必
要な修正を行うこととしている。 

 
（３）期間限定の｢特別プロジェクト研究組織｣制度とその厳格な評価 
   
   本学独自のシステムとして、期間５年を原則とする｢特別プロジェクト研究組織｣

を設け、成果をまとめ、プロジェクトを完了させることで、研究組織の固定化・硬
直化を避けることとしている（17 年度も 3プロジェクトが進行中）。 

 
３．業務改善活動の全学的展開～学長ヘッドの「業務改善推進本部」 
 
（１）学長を本部長とし、教職員全組織が参加する「業務改善推進本部」の設置 
 

教育・研究に専念でき、労働時間の縮減と能力の最大発揮に資する業務運営を実
現することを目的に、以下の 3点を重視した改善方策を立案・実施。 

   ①学生及び社会の利益に立脚した業務運営～顧客志向 
   ②責任・権限の明確化、組織間の連携、現場の重視 
   ③メリハリをつけた仕事とスピードの重視～即断即決と熟慮のメリハリ 

 
（２）５３８の改善提案とそれに基づく「業務改善実施計画」の策定 
 

①学内全組織にて改善策を洗い出し、総提案件数５３８件を効果や実現可能性の
観点から仕分けし、18 年 3 月に「業務改善実施計画」を策定した。また、提案
のうち１１１件については 17 年度内に実施 

②組織や階層・年代にとらわれない自由な発想を取り入れるため、約 20 名の職
員によるワーキンググループを編制 

③意識改革の徹底と業務改善手法の習得を図るため、豊富な実践経験を有する専
門家による学内勉強会を実施し、合計約５００名が参加 
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４．新たな教職員人事施策の設計・推進 
 
（１）新たな教員人事制度設計 
 

一年間の期間限定で「教員人事制度設計委員会」を設置し、キャリア形成のステ
ージごとに教員の活動を刺激しエンカレッジするための新たな制度を検討した。 
特に、大学教員の人事制度について、テニュア・トラック制又は任期制のいずれ

かを中期計画期間中に全ての教育研究組織が導入することを決定した。これによ
り、既に幾つかの組織で導入済みである任期制については、１７年度新たに２研究
科の一部分野及び１センターが導入するとともに、一部組織における１８年４月か
らのテニュア・トラック制の運用実施につなげた。 
 

（２）職員の戦略的人事の推進 
 
   教育研究及び大学運営における事務職員の役割の重要性を再確認した上で、従来

型の定期異動方式を抜本的に見直し、課長ポストへの内部登用を含めた戦略的な人
事を実施した（具体的には 18 年 4 月の人事異動に反映）。 

 
５．監査体制の充実と経営の質的向上に資する監査の実施 
 
（１）監事監査支援と内部監査を担当する監査室の設置 
 

監事監査の支援と内部監査の充実を目的として学内各組織から独立した監査室
を設置した。 

 
（２）監事監査の適正・効果的な実施と経営の質的向上への反映 
 

①年度当初に策定した監査計画に基づき、17 年度は特に、 
・予算・執行・決算に係る業務の仕組みと財務会計システムの改善 
・全学的な業務改善の推進 
・附属病院の経営改善 
について重点的に監査を行い、改善のための提案を学長及び担当理事に行っ
た。 
②その結果を受けて、特に、実績管理強化のため決算課の設置や財務会計システ
ムの抜本的再構築を決定した。 
③監事の経験や知識を大学経営の実務に反映させるため、監事と実務を担う若手
職員との対話の場を数多く設定し、若手職員の育成につなげた。 

 
（３）内部監査の実施 
   

科学研究費補助金に係る｢通常監査｣及び｢特別監査｣を実施し、同補助金｢使用ル
ール｣全般の観点から業務の適正性・効率性について監査を行った。 

 
６．外部有識者の意見の反映 
 
（１）経営協議会における学外委員の意見・提案を、主として以下のような施策に結び

つけ、運営の改善に役立てた。 
     

①学群改組に関し、編制案と受験生・社会への打ち出し方についての助言を受け
て、特に、早い段階から刊行物やホームページにより改組計画に関する情報を
公開し、混乱を来たさないよう配慮した。 

②大学院修了者・学群卒業生の進路の把握について、よりきめ細かな管理を行う
よう提案があり、それを進路報告の簡素化・データ利用の利便性の向上を目的
としたシステムの導入等出口管理の強化につなげた。 

③経営協議会等の重要会議で議論すべき事項を厳選し、これらの会議では重要な
戦略的な課題をより重点的に審議するとともに、理事以下の判断に委ねる事項
を増やすべきとの指摘を受け、意思決定や会議運営の改善に活かした。 

 
（２）学外出身の監事の意見・提案を前記 5(2)のとおり活かした。 
 
（３）学群改組にあたり、産業界有識者、受験・就職業界の専門家等と学内各教育組織

の長との対話の機会を設け、これら外部者の意見を参考にした。 
 
（４）先端学際領域研究センターでは、運営協議会委員の 6割を学外有識者により運営

するほか、プロジェクトの採択及び中間評価の審査、全員が任期付である教員の
再任審査については学外者を含めて行っている。 
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Ⅲ 財務内容の改善 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 
 
中
期
目
標 

研究活動の活性化を図るため、外部資金獲得の基本戦略を確立し、大型プロジェ
クト経費をはじめとした外部資金の獲得をより一層推進。また、多様な収入源の確
保に努め、自己収入の増加を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○科学研究費補助金、受託研究、奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策 
【２８９】 
①担当副学長を置き、研究活動に
関する外部資金獲得全体につ
いて統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、研究戦略室の機能を活用しつつ、競争的研究資金
を中心とする外部資金獲得に関する事項を統括している。（具体的
施策は年度計画【２９０～２９４,２９７】に記載） 

  

【２９０】 
②平成１７年度を目処に外部資
金獲得の基本戦略を策定し、以
後、毎年度その見直しを図る。 

 

【２９０】 
①外部資金等競争的研究資金獲得
を推進するとともに、申請をサ
ポートする人材育成・配置等の
体制について検討。 

 

 
Ⅳ 

 
外部資金獲得強化の方策として、１７年度は特に科学研究費補助

金の大型種目獲得に全学的に取り組んだ。特に、新たに基盤研究(Ａ)
の獲得増を目的とする｢ステップアップ支援制度｣を導入し、同種目
への申請件数を前年比２０件増加させた。 
また、｢新たな戦略的研究支援システム検討委員会｣では、外部資

金獲得を推進するため、優れた研究成果を有する新任・転入教員に
対し研究活動の早期立ち上げを支援する「ロケットスタート支援制
度」の実施、部局への予算配分に科学研究費補助金等の獲得額を反
映させる方針(１８年度から導入)を決定した。 
なお、同委員会では、申請をサポートする以下の支援策について

検討した。 
・申請課題選定、brush-up 等のための目利きによる 
Advisory board の設置 
・大型資金応募時の実働作業部隊(ＷＧ)の設置 
・採択者による成功事例集の作成 
・採択後の支援体制のあり方 

 

 
２ 

 

【２９１】 
③外部資金情報の収集・提供を促
進するための研究助成情報シ
ステムの拡充・整備。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

  
  研究助成情報システムでは、競争的研究資金等獲得のため、引き
続き最新の助成情報の収集及び学内関係者への配信を行った。 

  

【２９２】 
④学内シーズの発掘、データベー
スの構築、企業ニーズとのマッ
チングを推進する支援体制を
確立。 

 

【２９２】 
②知的財産統括本部において、学
内シーズの発掘、企業ニーズと
のマッチングを推進することに
より、共同研究及び受託研究の
件数の増加を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
リエゾン活動を充実し、企業等との共同研究、受託研究の増大を

図るため、技術移転マネージャー２名、ビジネス・インキュベーシ
ョン・マネージャー１名、産学官連携コーディネータ１名、シニア・
コーディネータ（本学名誉教授等）８名を雇用・委嘱するとともに、
教員２８名を科学技術相談員に指名して、リエゾン活動を推進する
体制の充実を図った。また、研究交流会、研究成果出展、科学技術
相談会等についても２６回行った結果、受託研究・共同研究ともに
大幅に増加した。 
〔１７年度契約件数実績〕 
受託研究 ２２３件（前年比１６件増） 

   共同研究 ２５４件（前年比６５件増） 
 

 
２ 

 

【２９３】      15 



筑波大学 

 74 

⑤外部資金を獲得した教員への
インセンティブの付与。 

 

※１８年度から実施のため、１７年
度の年度計画なし 

 

  部局への研究費配分は、一律配分の部分と科学研究費補助金等獲
得額に応じた部分からなる配分方針を決定した。(18 年度から導入) 

 
【２９４】 
⑥科学研究費補助金など、競争的
外部資金獲得のための申請率
の全学的引き上げを図る。 

 

【２９４】 
③科学研究費補助金については、
大型プロジェクトへ積極的に取
り組むとともに大学全体の申請
率の一層の引き上げを図る。 

 

 
Ⅲ 

 
科学研究費補助金の申請率向上を図るため、全学シンポジウム並

びに博士課程全研究科におけるシニア研究者及び審査員経験者等に
よる説明会を開催した。また、新たに｢ステップアップ支援制度｣を
導入した。（詳細は年度計画【２９０】に記載） 

 〔１７年度実績〕  
  新規＋継続内定件数 18 年度分 ９２４件 (17 年度分 ８５２件) 
 

 
２ 

 

○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策  
【２９５】 
①学生の進路状況を踏まえた大
学院等の整備を図り、学生納付
金を確保。 

 

【２９５,２９８－１】 
①学群及び大学院において魅力あ
る教育を推進し、志願者及び入
学者を常に安定確保することに
より、安定した収入を維持。 

 

 
Ⅲ 

 
学群及び大学院においては、それぞれが魅力ある教育を推進する

とともに、ホームページと広報誌の充実や大学進学ガイダンスを通
じた積極的な広報活動を行うことにより、十分な志願者及び入学者
の確保に努めた。 

 
１ 

 

【２９６】 
②附属病院については、必要な医
療分野の整備・高度化、サービ
スの改善、施設整備、手術及び
入院体制の整備・改善により診
療報酬の増収を図る。 

 

【２９６,２９８－２】 
②附属病院は、病床稼働率の向上、
手術室の効率的利用、平均在院
日数の短縮等を実施することに
よる病院収入の増を目指す。 

 

 
Ⅳ 

 
附属病院においては、以下の要因により、対前年度比約１３億６

千万円の収入増を達成した。 
・病床稼働率９２．２％（16 年度実績：８８％） 
・手術件数５，４２８件（16 年度実績：４，９７３件） 
・総合周産期母子医療センター稼働による周産期医療の充実 
・睡眠呼吸障害診療グループの新設による睡眠時無呼吸症候群等
に特化した外来診療の充実 
・諸料金規程の見直し 

 

 
２ 

 

【２９７】 
③多様な競争的資金の獲得につ
いて組織的な取り組みを強化。 

【２９７,２９８－３】 
③研究資金確保のため、外部資金
等、競争的研究資金獲得の奨励
活動を推進するとともに、申請
をサポートする人材育成・配置
等の体制について検討。 

 

 
Ⅳ 

 
外部資金獲得強化の方策として、１７年度は特に科学研究費補助

金の大型種目獲得に全学的に取り組んだ。特に、新たに基盤研究(Ａ)
の獲得増を目的とする｢ステップアップ支援制度｣を導入し、同種目
への申請件数を前年比２０件増加させた。 
また、｢新たな戦略的研究支援システム検討委員会｣では、外部資

金獲得を推進するため、優れた研究成果を有する新任・転入教員に
対し研究活動の早期立ち上げを支援する「ロケットスタート支援制
度」の実施、部局への予算配分に科学研究費補助金等の獲得額を反
映させる方針(１８年度から導入)を決定した。 
なお、同委員会では、申請をサポートする以下の支援策について

検討した。 
・申請課題選定、brush-up 等のための目利きによる 
Advisory board の設置 
・大型資金応募時の実働作業部隊(ＷＧ)の設置 
・採択者による成功事例集の作成 
・採択後の支援体制のあり方 

 

 
２ 

 

【２９８】 
④教育研究成果の社会還元等、国
立大学法人の業務の範囲内で
多様な活動を展開し、増収を図
る。 

 

 
※年度計画【２９５,２９６,２９７】
に対応 

  
※年度計画【２９５,２９６,２９７】に対応 

  

  ウェイト小計 11  
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Ⅲ 財務内容の改善 
２ 経費の抑制に関する目標 
 

中
期
目
標 

教職員の意識改革を図るとともに、事務、事業、組織等の見直し、アウトソーシ
ングの推進、競争入札や入札業者の多様化による調達コストの削減により、経費の
合理化・効率化を図る。 
また、管理業務の簡素化を図るとともに、管理運営費及び業務に要する経費の節

減を図る。 
 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○管理的経費の抑制に関する具体的方策 
【２９９】 
①担当副学長を置き、財務関係全
体を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、経費の抑制や資産の運用管理等の財務に関する事
項を統括している。（具体的施策は各項目に記載） 

  

【３００】 
②大学運営の業務について、各部
局毎にコスト分析を実施。 

・人件費については、業務の見直
し・電算化、アウトソーシング
により効率化を推進。 

・光熱水料については、施設の一
斉休業等による節減対策を図
る。 

・物品調達については、全学一元
的大量購入の実施等により経
費の効率化を推進。 

・支払い事務の一元化及びファー
ムバンキングシステムの導入
により銀行振込手数料の軽減
化並びに資金管理の効率化を
図る。 

 
【３０１】 
③上記方策を実施することによ
り、管理的経費（新規事業分を
除く。）の毎事業年度１％の効
率化を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【３００,３０１】 
管理経費の抑制について全学一

括購入等の具体的方策を引き続き
検討・実施。 

 
Ⅲ 

 
契約方式の見直し、インターネットによる発注方式の導入、定期

刊行物の購入部数等の精査を行い、経費の抑制を図った。具体的に
は以下のとおりである。 
○契約方法の改善等による管理経費の節減 
①電力の自由化に対応した競争契約と複数年契約の締結により
経費を節減した。また、東京地区等の電気需給契約について、
特定規模電気事業者を含めた入札を実施し、２年間の複数年
契約を締結した。 

②複写機の賃貸借契約において、教育研究の特性に配慮しつつ、
競争が可能な物件について一般競争入札を実施し経費を節減
した。 

③継続的な物品の供給及び役務の提供に係る契約について、複
数年契約の実施可能な契約を調査し、新たに１６件追加して
１０１件実施することにより経費を節減した。 

④定期刊行物の購入部数等の見直しを実施し経費を節減した。 
⑤インターネットによる発注方式の導入に必要な実施要項を策
定し、１８年４月から実施することとなった。 

⑥大学が運営していた学内連絡バスを廃止し、地元バス会社と
連携することで運行コストを節減した。 

⑦共通仕様による全学共同購入物品の拡充について、コストの
削減を図ることを目的として調査を継続。 

⑧電力料の節減を図ることを目的として、コージェネレーショ
ンシステム導入の可否について検討を行い、附属病院の再開
発計画の検討内容として基幹整備ＷＧ（施設部）で検討する
こととなった。 

○省エネルギー対策の推進による管理経費の節減 
①個別冷暖房の設置については、引き続き許可制を実施すると
ともに、省エネルギーに関するポスターを学内に掲示し啓発
を図った。 

②省エネルギーに関する通知を「速報つくば」及び「スチュー
デンツ」に掲載し、啓発を図った。 

これらの取り組みを推進し、一般管理費について前年度比約６％
の削減となった。 

 
２ 

 

 ウェイト小計 2  
 16 
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Ⅲ 財務内容の改善 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 
 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策 
【３０２】 
①学長を総括管理者として効率
的な管理を徹底するため、管理
区分及び責任を明確にした管
理体制を整備。 

 

【３０２】 
①資産の管理・有効利用について
は、その効率的・効果的運用を
図るための方策を引き続き検
討・実施。 

 
Ⅲ 

 
資産の効率的・効果的運用を図るため以下の施策を実施した。 
・建物の利用実態調査に基づき未利用建物の利用計画を策定中 
・物品の再利用計画に基づき再利用可能物品一覧を学内 web に掲
載して有効に活用 
・利用率向上が期待できない一部の職員宿舎について用途廃止 

  ・近隣機関との職員宿舎の相互利用を推進（18 年度～） 
 

 
１ 

 

【３０３】 
②保有資産のデータベース化と
管理運用体制の改善。 

 

【３０３】 
②保有資産のデータベース化に着
手。 

 
Ⅲ 

 
上記、建物の利用実態調査に基づき、その利用状況のデータベー

ス化に着手した。 
 

 
１ 

 

【３０４】 
③余剰資金の効率的運用。 
 

【３０４】 
③運用規則に基づき余剰資金の効
率的運用を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
寄附金について、中期的な運用として大口定期預金及び国債(５年

債)での運用を開始し、１８年度から約５００万円の運用益を確保す
ることとした。 
 

 
１ 

 

ウェイト小計 3 
 

ウェイト総計 16 
 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  大学の財務に重要な影響を及ぼす、外部資金の増加、附属病院の収入増加、経費の削減に高い 
 ウエイトを置いて取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
期
目
標 

施設を有効に活用できるよう効率的かつ体系的な管理体制の整備充実を図る。ま
た、資産の効率的・効果的運用を図る。 

17 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項 
 
 
１．予算編成方針に基づく効果的かつ戦略的な予算配分 
 

国立大学法人としての自主性・自律性を発揮しつつ、基幹的経費と戦略的経費の明
確化を図り、学内資源の有効活用に取り組むとともに、学長のリーダーシップの下、
重点的・戦略的な経費配分を行った。 
 
（１）重点及び戦略的経費 

学長のリーダーシップに基づき配分する経費として「重点及び戦略的経費」（総
額 

約２２億円）を確保し、教育研究の一層の向上と改革・改善に重点配分した。 
（２）リスク回避を見据えた予備費の当初予算計上と補正予算によるその戦略的活用 

災害等不測の事態に対応するための経費として当初予算に予備費を盛り込み、最
終 

的には補正予算を編成し、教育研究環境の整備等に活用した。 
（３）人件費削減に向けた施策 

人件費は、中期計画における人件費見積もりに基づく総額で管理し、業務の改
善・効率化、情報化やアウトソーシングの推進により管理部門の人件費の抑制に努
めた。 

 
２．自己収入の確保による財務力の向上  
 
（１）外部資金の獲得強化 
  本学の教育研究の基盤を維持し、研究力の強化と研究の活性化を図るため、外部
資金の獲得策を強力に推進した。 

 
①申請率向上のための全学的なシンポジウム、説明会を実施するなど科学研究費
補助金の獲得強化の取り組みにより、採択件数が増加 
《科学研究費補助金採択内定件数（新規、継続）》 

 17 年度 ８５２件 → 18 年度 ９２４件（７２件増） 
 
②リエゾン活動の組織的推進により企業等との共同研究、受託研究が増大 

          共同研究、受託研究の実績 
区  分 16 年度 17 年度 増加数 
共同研究 １８９件 ２５４件 ６５件 
受託研究 ２０７件 ２２３件 １６件 

 
③知的財産権の活用による技術移転を推進 

     実施契約６件（3,835 万円）   譲渡契約 1件（30 万円） 
（17 年度の特許料収入については全国立大学中３位） 

 
 

 

 
（２）附属病院収入の大幅増加 

 
附属病院は、附属病院長のリーダーシップの下、経営の改善と効率的な運営に総

合的に取り組むことにより、対前年度比１３．６億円の収入増を達成した。 
 
①病床稼働率の大幅な向上 

前年度の病床稼動実績に基づいた病床配分の見直し及び病院会議への月次
報告などにより、病床稼働率は、前年度実績を４．２％上回る９２．２％を達
成 

②患者数増加策の徹底 
病病連携、総合周産期母子医療センターの稼動及び睡眠呼吸障害診療グルー

プの新設等による外来患者の増加、手術人数の増加、諸料金の見直し等諸施策
の実施により大幅な収入増を実現 

附属病院の主な実績 
 
 
 
 
 
 
 
３．管理的経費の節減 
 
  規制緩和を踏まえた契約方式の見直しや契約の合理化及び省エネルギーの徹底に
より管理的経費を節減した。 

 
（１）電力の自由化に対応した競争契約と複数年契約を締結 

（17 年度削減額 3,510 万円） 
（２）東京地区等の電気需給契約について、特定規模電気事業者を含めた競争入札を実

施し、１８年度から２年間の複数年契約を締結 
（18 年度削減見込み額 260 万円） 

（３）競争が可能な複写機の賃貸借契約について一般競争を実施 
   （17 年度削減額 200 万円、18 年度削減見込み額 1,140 万円） 
（４）継続的な物品の供給及び役務の提供に係る契約について、複数年契約の実施可能

な契約を調査し、新たに１６件追加し１０１件を実施 
（17 年度節減額 1,310 万円、18年度節減見込み額 610 万円） 

（５）定期刊行物の購入部数等の見直しを実施 
（17 年度節減額 870 万円、18 年度節減見込み額 600 万円） 

（６）インターネットによる発注方式の導入に必要な実施要項を策定し、１８年４月か
らの実施を決定 

（７）大学が運営していた学内連絡バスを廃止し、地元バス会社と連携することで運行
コストを大幅に低減 

（８）個別冷暖房の設置については許可制を実施するとともに、ポスターや学内広報誌
等により省エネルギーを奨励 

 

区  分 １６年度 １７年度 増加数 
病床稼働率 ８８．０％ ９２．２％ ４．２％ 
手術人数 ４，９７３人 ５，４２８人 ４５５人 
外来患者数 ２９８，９１１人 ３１５，６８９人 １６，７７８人 
入院患者数 ２５６，９７３人 ２６９，２８０人 １２，３０７人 
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４．財務内容の改善・効率化 
 
  会計システムに関する実態を調査し現状の問題点を整理するとともに、予算・執
行・決算に係る業務の総合的な改善に重点的に取り組んだ。 

 
（１）財務会計システム改善 

①予算管理、契約管理、支出管理、収入管理、決算管理、資産管理の一連の財務
会計に関するシステムについて、効率性を重視した機能の改良を実施 
②財務会計システムの改善に関する検討を行うため、財務会計システム検討委員
会を設置 

（２）決算機能の充実 
コスト分析や経営改善の評価などの業務を一層迅速かつ効率的に行うため、「経
営分析室」を強化し、１８年度から「決算課」を設置することとした。 

 
５．余剰資金の効率的運用 
   
  寄附金について、中期的な運用として大口定期預金及び国債（5 年債）での運用を
開始し、１８年度から約 500 万円の運用益を確保することとした。 

 
６．大学用地一括購入による経済的効果 
  
 従来から国の財源措置により分割購入してきた大学用地の借地部分の残余１，３０
４千㎡について、市中銀行からの借入金により一括して取得した。 
これにより、約２１９億円の国費が縮減されることとなった。 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 
１ 評価の充実に関する目標 
 
中
期
目
標 

透明性と公平性を備え、社会に対して説得力ある評価システムと、その評価結果
を活用するシステムを構築し、教育研究の質的向上を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○自己点検・評価の改善に関する具体的方策 
【３０５】 
①担当副学長を置き、自己点検・
評価全体について統括。 

 
【３０６】 
②教育研究の活性化、競争的環境
の醸成を目指す新たな評価シ
ステムを導入。 

 
【３０７】 
③個人及び組織の評価に係るデ
ータベースの維持管理を行う
組織を設置。学内外の教育研究
情報、環境情報を収集・分析・
改善する組織を設置。 

 

【３０５,３０６,３０７,３１０】 
組織のアクティビティーを高

め、教育研究の活性化を目指し、
自己点検・評価項目の見直しとそ
れに基づく組織評価システムを検
討。 
 

 
Ⅲ 

 
評価システムワーキンググループを設置して、１６年度の取り組

みを踏まえ、組織評価、個人評価のあり方について検討を行うとと
もに、評価システム導入に伴う問題点を抽出し、先進的に評価制度
を取り入れている大学の調査を行った。 
なお、データベースと評価の関係、評価を行う組織等、評価制度

の基本的考え方に基づき、１８年度内に評価システムを確立すべく、
１８年４月に｢評価企画室｣を設置して検討を加速させることとし
た。 
また、組織の活動状況については、社会への説明責任の観点から

原則として公表する方針で検討する。 
 

 
１ 

 

○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策 
【３０８】 

組織に関する評価結果を組織
の見直しに活用するシステムを
構築し、組織及び運営の改善に活
用。 

【３０８】 
組織の活動を評価するシステム

について引き続き検討するととも
に、特に優れた活動を行なった組
織への資源の重点配分について検
討。 
 

 
Ⅲ 

 
上記検討中の新たな組織評価においては、評価結果を組織の見直

しに活用するとともに、資源配分については、評価結果を踏まえ、
全学的な戦略をもとにした重点配分を行う方針で検討を進めてい
る。 

 
１ 

 

 ウェイト小計 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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中
期
目
標 

情報公開法に基づく情報開示の適切な運用に努める。 
また、広報刊行物・ホームページ等を活用した大学情報の積極的な発信に努め、

入学・学習機会、卒業後の進路、教育研究状況及び大学の運営実態等について、受
信者の視点に立った広報活動の充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○大学情報の積極的な公開・提供に関する具体的方策 
【３０９-１】 
①情報公開法及び個人情報保護法
について学内構成員に周知。 

 

 
Ⅲ 

 
個人情報の適切な管理のため以下の取り組みを行った。 
・市販される職員録等への情報提供の取り扱いを学内広報誌にお
いて周知 
・大学職員録にシリアルナンバーを付して管理を徹底 
・メディア教育開発センター主催のＳＣＳを用いた個人情報セミ
ナーを開催 
・個人情報の適切な管理とネットワーク上のセキュリティ対策に
関するシンポジウムを開催 
 

 
１ 

 【３０９】 
①情報公開法に基づく適切な情
報公開を行うとともに、個人情
報の保護に努める。 

【３０９-２】 
②情報公開法及び個人情報保護法
に基づく適切な情報公開を行う
とともに、円滑な運用に努める。 

 

 
Ⅲ 

 
情報公開法及び個人情報保護法に基づき、以下のとおり適切な情

報公開を行った。 
・情報公開請求に対しては、担当部署と連絡調整の上、適切に対
応した。 

   〔１７年度実績〕 
    情報公開法に基づく開示請求    ５件 
    個人情報保護法に基づく開示請求  １件 
    （※いずれも全部開示又は一部開示により対応） 

・個人情報保護法の施行に伴い、保有個人情報の開示等に関する
規程を制定しホームページで公表するとともに、窓口担当者等
との連携を密にして、円滑な運用に努めた。 
 

 
１ 

 

【３１０】 
②組織の評価結果を公表。 
 

 
※年度計画【３０５】に対応 
 

  
※年度計画【３０５】に対応 
 

  

○大学情報の積極的な広報に関する具体的方策 
【３１１-１】 
①広報戦略の確立と戦略に基づく
積極的な広報活動を推進。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に策定した広報戦略（第一期）の周知を図るとともに、

東京キャンパス秋葉原地区（秋葉原ダイビル）に新広報コーナーを
設置したほか、つくばエクスプレスの秋葉原駅改札口正面に大学Ｐ
Ｒ看板を掲出した。 

 

 
１ 

 【３１１】 
①情報発信拠点としての体制を
整備。 

 

【３１１-２】 
②平成１６年度に刷新したホーム
ページについて、多言語化やコ
ンテンツの充実を図るととも
に、研究科等学内組織のホーム
ページの充実を促進。 

 

 
Ⅲ 

 
大学ホームページについて、以下のとおり充実を図った。 
・アクセス増、機能追加、セキュリティ強化等に対応すべくハー
ド強化の一環としてウェブサーバを更新 

・東京キャンパス秋葉原地区の設置、つくばエクスプレスの開業、
筑波大学キャンパス交通システムの導入に伴い、アクセスマッ
プを作成又は修正 
・英語に加え中国語と韓国語のサイトを構築・公開し、ホームペ
ージの多言語化を促進 

 
１ 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 
２ 情報公開等の推進に関する目標 
19 
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【３１１-３】 
③広報コーナー等の整備を図る。 
 

 
Ⅲ 

 
新たな広報拠点として、秋葉原ダイビル及び大学会館ギャラリー

に広報コーナーを設置した。また、１８年度に竣工予定の総合交流
会館における広報のあり方について検討を開始した。 

 

 
１ 

 

【３１２】 
②既存広報誌の見直し及び学内
外のニーズを捉えた新たな広
報誌の創刊を図る。 

 

【３１２】 
④既存広報誌や大学紹介ビデオの
刷新を検討。 

 
Ⅲ 

 
既存広報誌や大学紹介ビデオについて、以下のとおり見直しを行

った。 
・学外向け広報誌のあり方や発行体制について、他大学の状況を
参考にしながら１８年度刊行を目指して検討 
・大学概要を本編（２年間使用）と資料編（１年間使用）に分冊
化 

・ＯＢ、学生の協力を得て大学紹介ビデオのリニューアルを行い、
コンセプトの異なる３種のＤＶＤを作成 

 

 
１ 

 

【３１３】 
③教員情報システムの公開。迅速
な情報発信と内容更新。 

 

【３１３】 
⑤平成１６年度に構築し公開した
研究者情報システムを基礎と
し、学外者が利用できるデータ
ベースとして蓄積すべき項目を
さらに整備・拡充。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に構築した研究者情報システムについて、ユーザ認証機

能を既存の学務システム(TWINS)と連携させるなどの機能の整備・拡
充を図った。（全教員の約８割が入力完了） 
なお、データ項目の公開範囲、公開区分及び公開プロフィールの

出力項目等の追加変更について検討を行うとともに、評価等の目的
に応じた新たな項目の追加については、構築を開始した新たな評価
システムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースとの関
連を考慮し、その動向を見極めつつ１８年度以降引き続き整備・拡
充することとした。 
 

 
２ 

 

ウェイト小計 8 
 

ウェイト総計 10 
 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  学内における適正かつ公平な評価を通じて教育・研究等の質的向上と社会への説明責任を果たすべく、 
 そのための情報を収集・管理・公開するシステムの整備にウエイトを置いて取り組んだ。 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項 
 
 
１．自己点検・評価に基づく目標管理制度の定着と新たな評価システムの確立 
 
（１）年度重点施策方式と年次報告書による新たな目標管理制度の定着 

  
①16 年度に導入した年度重点施策方式を継続し、全学重点施策(“12 の全学重点
施策”)と組織別重点施策を策定した。 
②上記重点施策の達成状況を中心に年度末に自己点検・評価を行い、その結果を
全学でとりまとめ、年次報告書として学内外に公表した。なお、年次報告書は
開学以来 30 年を超えて継続的に発行。 

 
（２）個人評価と組織評価に関する新たな評価システムの構築 
 
   ①個人評価・組織評価のベースとなり、研究業績の公開にも資する｢研究者情報

システム｣の機能改善により、全教員の約 8割がデータ入力を完了。 
②学長室に設置した評価ワーキンググループにて、他大学の先進的事例の実態調
査を行い、評価システムの設計に役立てた。 
③これらの活動を加速し 18 年度内に評価システムを確立すべく、｢評価企画室｣
を設置した（18 年 4 月）。 

 
２．16 年度評価結果に基づく改善 
 
  16 年度における国立大学法人評価委員会の評価では、経営協議会及び監査機能の実

質 
化について指摘を受けた。評価結果は、速やかに運営会議、教育研究評議会、経営協
議会に報告するとともに、本学ホームページで公表するなど全学で共有し、以下のと
おり改善策を進めた。 

 
（１）監事監査支援と内部監査を担当する監査室の設置 
 

監事監査の支援と内部監査の充実を目的として学内各組織から独立した監査室
を設置した。 

 
（２）監事監査の適正・効果的な実施と経営の質的向上への反映 
 

①年度当初に策定した監査計画に基づき、17 年度は特に、 
・予算・執行・決算に係る業務の仕組みと財務会計システムの改善 
・全学的な業務改善の推進 
・附属病院の経営改善 
について重点的に監査を行い、改善のための提案を学長及び担当理事に行っ
た。 
②その結果を受けて、特に、実績管理強化のため決算課の設置や財務会計システ
ムの抜本的再構築を決定した。 
③監事の経験や知識を大学経営の実務に反映させるため、監事と実務を担う若手
職員との対話の場を数多く設定し、若手職員の育成につなげた。 

 
 

 
（３）経営協議会委員の意見の反映 
 

経営協議会を６回開催し、学外委員の意見・提案を、主として以下のような施策
に結びつけ、運営の改善に役立てた。 
 

   ①学群改組に関し、編制案と受験生・社会への打ち出し方についての助言を受け
て、特に、早い段階から刊行物やホームページにより改組計画に関する情報を
公開し、混乱を来たさないよう配慮した。 

②大学院修了者・学群卒業生の進路の把握について、よりきめ細かな管理を行う
よう提案があり、それを進路報告の簡素化・データ利用の利便性の向上を目的
としたシステムの導入等出口管理の強化につなげた。 

③経営協議会等の重要会議で議論すべき事項を厳選し、これらの会議では重要な
戦略的な課題をより重点的に審議するとともに、理事以下の判断に委ねる事項
を増やすべきとの指摘を受け、意思決定や会議運営の改善に活かした。 

 
３．積極的情報公開と戦略的広報活動の展開 
 
  情報公開に対する積極的姿勢が、大学に対する信頼の基盤となることを学内に周知
徹底し、以下の施策を実施した。 

 
（１）情報の適時開示と定例記者会見による報道機関との定期的対話の実施 
     
   ①学内情報連絡体制の強化により、公開すべき事項について報道機関等に対する

適時開示を徹底。 
②前年度に引き続き月 1回学長による定例記者会見を実施し、報道機関との継続
的な対話に努めた。 

 
（２）芸術系教員等の専門性を活用した広報手段の改善・充実 

 
①利用目的に応じた 3種(プロモーション、大学ビジョン、キャンパスライフ)の
大学紹介ＤＶＤの自主作成 

②ホームページの全面刷新と多言語化 
③つくばエクスプレス開業を機にした広告の自主製作 
④広報活動・地域交流・同窓交流等の拠点となる総合交流会館建設を推進(18 年
7 月竣工後、直ちに公開予定) 

 
（３）キャンパス見学者の積極的受け入れ 
 
   ①全国の高校等からキャンパス見学者を積極的に受け入れた。 

(16 年度 3,725 人→17 年度 3,782 人) 
   ②つくば市の研究機関の施設体験ツアーである｢つくばサイエンスツアー｣に本

学学生がガイドとなって活動を支援した。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 
 
中
期
目
標 

施設設備の定期的な点検評価を実施するとともに、教育・研究組織の転換及び施
設設備の老朽・狭隘等に計画的かつ効率的に対応し得る維持管理と整備を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○教育研究等の質の向上について必要となる施設設備の整備に関する具体的措置 
【３１４】 
①担当副学長を置き、施設設備の
維持管理及び整備を統括。 

【３１４】 
①施設の整備及び管理に関する目
標を設定。 

 
Ⅲ 

 
施設マネジメントを推進する施設計画室では、６つのワーキング

グループ（筑波キャンパス校舎再生計画、基幹設備整備計画、学生
宿舎改善計画、環境報告書、総合交流会館、病院再開発）を置いて
整備方針を決定した。 
また、年１％の省エネ目標を設定し、各設備の管理標準を定め、

適切かつ効率的なエネルギー管理を行った結果、目標を達成した。 
 

 
２ 

 

【３１５】 
②先端的研究分野の施設設備の
整備を図る。 

【３１５,３１７】 
②施設設備について整備計画を策
定し、国の財政状況を踏まえ整
備の推進を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
上記ワーキンググループでは、各々の基本的な考え方に基づいた

整備計画を策定するとともに、相互の定期的な打ち合わせによる連
携を図りながら、実施可能な計画から取り組んだ。 
 

 
２ 

 

【３１６】 
③老朽化施設の改善整備を図る。 

【３１６】 
③基幹整備の更新計画を策定し実
施を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
基幹設備（ライフライン）の整備については、省エネ・安全性・

非常時対応等を念頭に更新計画を策定した。これに基づき、１７年
度は医学地区冷房熱源の更新を行うとともに、老朽化が著しい中央
機械室の特高受変電設備・高温水ボイラーの更新計画を策定した。 

 

 
１ 

 

【３１７】 
④大学院の拡充に伴う施設設備
の整備を図る。 

 

 
※年度計画【３１５】に対応 

  
※年度計画【３１５】に対応 

  

【３１８】 
⑤先端医療や地域医療に対応す
るため、附属病院の施設設備の
整備を図るとともに、国の財政
措置の状況を踏まえ、大学用地
内での再開発計画の推進を図
る。 

 

【３１８】 
④附属病院の再開発整備計画を策
定し実施を図る。 

 
Ⅲ 

 
附属病院の再開発にあたっては、ＰＦＩ等の新たな整備手法を含

め検討を行った。なお、全学的な検討を進めることを目的として、
病院再開発推進室を設置（１８年３月）して、具体的な整備計画や
資金計画について検討を行うこととしている。 

 

 
２ 

 

【３１９】 
⑥その他、教育研究及び学内外と
の幅広い交流を目的とする施
設設備等の整備を図る。 

 

【３１９】 
⑤教育研究及び学内外との幅広い
交流を目的とした総合交流会館
の整備計画を策定し実施を図
る。 

 

 
Ⅲ 

 
総合交流会館の基本設計を行った。発注については、公共工事の

コスト削減、民間技術の活用等の観点から、国立大学初のデザイン・
ビルド方式（設計・施工一括方式）を採用し、公募型指名競争入札
（総合評価落札方式）により契約した。 

 

 
２ 

 

○必要となる施設設備の新たな整備手法に関する具体的措置 
【３２０】 
①生命科学動物資源センターの
施設整備等事業については、Ｐ

【３２０】 
①生命科学動物資源センターの施
設整備等事業については、ＰＦ

 
Ⅲ 

 
ＰＦＩ事業として１６年３月に契約し整備を進めていた新棟が 

１７年１０月に完成し、運営を開始した。引き続き１８年１月に既

 
１ 

 

20 
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ＦＩ事業として確実に推進す
る他、他の施設においても民間
資金導入による整備、外部資金
による整備等の導入を図る。 

 

Ｉ事業として確実に推進。 存棟の改修に着手し、工事を進めている。 

【３２１】 
②リース方式による整備を図る。 

【３２１】 
②リース方式の整備について導入
を検討し、可能なものについて
整備計画を策定し実施を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に設置した施設計画室にワーキンググループを設置し、

リース方式又は割賦方式による学生寄宿舎の整備･運営について調
査･検討及び民間企業のヒアリング等を行った。また、学生寄宿舎の
コインシャワーをリース方式で整備した。 

 

 
１ 

 

【３２２】 
③地方自治体等との連携による
施設設備の整備を図る。 

【３２２】 
③地方自治体等との連携による施
設設備の整備計画を引き続き検
討し、可能なものについて整備
を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
学生宿舎（一の矢学生宿舎）の暖房設備の整備についてＥＳＣＯ

方式の活用も考慮し、つくば市の「つくば市地域新エネルギー導入
ビジョン」と連携した事業計画を立案し、ＮＥＤＯの補助事業への
公募に向けた準備を行った。 

 

 
１ 

 

【３２３】 
④スペース利用の受益者負担等
により確保された資金に基づ
く整備を図る。 

 

【３２３,１８７－１】 
④共用スペース利用者からの使用
料により確保された資金による
施設整備を実施。 

 
Ⅲ 

 
総合研究棟及び共同研究棟の共用スペース使用料４，６００万円

を使用して、教育研究施設の改善工事を実施した。 

 
１ 

 

○施設設備の有効活用及び維持管理に関する具体的方策 
【３２４】 
①既存施設設備の利用状況調査
による現状把握を平成１６年
度中に実施。その結果に基づき
施設設備の共用化を推進。 

 

 
※年度計画【３２６】に対応 
 

  
※年度計画【３２６】に対応 
 

  

【３２５-１】 
①既存施設設備の劣化度調査を実
施し改修改善の計画を策定。 

 

 
Ⅳ 

 
１６年度に対応した故障･トラブルの状況(内容)を調査･分析し、

予防保全及び改修･改善計画に活用した。 
また、１６年度から学内予算を重点配分し、耐震診断の促進を図

っており、１７年度においても４７棟２０万㎡の耐震診断を行った。
これにより、特定建築物に指定されている校舎、附属病院等の調査
をほぼ完了した。 
更に１７年度は、アスベストによる健康被害が大きな社会問題に

なったことから、｢アスベスト対策連絡会｣を設置して、全学的態勢
で対応した。 
①学内説明会（７回）を実施するとともに、相談窓口を設置して
問い合わせに対応 

  ②使用状況について、建物 729 棟、89 万㎡を対象に悉皆調査を実
施し、結果を利用者に報告するとともに、対策工事の実施計画
を策定し、工事に着手 

 

 
２ 

 【３２５】 
②良好なキャンパス環境の維持
管理を行うための経費を確保
し、既存施設設備の劣化度調査
の実施、老朽化施設設備の改修
改善の計画策定・実施等を図
る。 

 
 
 
 
 

 
 
 

【３２５-２】 
②老朽化施設の改善整備計画を策
定し実施を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
１６年度に発生した施設設備に関する故障・トラブル（12,986 件）

の内容を調査分析し、予防保全及び改修・改善計画を策定するとと
もに、屋上防水工事、防災設備等の改修・更新、トイレのリニュー
アル等を実施した。 
 

 
１ 
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【３２６】 
③可能な限り総合研究棟方式を
採用し、老朽化施設の改善整
備、大学院の整備に伴う施設設
備の整備を図る。 

 
 

【３２７】 
④総合研究棟等を中心に２０％
以上の学内共用スペースの導
入を図り、スペースの流動化と
受益者負担等により確保され
た資金を通じ施設を効果的に
活用。 

 

【３２４,３２６,３２７】 
③総合研究棟への移転後の跡スペ
ースも共用スペースとし確保
し、施設・設備の有効活用を推
進。 

 
Ⅲ 
 

 
総合研究棟Ｂ棟及び共同研究棟の利用者を公募により決定すると

ともに、総合研究棟Ａ棟の公募スペースの利用状況について点検･
評価を実施し、適切な利用促進を図った。 
なお、総合研究棟への移行跡スペースは全学共用スペースとして、

１８年度はアスベスト対策工事等の移転スペースとして活用するこ
ととした。 

  また、総合研究棟及び共同研究棟の共用スペース使用料４，６００ 
万円を使用して、教育研究施設の改善工事を実施した。 
 

 
１ 
 

 

○その他施設設備に関する特記事項 
【３２８】 
①段階的な取得を行っている大
学用地、宿泊施設用地につい
て、長期借入金を活用して一括
して取得する。 

 

【３２８】 
①段階的な取得を行っている大学
用地、宿泊施設用地について、
長期借入金を活用して一括して
取得する。 

 
Ⅲ 

 
借上用地約１，３０４千㎡について一括取得を実施し、市中銀行

より借入を行い、償還費については運営費交付金により措置した。
これにより、約２１９億円の国費の縮減が図られた。 

 
２ 

 

【３２９】 
②財団等からの用地借り入れに
際しては、既存利用用地の見直
しを実施。 

 

 
※年度計画【３３２】に対応 

  
※年度計画【３３２】に対応 

  

【３３０】 
③学生宿舎及び教職員宿舎等の
効率的な運用を図る。特に、学
生宿舎については、その管理体
制の見直しを図る。 

 

【３３０】 
②教職員宿舎等の効率的運用を図
る。 

 
Ⅲ 

 
職員宿舎の有効活用を図るため、利用率向上が期待できない一部

宿舎を用途廃止にするとともに、筑波技術大学及び高エネルギー加
速器研究機構と相互利用に関する協定を締結した（相互利用開始は
１８年４月）。 
また、費用省令の改正に伴い、大学の自主的な判断による多様な

寄宿料設定が可能となったため、新たな手法による学生宿舎の整備
等について検討に着手した。 

 

 
１ 

 

【３３１】 
④東京キャンパスについて、施設
設備の整備を図るとともに、所
有用地の見直しを含めた高度
な有効利用を図る。 

【３３１】 
③東京キャンパスの将来設計に関
する事項を検討するため、平成
１６年度に設置した「筑波大学
東京キャンパス将来計画検討チ
ーム」において、全学的見地か
ら施設及び保有資産の有効活用
方策を総合的に検討。 

 

 
Ⅲ 

 
東京キャンパスの将来計画について、全学的見地から施設及び保

有資産の有効活用方策を総合的に検討するため、検討課題の抽出・
整理を行った。 

 
１ 

 

【３３２】 
⑤特に必要がある場合は、学外の
商用施設等についても積極的
に活用を図る。 

 

【３３２,３２９】 
④秋葉原ダイビルの賃借スペース
を、本学の東京における拠点の
ひとつとして有効活用するため
の方策を検討。 

 

 
Ⅲ 

 
１７年４月に開設した法科大学院の設置場所として、秋葉原の学

外商用施設（秋葉原ダイビル）を賃借した。同大学院の授業は専ら
夜間に行われるため、昼間の空スペースを本学の東京における重要
な拠点として以下のとおり活用した。 
・広報コーナーの設置 
・進学相談会の開催 
・専攻の公開(ポスター展示・説明会) 
・キャリア支援交流会の開催 

 
１ 
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・公開講座の開催 
 

 ウェイト小計 22  
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 
２ 安全管理に関する目標 
 
中
期
目
標 

全学及び学内各組織における安全管理体制及び危機管理体制を構築し、修学・職
場環境を整備するとともに、教職員及び学生の安全管理、事故防止等を推進。 
また、学外への安全配慮、倫理的配慮を含めた関係法令や指針等の遵守を徹底。 

 

中期計画 年度計画 進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ウェ 

イト 
 

○安全管理・事故防止に関する具体的方策 
【３３３】 
①担当副学長を置き、安全管理全
体を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１７
年度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、環境安全管理室の機能を活用し、教職員及び学生
の安全管理に関する事項を統括している。（具体的施策は各項目に
記載） 

 

  

【３３４】 
②安全・環境管理等に関する業務
を一元的に管理する新たな体
制を整備。 

 

【３３４】 
①平成１６年度に構築した安全衛
生・環境管理に対する全学的な
体制の充実を図る。 

 
Ⅲ 

 
作業主任者、廃棄物管理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者、

毒物劇物管理責任者を組織ごとに置き、安全衛生・環境管理に対す
る全学的な体制の整備を進めた。 
また、放射性物質管理の重要性に鑑み、担当副学長による環境安

全管理室とアイソトープ総合センターを一元的に総括する管理体制
（１８年４月～）とすることを決定した。 

 

 
１ 

 

【３３５】 
③労働安全衛生法等の関係法令
及び学内規定に基づく安全管
理体制並びに修学・職場環境の
整備を図る。 

 

【３３５】 
②本部と部局との安全衛生・環境
管理に関する情報の共有化や連
携の強化を進め、職場環境の安
全と職員の健康保持を徹底。 

 
Ⅲ 

 
安全衛生業務従事者に対する実地での具体的巡視方法の指導及び

講演、また、管理職等を対象として、職場環境の安全と職員の健康
保持についての安全衛生講演会を実施した。 

 
１ 

 

【３３６】 
④安全管理の実効性を確保する
ため、安全管理巡視、安全管理
教育、防災訓練等を実施すると
ともに、事故防止等マニュアル
の整備を図る。 

 

【３３６】 
③「安全のための手引」及び「実
験系廃棄物取扱いの手引」の web
化により、事故防止や安全の徹
底を図る。 

 
Ⅲ 

 
従来冊子であった「安全のための手引」と「実験系廃棄物取扱い

の手引」を安全衛生マニュアルとして web 化し、安全衛生に関する
情報の共有化と利便性の向上を図った。また、web 上に事故寸前の
危険な事例を情報収集する“ヒヤリハット事例の投稿及び相談窓口”
を設け、安全管理における教職員の双方向の情報伝達に活用した。 

 

 
１ 

 

【３３７】 
⑤学外への安全配慮、倫理的配慮
を含めた、組換えＤＮＡ実験、
動物実験、クローン実験等に関
する関係法令や指針等の遵守
を徹底。 

 

【３３７】 
④遺伝子組換え実験、動物実験等
に関する学内規程の整備を図
る。 

 
Ⅲ 

 
組織再編等に伴う新組織に対応した遺伝子組換え実験安全管理規

程及び動物実験取扱規程を制定し、実験における安全管理の徹底を
図った。 

 
１ 

 

○学生の安全確保等に関する具体的方策 
【３３８】 
①安全管理教育の実施、事故防止等
マニュアルの整備等、学生の安全確
保を図る。 
 

【３３８-１】 
①「安全のための手引」及び「実
験系廃棄物取扱いの手引」の web
化により、事故防止や安全の徹
底を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
従来冊子であった「安全のための手引」と「実験系廃棄物取扱い

の手引」を安全衛生マニュアルとして web 化し、安全衛生に関する
情報の共有化と利便性の向上を図った。また、web 上に“ヒヤリハ
ット事例の投稿及び相談窓口”を設け、安全管理における教職員の
双方向の情報伝達に活用した。 

 

 
１ 

 

21 
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【３３８-２,３４０－１】 
②学生担当教員制度、クラス制度、
フレッシュマンセミナー等を通
じて安全教育を充実。 

 

 
Ⅲ 

 
学生に対する安全教育は、新入生全員が参加するフレッシュマン

セミナーにおいて実施するとともに、クラス担任が自らのクラスの
学生個々に対して適宜注意喚起を行った。 

 

 
１ 

 

【３３８-３,３４０－２】 
③学生生活における予期しがたい
事件・事故等のトラブル防止及
び安全意識の涵養を図ることを
目的とした冊子、刊行物を配付
し、継続的な注意喚起を実施。 

 

 
Ⅲ 

 
入学者に対して「安全快適な学生生活のために」を送付、新入生

のオリエンテーション時に「あなたのためのセーフティライフ」を
配布、学内広報誌「スチューデンツ」に安全教育特集号（夏・冬期）
を組み発行、などを通じて継続的な注意喚起を実施。 
 

 
１ 

 

【３３８-４,３４０－３】 
④セーフティプロジェクトの活動
を一層活性化し、学内での事件
事故防止に努めるとともに、大
学関係者の安全に対する意識の
向上を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
キャンパス及び周辺地域における学生等の安全を確保するため、

１６年度に引き続き「筑波大学セーフティプロジェクト」を設置し
た。１７年度は、予め取り組むべきテーマを設定し、テーマ別にタ
スクフォースを設け、相互に連携しながら問題解決に取り組んだ。
以下の取り組みにより、全学的に安全・安心に対する意識が着実に
浸透しつつある。 
①教員・職員・学生（延べ 118 人参加）による学内パトロールを
実施（16 年 4回→17年度 8回実施） 
②事件・事故発生の事例を調査のうえ学内及び周辺地域のハザー
ドマップを作成し、各種学内広報誌ホームページで広報 
③安全キャンペーン週間を設け、全学 6 箇所で安全に関するチラ
シを配布し、学生に安全を呼びかけ  
④建物内犯罪の調査と対策の検討、交通安全環境の整備等の検討 

 

 
２ 

 

【３３９】 
②学内諸施設への積極的な機械
警備の導入等による監視体制
の整備を図り、学生生活の安全
を確保。 

 

   
  全学生宿舎の玄関ドアに、入居学生の手の甲の静脈パターンを認
証してドアを開錠する静脈認証システムを導入し、学生宿舎のセキ
ュリティの向上を図った。 

  

【３４０】 
③学内におけるペデストリアン
デッキや駐車場の整備等、交通
環境の整備を図る。併せて、交
通安全マニュアルの作成・配布
等を通じた交通安全教育の充
実を図る。 

 

 
※年度計画【３３８－２,３,４】に
対応 

  
※年度計画【３３８－２,３,４】に対応 

  

○附属学校の安全管理に関する具体的方策 
【３４１-１】 
①平成１６年度に設置した「学校
あんしん推進委員会」を活用し、
安全で安心できる学校生活のた
めの諸施策を検討・推進。 

 

 
Ⅲ 

 
「学校あんしん推進委員会」では、安全管理に関する基本事項の

周知徹底を図るとともに、事故や事件の事例報告及び検討を行い、
情報の共有化と危機管理の徹底を図った。 

 
１ 

 【３４１】 
幼児児童生徒の安全確保及び

附属学校の安全管理の徹底を図
る。 
特に幼児児童生徒の安全確保

のために、警備員の配置、監視カ
メラの設置等を図る。 【３４１-２】 

②安全対策マニュアルを引き続き
検証し、必要に応じ内容を改訂。 

 

 
Ⅲ 

 
全附属学校において防犯訓練を実施するとともに、安全対策マニ

ュアルの確認と見直しを行った。 

 
１ 
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○危機管理に関する具体的方策 
【３４２】 

安全管理の整備と併せて、全学
的な危機管理体制の一層の整備
充実を図る。 
 

【３４２】 
危機発生時の情報伝達を中心に

危機管理システムの整備・充実を
図る。 

 
Ⅲ 

 
防災管理システムの整備充実のため、防災基本規則、防災計画、

防災基本マニュアルの策定に向けた検討を行い、原案を作成した。
これにより、事故発生時の情報伝達を中心とした危機管理システム
の整備充実を図った。 

 

 
１ 

 

ウェイト小計 12 
 

ウェイト総計 34 
 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  施設マネジメント、既存施設の改善、附属病院再開発、用地取得、学生・職員の安全管理等 
 大学運営の基本となる重要事項にウェイトを置いて取り組んだ。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項 
 
 
１．施設マネジメント 
 
（１）6つのワーキンググループによる施設戦略の立案・推進 
 

築 25 年以上の施設が約 8 割を占めるなど急速に老朽化が進んでいる本学特異の
状況を踏まえ、担当理事・副学長が室長を兼ねる施設計画室に 6つのワーキンググ
ループを設置し、専門分野の教員と関係事務組織が協力して施設整備計画等の具体
的検討を行い、可能なものから推進した。 
 
①筑波キャンパス校舎再生計画ＷＧ～老朽化した施設の改善計画の立案等 
②基幹設備整備計画ＷＧ～老朽化した基幹設備の更新計画の立案等 
③学生宿舎改善計画ＷＧ～学生宿舎の居住改善・サービス向上方策の立案等 
④環境報告書ＷＧ～環境報告書の作成 
⑤総合交流会館ＷＧ～総合交流会館の基本設計（18 年 7 月竣工） 
⑥病院再開発計画ＷＧ～病院再開発計画の立案 

 
（２）全学共用スペースの公募方式による配分と利用状況の点検・評価 
 

総合研究棟 3 棟の 20％及び共同研究棟等の全部又は一部を全学共用スペースと
し、施設計画室の施設利用専門委員会の審査を通じ研究アクティビティに応じた柔
軟かつ戦略的な運用を行った。 
 
①新設や利用期間満了等により新たに利用可能となったスペースについて、学内
公募により利用者を決定 
②既に貸与済みのスペースについても、2 年に 1 回の利用状況評価を改め、毎年
厳格に点検・評価を行う方式を導入 
③共用スペース使用料の徴収によって得た約 4,600 万円を、教育研究施設の改善
工事に活用 
④総合研究棟への移転後スペースについて、18 年度は全学共用のアスベスト対策
工事等の移転スペースとして活用することを決定 

 
（３）アスベスト問題への迅速な対応 
 
   アスベストによる健康被害が大きな社会問題となっていることから、環境安全管

理室長を座長とするアスベスト対策連絡会を立ち上げ、全学的態勢で対応した。 
 
①学内説明会(7 回)を実施するとともに、相談窓口を設置して問合せに対応 
②使用状況について、建物 729 棟、89 万㎡を対象に悉皆調査を実施し、結果を利
用者に報告するとともに、対策工事の実施計画を策定し、工事に着手 

 
（４）施設設備の改善に資する各種データの調査・分析 
 

既存設備の耐震診断と劣化度等の調査・分析を行い、予防保全、改修・改善計画
を策定した。 

   
 ①16 年度に対応した故障・トラブルの内容を調査・分析し、予防保全及び改修・
改善計画を策定 

   ②47 棟 20 万㎡の耐震診断を行い、特定建築物に指定されている校舎、附属病院
等の調査をほぼ完了 

 

 
（５）新たな整備手法の導入 
 
   従来の手法にとらわれず、より有効な手法を積極的に取り入れることにより、戦

略的かつ効率的な施設整備を推進した。 
 
   ①国立大学初のデザイン・ビルド方式による総合交流会館の整備 
   ②ボイラー設備等基幹設備のＥＳＣＯ事業のフィージビリティ調査を実施 
   ③ＰＦＩ事業により生命科学動物資源センターの新棟を竣工(17 年 10 月) 

④附属病院再開発へのＰＦＩ事業導入可能性調査を実施 
⑤費用省令改正に伴う寄宿料自由化による学生宿舎の整備手法の検討着手 

 
２．安全管理、事故防止策 
 
（１）人的・物的被害の未然防止 
 

環境安全管理室において、安全衛生・環境管理に対する体制の充実と職場環境の
安全と職員の健康保持を徹底した。 
 
①安全衛生業務従事者(参加者 50 人)に対して、外部の専門家を講師に招き、実
地での具体的巡視法の指導及び講演を実施 

②本学の産業医を務める教員を講師として、管理職等(参加者 120 人)を対象とし
た職場環境の安全と職員の健康保持についての安全衛生講演会を開催 

③従来の｢安全管理の手引｣及び｢実験系廃棄物取扱いの手引｣を安全衛生マニュ
アルとして web 化し、安全管理・事故防止に関する情報を共有化 

④web 上にヒヤリハット投稿及び相談窓口を設けることにより教職員との双方向
の情報伝達手段を実現 

 
（２）安全かつ安心なキャンパスの維持 
    

筑波大学セーフティプロジェクトは、大学構内での犯罪を防止し、学生・職員等
の安全を確保するための活動を、教員・職員・学生が一体となって実行した。 

    
①学内と周辺地域の犯罪発生場所や危険箇所を記したハザードマップを更新し、
学内広報誌やホームページ等で広報 

   ②危険箇所の実情調査を兼ねた夜間の学内パトロールウォークを 8 回(延べ 100
人以上が参加)実施 

③建物内の防犯対策、交通ルールの遵守とユニバーサルデザイン、地域との安全
確保等に関する連携、危険情報の伝達と共有などのテーマについてタスクフォ
ースを設置して具体的に調査・検討を行い、可能なものから速やかに実施 

 
（３）附属学校における安全確保及び衛生管理の徹底 
    

附属学校教育局と各附属学校が連携し、附属学校における幼児・児童・生徒の就
学上の安全確保及び学校給食における衛生管理の徹底を図った。 
 
①｢学校あんしん推進委員会｣は、安全管理に関する基本事項の周知徹底、事件・
事故の事例報告・検討を実施 

②附属全 11 校において防犯訓練の実施及び安全対策マニュアルの確認・見直し 
   ③全児童・保護者が通学途上の｢子ども 110 番の家｣を記入した通学マップを提出 

④自治体が配信する不審者情報メール等を活用 
⑤食中毒防止に関する講習会の実施、給食室の改修、調理方式のドライ化等によ
り学校給食における衛生管理を徹底 
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 
 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 
 
Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  
 
１ 短期借入金の限度額 

１０６億円 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の
発生等により緊急に必要となる対策費と
して借り入れすることも想定される。 

 
１ 短期借入金の限度額 

１０６億円 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の
発生等により緊急に必要となる対策費と
して借り入れすることも想定される。 

 
 

該当なし 
 

 

 
Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  
 
・附属病院における施設の整備に必要となる
経費の長期借入に伴い、本学の附属病院の
敷地及び建物について担保に供する。 

 

 
・附属病院における施設の整備に必要となる
経費の長期借入に伴い、本学の附属病院の
敷地及び建物について担保に供する。 

 

 
附属病院では開院後２９年が経過し、基幹設

備の機能の低下とそれに伴う経費の増加等に対
応するため、特に緊急性の高い空調冷熱源設備
を更新した。これに伴い宅地を担保に必要な資
金を(独)国立大学財務・経営センターから長期借
入を行った。 
・借入額 ： ４２４百万円 
・担 保 ：（宅地） 

       つくば市天久保２丁目１-７外 
６７,６０６.８６㎡ 

 

 
 

 
Ⅸ 剰 余 金 の 使 途 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  
 
・教育研究の質の向上及び組織運営の改善に
充てる。 

 

 
・決算において剰余金が発生した場合は、教
育研究の質の向上及び組織運営の改善に充
てる。 

 

 
教育研究環境の整備・充実を図るため、平成

17年度予算に振り替えた４３３百万円のうち、
学生宿舎の整備等で１９０百万円（うち資産 
１３９百万円、費用５１百万円）を執行した。 
 なお、５２２百万円を病院再開発・運営改善
等のための目的積立金とした。  
 

 

 22 
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Ⅹ そ の 他  １ 施設・設備に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 

 
(注１) 金額については見込みであり、中期目標を達成

するために必要な業務の実施状況等を勘案した
施設・設備の整備や老朽度合い等を勘案した施
設・設備の改修等が追加されることもある。 

(注２) 小規模改修について１７年度以降は１６年度
同額として試算している。 
なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建

造費補助金、国立大学財務・経営センター施設費
交付金、長期借入金については、事業の進展等に
より所要額の変動が予想されるため、具体的な額
については、各事業年度の予算編成過程等におい
て決定される。 

 

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

・小規模改修 
 
・筑波団地 

 土地購入 
 
・生命科学動物 
資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 
 
・災害復旧工事 

総額 
  ５,３６７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金 
(5,367) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

施設･設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

・小規模改修 
 
・筑波団地 

 土地購入 
 
・生命科学動物 
資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 

 
・池尻、坂戸団 
地校舎等改修 
 
・西地区学生寄 
宿舎改修 
 
・附属病院基幹 
・環境整備 

総額 
６４,５９２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金 
(4,297) 

 
長期借入金 

(60,127) 
 
国立大学財務・経 
営センター施設費 
交付金 

(168) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
施設・設備の内容 決定額(百万円) 財 源 

・小規模改修 
 
・筑波団地 

 土地購入 
 
・生命科学動物 
資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 

 
・池尻、坂戸団 
地校舎等改修 
 
・西地区学生寄 
宿舎改修 

 
・附属病院基幹 
・環境整備 

 
・アスベスト対 
策事業(調査) 

総額 
 ６４,６０６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金 
(4,311) 

 
長期借入金 

(60,127) 
 
国立大学財務・経 
営センター施設費 
交付金 

(168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 計画の実施状況等 
 

・営繕事業として９件の工事を行った。 
 
・17 年 4 月 18 日に 78,664.92 ㎡の土地を購入した。 
 
・18 年 3 月 17 日に長期借入金で 1,303,599.77 ㎡の土地を購入した。 
 
・18 年 2月 3日付で交付された施設整備費補助金についてはアスベスト含有調査費
を除き、全額繰越した。 
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Ⅹ そ の 他  ２ 人事に関する計画  
 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 
(1) 方針 

ア 教員の流動化を向上させ教育研究の活性化を図
るため、既に任期制を導入している組織以外の組
織への任期制・テニュア制の導入を進める。 

イ 多様な経歴、経験等を持つ優れた教員を確保す
るため、教員の採用及び昇任に当たっては、公募
により行うことを進めるとともに、外国人教員及
び女性教員の採用の促進を図る。 

ウ 法人の業務運営の効率化、効果的推進を図るた
め、優秀な人材の確保、適切な職員の配置、職員
の資質の向上を図る。 

(2) 人員に係る指標 
教職員数の抑制を図るための教職員の効率的配置

及び教育研究の質の向上を図るための教職員の重点
配置を行うことを目的として、教職員定員流動化率
を設定し、毎年度各組織から定員削減を行い、本部
において定員の再配分を行う。 

 

 
１ 公募制による教員人事を推進するとともに、新たな教
員人事制度の構築の一環として、任期制の拡大やテニュ
ア制の導入について、引き続き検討する。 
 
２ 各学群・研究科の特質と学生定員を踏まえ、教職員を
適切に配置する。 
 
３ 他の国立大学法人等との職員の人事交流を行い、優秀
な人材の確保・育成を行う。 
 
４ 職員の専門性及び意識向上を図るため、研修の充実を
図る。 
 

 
１ 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標」p６７、
参照 

 
２ 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標」p６８、
参照 

 
３ 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標」p６７、
参照 

 
４ 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標」p６７、
参照 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大 
 
 
 
 
 
 
 
 
学 
 
 
 
 
 
 
 
 
院 

 
環境科学研究科 
 環境科学専攻 
 
医科学研究科 
 医科学専攻 
 
体育研究科 
 スポーツ科学専攻 
 体育方法学専攻 
 コーチ学専攻 
 健康教育学専攻 
 スポーツ健康科学専攻 
 ｽﾎﾟｰﾂ健康ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 
  
芸術研究科 
 美術専攻 
 デザイン専攻 
 世界遺産専攻 
 

修士課程合計 
 
(博士課程) 
人文社会科学研究科 
 哲学・思想専攻 
 歴史・人類学専攻 
文芸・言語専攻 
 現代文化・公共政策専攻 
 社会科学専攻 
 国際政治経済学専攻 
 
ビジネス科学研究科 
 経営システム科学専攻 
 企業法学専攻 
 企業科学専攻 
 
数理物質科学研究科 
 数学専攻 
 物理学専攻 
 化学専攻 
物質創成先端科学専攻 
電子・物理工学専攻 
 物性・分子工学専攻 
物質・材料工学専攻 
 

 
       

２０４ 
 
 

６０ 
 
 

１２０ 
３０ 
３０ 
３０ 
３０ 
４８ 
 
 

５０ 
５０ 
３０ 
 

１,１２４ 
 
 
 

３０ 
５８ 

１００ 
７０ 
５３ 
５０ 
 
 

６０ 
６０ 
６５ 
 
 

８４ 
１４０ 
１０９ 
１２４ 
１４４ 
１５０ 
１２ 

 
       

２１４ 
 
 

１０１ 
 
 

１２４ 
４２ 
６２ 
３２ 
４５ 
６１ 
 
 

６１ 
６８ 
４３ 
 

１,３９３ 
 
 
 

４７ 
６７ 

１６１ 
７６ 
５２ 
７７ 
 
 

８１ 
８３ 

１１８ 
 
 

６７ 
１４０ 
１１３ 
７６ 

１４１ 
１６６ 
１１ 

 

 
 

１０４.９ 
 
 

１６８.３ 
 
 

１０３.３ 
１４０.０ 
２０６.７ 
１０６.７ 
１５０.０ 
１２７.１ 

 
 

１２２.０ 
１３６.０ 
１４３.３ 

 
１２３.９ 

 
 
 

１５６.７ 
１１５.５ 
１６１.０ 
１０８.６ 
９８.１ 

１５４.０ 
 
 

１３５.０ 
１３８.３ 
１８１.５ 

 
 

７９.８ 
１００.０ 
１０３.７ 
６１.３ 
９７.９ 

１１０.７ 
９１.７ 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

学 
 
 
 
 
 
 
 
 
群 

 
 
第一学群 
 人文学類 
 社会学類 
 自然学類 
 
第二学群 
 比較文化学類 
 日本語・日本文化学類 
 人間学類 
 生物学類 
 生物資源学類 
 
第三学群 
 社会工学類 
 国際総合学類 
 情報学類 
 工学システム学類 
 工学基礎学類 
 
医学専門学群 
 医学類 
 看護・医療科学類 
 
体育専門学群 
 
芸術専門学群 
 
図書館情報専門学群 
 

学士課程合計 

(a) 
(名) 
 

４８０ 
３４０ 
８００ 

 
 

３２０ 
１６０ 
４８０ 
３２０ 
５００ 

 
 

４８０ 
３２０ 
３２０ 
５２０ 
５００ 

 
 

５９５ 
３３４ 

 
９６０ 

 
４００ 

 
６６０ 

 
８,４８９ 

(b) 
(名) 

 
５５４ 
４７５ 
９３４ 

 
 

４１８ 
２１７ 
５５４ 
３５９ 
５６９ 

 
 

５７２ 
４４０ 
４２１ 
６５６ 
５６２ 

 
 

６１５ 
３５１ 

 
１,０５９ 

 
５１２ 

 
７２０ 

 
９,９８８ 

(b)/(a)×100 
(％) 
 

１１５.４ 
１３９.７ 
１１６.８ 

 
 

１３０.６ 
１３５.６ 
１１５.４ 
１１２.２ 
１１３.８ 

 
 

１１９.２ 
１３７.５ 
１３１.６ 
１２６.２ 
１１２.４ 

 
 

１０３.４ 
１０５.１ 

 
１１０.３ 

 
１２８.０ 

 
１０９.１ 

 
１１７.７ 

大
学
院 

 
 
(修士課程) 
地域研究研究科 
地域研究専攻 
 
教育研究科 
 障害児教育専攻 
 教科教育専攻 
 カウンセリング専攻 
 

 
 
 
 

１００ 
 

 
７０ 

１８０ 
９２ 

 

 
 
 
 

１６０ 
 
 

８５ 
１８４ 
１１１ 

 

 
 
 
 

１６０.０ 
 
 

１２１.４ 
１０２.２ 
１２０.７ 

 

○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等） 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大
学
院 

(専門職学位課程) 
ビジネス科学研究科 
 法曹専攻 
 国際経営ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専攻 
（8 月入学 33 名により充足） 
 
専門職学位課程合計 

 
 

４０ 
３０ 
 
 

７０ 

 
 

４０ 
０ 
 
 

４０ 

 
 

１００.０ 
０.０ 

 
 

５７.１ 
 
 
 
 
 
 
附 
 
 
 
属 
 
 
 
学 
 
 
 
校 

 
附属小学校 
 
附属中学校 
 
附属駒場中学校 
 
附属高等学校 
 
附属駒場高等学校 
 
附属坂戸高等学校 
 
附属盲学校 
 
附属聾学校 
 
附属大塚養護学校 
 
附属桐が丘養護学校 
 
附属久里浜養護学校 

 
９６０ 

学級数 ２４ 
６００ 

学級数 １５ 
３６０ 

学級数  ９ 
７２０ 

学級数 １８ 
４８０ 

学級数 １２ 
４８０ 

学級数 １２ 
２５２ 

学級数 ３７ 
２８７ 

学級数 ４３ 
７６ 

学級数 １３ 
１４１ 

学級数 ３１ 
５４ 

学級数 １８ 

 
９４８ 
２４ 

６１５ 
１５ 

３６４ 
９ 

７２３ 
１８ 

４８４ 
１２ 

４８３ 
１２ 

１７９ 
３７ 

２７７ 
４３ 
６３ 
１３ 

１３０ 
３１ 
４７ 
１８ 

 
９８.８ 

 
１０２.５ 

 
１０１.１ 

 
１００.４ 

 
１００.８ 

 
１００.６ 

 
７１.０ 

 
９６.５ 

 
８２.９ 

 
９２.２ 

 
８７.０ 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大 
 
 
 
 
 
 
 
 
学 
 
 
 
 
 
 
 
 
院 

 
システム情報工学研究科 
 社会ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 
 社会システム工学専攻 
 計量ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 
 リスク工学専攻 
 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 
 知能機能システム専攻 
 構造エネルギー工学専攻 
 経営・政策科学専攻 
 
生命環境科学研究科 
 地球環境科学専攻 
 地球進化科学専攻 
構造生物科学専攻 
情報生物科学専攻 
生命共存科学専攻 
国際地縁技術開発科学専攻 
生物圏資源科学専攻 
 生物機能科学専攻 
生物科学専攻 
 生物資源科学専攻 
 生命産業科学専攻 
先端農業技術科学専攻 
 
人間総合科学研究科 
教育学専攻 
学校教育学専攻 
 心理学専攻 
 心身障害学専攻 
 ヒューマン・ケア科学専攻 
 感性認知脳科学専攻 
 スポーツ医学専攻 
 先端応用医学専攻 
 分子情報・生体統御医学専攻 
 病態制御医学専攻 
 機能制御医学専攻 
 社会環境医学専攻 
 体育科学専攻 
芸術学専攻 
 
図書館情報メディア研究科 
 図書館情報メディア専攻 
 

博士課程合計 

 
 

２６ 
１１０ 
１８ 

１０４ 
２０８ 
１７６ 
１３４ 
１０３ 

 
 

４２ 
４２ 

   ２４ 
５５ 
８５ 
７８ 
７８ 
７９ 
６８ 

１４７ 
１２ 
６ 
 
 

４０ 
３０ 
４０ 
４０ 
９４ 
６５ 
４０ 
５０ 
５０ 
４４ 
３２ 
４２ 

１００ 
３８ 
 
 

１３７ 
 

３,７４６ 

 
 

１０ 
９７ 
１７ 
５９ 
２１６ 
１９１ 
１２７ 
１２１ 

 
 

７６ 
３６ 
３５ 
７１ 
８３ 
８１ 
８８ 
７８ 
６９ 
１６９ 
２１ 
７ 
 
 

３８ 
３７ 
４２ 
４４ 
１０４ 
６７ 
５３ 
６２ 
５４ 
６６ 
３７ 
５９ 
１１５ 
７１ 

 
 

２００ 
 

４,１７７ 

 
 

３８.５ 
８８.２ 
９４.４ 
５６.７ 

１０３.８ 
１０８.５ 
９４.８ 

１１７.５ 
 
 

１８１.０ 
８５.７ 

１４５.８ 
１２９.１ 
９７.６ 

１０３.８ 
１１２.８ 
９８.７ 

１０１.５ 
１１５.０ 
１７５.０ 
１１６.７ 

 
 

９５.０ 
１２３.３ 
１０５.０ 
１１０.０ 
１１０.６ 
１０３.１ 
１３２.５ 
１２４.０ 
１０８.０ 
１５０.０ 
１１５.６ 
１４０.５ 
１１５.０ 
１８６.８ 

 
 

１４６.０ 
 

１１１.５ 
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○計画の実施状況等 
 
 
 収容定員と収容数に差がある（±１５％を超える）主な理由は以下のとおりである。 
 
（学士課程） 
 
・収容数が収容定員を超過している（＋１５％）学群、学類は以下のとおりである。 
人文学類、社会学類、自然学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類、人間学
類、社会工学類、国際総合学類、情報学類、工学システム学類、芸術専門学群 
 
入学者が入学定員を上回っていること及び留年者があること等の要因により収

容定員を超過している。 
FD・授業評価を活用した教育方法の改善、履修指導の強化、少人数によるきめ

細かな授業の推進、クラス制度を活用した指導助言など多様な対策を実施してお
り、今後引き続き検討を進める。 

 
（修士課程） 
 
 ・収容数が収容定員を超過している（＋１５％）専攻は以下のとおりである。 
   地域研究専攻、障害児教育専攻、カウンセリング専攻、医科学専攻、体育方法

学専攻、コーチ学専攻、スポーツ健康科学専攻、スポーツ健康システム・マネ
ジメント専攻、美術専攻、デザイン専攻、世界遺産専攻 

 
   入学者が入学定員を上回っていること及び留学等による休学者並びに留年者が

あること等の要因により収容定員を超過している。 
   複数教員による指導を推進するなど研究指導体制の強化、カリキュラムの課題

の析出・見直し、学生との懇談会等を実施しており、今後引き続き検討を進める。 
 
（博士課程） 
 
 ・収容数が収容定員を超過している（＋１５％）専攻は以下のとおりである。 
   哲学・思想専攻、歴史・人類学専攻、文芸・言語学専攻、国際政治経済学専攻、

経営システム科学専攻、企業法学専攻、企業科学専攻、経営・政策科学専攻、 
地球環境科学専攻、構造生物化学専攻、情報生物化学専攻、生命産業科学専攻、
先端農業技術科学専攻、学校教育学専攻、スポーツ医学専攻、先端応用医学専
攻、病態制御医学専攻、機能制御医学専攻、社会環境医学専攻、芸術学専攻、
図書館情報メディア専攻 

  
   入学者が入学定員を上回っていること及び留学等による休学者並びに留年者が

あること等の要因により収容定員を超過している。 
博士論文の効率的な作成のための中間評価方法の見直し、複数教員による研究

指導を推進しており、今後引き続き検討を進める。 
 

 

 
 ・収容数が収容定員未満となっている（－１５％）専攻は、以下のとおりである。 
   数学専攻、物質創成先端科学専攻、社会システム・マネジメント専攻、リスク 
   工学専攻 
    

入学者の定員割れ、一貫制課程の２年次での退学等の要因により定員未満となっ  
ている。 

   広報活動の一層の充実、TA・RA の促進を図るとともに学群教育との一体性の強 
  化、前・後期課程における教育目標の設定と明確化等の検討を一層進める。 
 
（専門職学位課程） 
 
 ・新設の国際経営プロフェッショナル専攻は８月入学であり、３３名の入学者によ 

り定員を満たしている。 
 
（附属盲学校） 
 
 ・地域における幼児、児童数の変動が大きく、受入れ方針に沿った応募者が少ない 

ことにより収容定員未満となっている。 
 
（附属大塚養護学校） 
 
 ・新入生及び欠員学年の募集を行ったが、受入れ方針に沿った幼児、児童、生徒の 
  応募が少ないことにより収容定員未満となっている。 


